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 開発許可基準の適用範囲 

  〇  適用するもの，△ 開発行為の目的に照らして判断，× 適用しないもの  

 ※  自 己 の 居 住 用 と は ， 開 発 行 為 の 事 業 者 が 自 ら の 生 活 の 本 拠 と し て 使 用  

す る も の を い う (こ の 場 合 ， 申 請 者 は 自 然 人 に 限 ら れ ， 法 人 用 の 従 業 員  

宿 舎 等 は 該 当 し な い 。 ） 。  

 ※  自 己 の 業 務 用 と は ， 当 該 建 築 物 内 で 継 続 的 に 自 己 の 業 務 に 係 る 経 済 活  

動 が 行 わ れ る も の を い う (こ の 場 合 ， 住 宅 は 含 ま な い の で ， 分 譲 又 は 賃  

貸 の た め の 住 宅 ， 貸 事 務 所 ， 貸 店 舗 は 該 当 し な い 。 ）  

 ※  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 の 対 象 規 模 の 資 力 ・ 信 用 は 全 て 必 要  

 

 凡 例  

 法  ： 都 市 計 画 法 (昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ) 

 政 令 ： 都 市 計 画 法 施 行 令 (昭 和 ４ ４ 年 政 令 第 １ ５ ８ 号 ) 

 省 令 ： 都 市 計 画 法 施 行 規 則 (昭 和 ４ ４ 年 建 設 省 令 第 ４ ９ 号 ) 

 条 例 ： 柏 市 開 発 行 為 等 許 可 基 準 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 柏 市 条 例 第 ４ ０ 号 ）  

技 術 

基 準 

建   築   物  第一種特定工作物 第二種特定工作物 

非自己用 

自 己 用 

非自己用 自己用 非自己用 自己用 
居 

住 

用 

業 

務 

用 

道  路 〇  × 〇  〇  〇  〇  〇  

公  園 〇  × 〇  〇  〇  〇  〇  

消防水利 〇  × 〇  〇  〇  〇  〇  

排水施設 〇  〇  〇  〇  〇  〇  

給水施設 〇  × 〇  〇  〇  〇  〇  

公益施設 〇  △  〇  △  △  △  

擁  壁 〇  〇  〇  〇  〇  〇  

樹木の保存， 

表土の保全等 
〇  〇  〇  〇  〇  〇  

緩衝緑地 〇  〇  〇  〇  〇  〇  

輸送施設 〇  〇  〇  〇  〇  〇  

資力・信用 〇  × 
1ha 未満× 

1ha 以上〇 
〇  

1ha 未満× 

1ha 以上〇 
〇  

1ha 未満× 

1ha 以上〇 

工事施工者 〇  × 
1ha 未満× 

1ha 以上〇 
〇  

1ha 未満× 

1ha 以上〇 
〇  

1ha 未満× 

1ha 以上〇 

権利者同意 〇  〇  〇  〇  〇  〇  
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１ 開発行為 

 (1) 開発行為の解釈基準（法第４条第１２項） 

 開発行為とは，主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に

供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいい，次のいずれかに該

当するものをいう｡ 

ア 土地の「区画」の変更 

    道路，水路等の公共施設の新設，変更，廃止等を行う行為を   

いう。（単なる分合筆等権利区画の変更を除く。） 

イ 土地の「形」の変更 

    次のいず れかに該当する行為をいう ｡ただし，建築物又は特   

定工作物の建築自体と不可分で一体と認められる基礎打ち，土   

地の掘削等の行為を除く｡ 

  (ｱ) 高さが５０センチメートルを超える切土 

  (ｲ) 高さが５０センチメートルを超える盛土 

ウ 土地の「質」の変更 

   宅地以外の土地を宅地とする行為をいう。なお，「宅地」とは次の

土地をいう｡ 

【法律】 

（定義） 

第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地 

 利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものを 

 いう。 

２～９ …（略）… 

１０ この法律において「建築物」とは建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号 

 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。 

１１ この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪 

 化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又 

 はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。） 

 をいう。 

１２ この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供 

 する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 

１３ この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 

１４ この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設 

 をいう。 

１５・１６ …（略）… 

 

【政令】 

（公共施設） 

第一条の二 法第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河 

 川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 



２ 

 

 

(ｱ) 現に建築確認を通知され，建築された建築物の敷地として    

利用されている土地又は建築物の敷地として利用されていた土地

（建築基準法施行(昭和 25 年)前の建築物及び建築確認による証

明が困難な建築物の敷地は，固定資産課税台帳における地目を考

慮して判断。） 

(ｲ) 不動産登記法に基づく登記事項証明書の地目が「宅地」である

か否かを判断する日の５年以上前から継続して宅地（仮設建築物

及び違反建築物の敷地は除く）である土地。 

(ｳ）法第２９条第１項第４号，第６号，第７号，第８号，第９号に

該当する開発行為が行われた土地の区域で，事業の完了公告（第

９号にあっては告示）がされた土地 

(ｴ) 法第２９条第１項５号に該当する開発行為（土地区画整理事業）

の認可を受けた区域内で土地区画整理法第９８条に規定する仮換

地指定を受けた後（原則として使用収益開始後）の土地 

(ｵ）前号に定めるもののほか，法第２９条による開発許可を受けて

法第３６条第３項に規定する工事の完了公告がなされた土地（特

定工作物の建設の用に供することを目的とした土地を除く） 

(ｶ) 旧住宅地造成事業に関する法律第１２条第３項に規定する工事

の完了公告がなされた土地（予定建築物の定められていない土地

を除く） 

(ｷ) 租税特別措置法に基づく優良宅地認定を受けた土地 

 

２ 開発区域 

 (1) 開発区域の解釈基準（法第４条第１３項） 

   開発区域とは，開発行為をする土地の区域をいう。「開発行為をする

土地の区域」とは，表 1.1 の「開発行為の区分」に応じた各々の「開発

区域」をいう。 

  ただし，申請される「開発行為の区分」の各々の開発行為が，開発行

為の申請日において，表 1.1 の｢開発行為の完了日｣を経過していない

開発行為（以下「先行開発行為」という｡）に関連している場合は，当

該開発行為と先行開発行為は一体の開発区域を構成するものとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 



３ 

 

 

表 1.1 先行開発行為と一体の開発区域とする判断基準 

 

※１ ｢開発行為の申請日｣とは，本表の「開発行為の区分」に掲げる開発

行為の法令に基づく申請が受理された日をいう｡ 

   ただし，法第２９条の開発許可を受ける開発行為については,  

柏市開発行為事前協議等手続条例に基づく計画協議願が受理された

日をいう｡ 

 ※２ 「関連」とは，次のいずれかに該当する場合をいう｡ 

   ア 開発区域の一部又は全部が先行開発区域である場合 

       イ  開発区域が先行開発行為の開発区域に隣接しており，かつ開   

発行為を行う者が先行開発行為の開発関係者である場合 

   ウ 開発行為が先行開発行為と機能上不可分である場合 

 ※３ 「開発関係者」とは，次のいずれかに該当するものをいう｡ 

   ア 開発行為の申請者又は，工事施工者 

   イ 開発行為区域内の土地の所有者  

 ※ 計画的に実施時期を分けて行うものは，一体の開発区域を構成する

ものとみなす｡ 

 ※ 申請された開発行為及び先行開発行為の区分が共に本表のＢ, Ｃで

ある場合で,一体の開発区域を構成する期間は各々の開発行為の完了

日までとする｡ 

 

 開発行為の区分 開発区域 開発行為の完了日 

Ａ法第２９条に基づ

く許可を受ける開発

行為 

土地利用計画図に

て開発区域と図示

された土地 

法第３６条第３項に基づく工事完了公

告日 

Ｂ建築基準法第６条

第１項に基づく建築

確認申請に係る開発

行為 

建築確認申請書に

図示された建築敷

地 

①建築基準法第７条第５項に基づく検

査済証の発行日 

②検査済証の交付を受けていない場合

は，建築確認の日から半年を経過した

日 

Ｃ建築基準法第４２

条第１項第５号によ

る道路位置指定に係

る開発行為 

道路位置指定申請

図に図示された道

路位置指定を受け

る土地及び関連す

る建築予定地 

関係土地における最後の建築物の完了

日（Ｂを適用）又は位置指定公告日か

ら１年を経過した日 

 



４ 

 

 

 (2) 開発行為に関する工事における造成協力地の扱いについて 

 開発行為はすべての工事を開発区域内で行うことを原則とするが，

開発区域に隣接する土地で切土や盛土などの造成工事を開発区域内

の工事と一体的に行うことにより，擁壁等の構造や工事施工の観点か

ら安全性・合理性がある場合に，開発区域とは別に「造成協力地」を

設定することができる。この場合，下記の①～⑧いずれにも該当する

こと。これらに該当しない場合は開発区域とするものとする。 

① 開発行為に関する工事を行う土地であること 

② 開発関係者以外のものがすべて，工事の妨げとなる権利を有し

ていること 

③ 開発区域に含めない合理的な理由が明確であること 

④ 開発行為完了後に一体利用がされないこと 

⑤ 構造物を設置する場合，開発区域に跨るものでないこと 

⑥ 必要最小限の範囲であること 

⑦ 造成協力地は「開発行為に関する工事を行う箇所」であるから，

開発区域内同様，許可に際しては妨げとなる権利を有する者の同

意が必要である。 

⑧ 本編(3) 宅地の防災措置（法第３３条第１項第７号）の技術基

準を遵守するものとする。 

 

 



５ 

 

 

２ 開発行為  

１ 開発行為の許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 開発行為の適用除外 

 (1) 規制規模未満の開発行為の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発行為の許可） 

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじ 

 め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十 

 七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 

 （以下「指定都市等」という。）の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節におい 

 て同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限り 

 でない。 

 一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う 

  開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

 二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において 

  行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務 

  を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

 三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築 

  物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図 

  る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 四 都市計画事業の施行として行う開発行為 

 五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

 六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

 七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

 八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

 九 公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、 

  まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為 

 十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

 十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２・３ …（略）… 

 

【政令】 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第十九条 法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、 

 それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県 

 （指定都市等（法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理市 

 町村（法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。）の区域内にあつては、 

 当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において 

 同じ。）は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めること 

 ができる。 
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２ 都の区域（特別区の存する区域に限る。）及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる 

 区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千 

 平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 

 一 首都圏整備法（昭和三十一年法律第八十三号）第二条第三項に規定する既成市街地又は同条 

  第四項に規定する近郊整備地帯 

 二・三 …（略）… 

 

 

   

 

 

 

 

 柏市は「近郊整備地帯」の区域内に存するため，市街化区域内において開

発許可を要しない開発行為の開発区域の面積規模は，５００平方メートル

未満である｡ 

 

 (2) 農林漁業の用に供する建築のための開発行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農林漁業の業務用建築物又は農林漁業従事者の居住用建築物の建築の

ために行う開発行為は適用除外とする。 

 本号（法第２９条第１項第２号）にいう農林漁業の範囲は，日本標準産

業分類によるＡ－農業・林業，Ｂ－漁業の範囲を基準とする 

 ① 農林漁業用施設（法第２９条第１項第２号前段，政令第２０条第１

号から第５号まで） 

② 農林漁業従事者の居住用建築物（法第２９条第１項第２号後段） 

ア 「農林漁業を営む者」とは，前述の農業，林業又は漁業の範囲に

属すると認められる業務に従事するものとし，この場合において 

(ｱ) 被傭者（従業員・社員等）を含むものとする。 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

市 街 化

区域 

千 平 方 メ

ートル 

市街化の状況により、無秩序な市街化を防止

するため特に必要があると認められる場合 

三百平方メートル以上

千平方メートル未満 

…（略）… 

【政令】 

（法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物） 

第二十条 法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの 

 とする。 

 一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設そ 

  の他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 

 二 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁 

  業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

 三 家畜診療の用に供する建築物 

 四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又 

  は索道の用に供する建築物 

 五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物 



７ 

 

 

(ｲ) 兼業者を含むものとする。 

(ｳ) 臨時的と認められる者は含まないものとする。（臨時的従業者

とは従事する日数が年間６０日未満のものをいう。） 

(ｴ) 当該市街化調整区域において，これらの業務に従事する者で

あることを要するものとする。 

(ｵ) 世帯員のうち１人以上の者が，これらの業務に従事する者で

あれば足りるものとする。 

イ 「農業を営む者」は，原則次のいづれかに該当する者をいう。 

(ｱ) １０アール以上の農地について年間６０日以上の耕作業務を

営む者（農業委員会から「農業経営の実態証明」の交付を受けら

れる者であること。） 

(ｲ) 農地所有適格法人の構成員で次の a,b いずれかに該当する者 

a その法人の業務に必要な農作業に主として年間６０日以上

従事する者 

b その法人が１０アール以上の農地について所有権若しくは

使用収益権を移転し，又は使用収益権に基づく使用及び収益

をさせている者で，その法人の業務に必要な農作業に主とし

て従事している者 

 

 (3) 公益上必要な建築物の建築のための開発行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【政令】 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第二十一条 法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

 一 道路法第二条第一項に規定する道路又は道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第二 

  条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第三条第一号に規定する一般旅 

  客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定 

  する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成する建築物 

 二 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 

 三 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物 

 四 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する鉄道事業若しくは同条 

  第五項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道 

  法（大正十年法律第七十六号）による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する 

  施設である建築物 

 五 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設である建築物 

 六 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運 

  行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第二 

  条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をす 

  るものに限る。）の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法（昭和三十四年法律 

  第百三十六号）第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 

 七 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第三条に規定する 

  漁港施設である建築物 



８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八 海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設である建築物 

 九 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するた 

  め必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二 

  条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 

 十 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である 

  建築物 

 十一 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成十七年法律第百号）第四条第一項第一号に

掲げる業務の用に供する施設である建築物 

 十二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項に規定する認定電気通

信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

 十三 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する

放送設備である建築物 

 十四 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業（同項第二号に規定する小売電気事

業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。）の用に供する同項第十八号に規定す

る電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物

（同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。）を設置する施設である建築物 

 十五 水道法第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業 

  の用に供する同条第八項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法（昭和三十三年 

  法律第八十四号）第二条第六項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第 

  三号から第五号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設 

  である建築物 

 十六 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

 十七 図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する図書館の用に 

  供する施設である建築物又は博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条第 

  一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物 

 十八 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第二十条に規定する公民館の用に供 

  する施設である建築物 

 十九 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が 

  設置する職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第三項に 

  規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支 

  援機構が設置する同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校である建 

  築物 

 二十 墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第二条第七項に規定 

  する火葬場である建築物 

 二十一 と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）第三条第二項に規定すると畜場であ 

  る建築物又は化製場等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十号）第一条第二項に 

  規定する化製場若しくは同条第三項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 

 二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）による 

  公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和五十 

  八年法律第四十三号）第二条第一号に規定する浄化槽である建築物 

 二十三 卸売市場法（昭和四十六年法律第三十五号）第四条第六項に規定する中央卸売 

 市場若しくは同法第十三条第六項に規定する浄化槽である建築物 

 二十四 自然公園法第二条第六項に規定公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公 

  園のこれに相当する事業により建築される建築物 

 二十五 住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）第二条第一項に規定する住宅地区改良 
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【省令】 

（令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第十七条の二 令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 

 一 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供 

  するもの 

 二 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

 三 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の 

  用に供する庁舎 

 四 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

（令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第十七条の三 令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近 

 接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。 

  事業により建築される建築物 

 二十六 国、都道府県等（法第三十四条の二第一項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指 

  定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）又は市町村 

  がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の 

  直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

  イ 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三 

   十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

  ロ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による家庭的保育事業、小規模保育事業若 

   しくは事業所内保育事業、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）による社会福祉事業 

   又は更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）による更生保護事業の用に供する施設であ 

   る建築物 

  ハ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に 

   規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

  ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住している 

   者の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

  ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通 

   省令で定めるものを除く。） 

 二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発 

  機構法（平成十一年法律第百七十六号）第十六条第一号に掲げる業務の用に供する施設である 

  建築物 

 二十八 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  法（平成十六年法律第百五十五号）第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に 

  供する施設である建築物 

 二十九 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八 

  十二号）第二条第二項に規定する水資源開発施設である建築物 

 三十 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平 

  成十四年法律第百六十一号）第十八条第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設で 

  ある建築物 

 三十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギ 

  ー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）第十五条第一号又は非化石エネ 

  ルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号）第十一条第三号に 

  掲げる業務の用に供する施設である建築物 



１０ 

 

 

 法第２９条第１項第３号は，公益上必要な建築物のうち，開発区域及びそ

の周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上

で支障がないものとして政令で定める建築物に係る開発行為を適用除外と

したもの。 

 具体的には，政令第２１条各号に掲げる建築物が開発行為の適用除外と

されている。 

 

 (4) 通常の管理行為，軽易な行為等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政令第２２条第１号の開発行為は，長期にわたって存するものでなく，臨

時的に建築されるものであること。具体的には，建築基準法第８５条第５項

による建築物とし，建築期間１年以内のものとする。（災害があった場合に

おいて公益上必要な用途に供する応急仮設建築物等の建築に係るものを除

く。） 

【政令】 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第二十二条 法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

 一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の 

  建設の用に供する目的で行う開発行為 

 二 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造 

  面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

 四 法第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変 

  更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 

 五 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以 

  内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

 六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な 

  物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物 

  で、その延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の 

  合計。以下この条及び第三十五条において同じ。）が五十平方メートル以内のもの（これらの 

  業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。）の 

  新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該 

  業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの。 
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３ 開発許可の基準 
１ 公共施設の基準 

 (1) 道路 

 ①（法第３３条第１項第２号，政令第２５条第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■開発区域内の道路計画（法３３条１項２号，政令２５条１号） 

  開発区域内では，発生交通量，区域内居住者の動線，区域内外の通過

交通等を考慮し，開発区域内の主要な道路，その他の開発区域内の道

路を適切に配置し，開発区域外の既存道路と一体となって道路の機能

が発揮されるものとすること。 

  ア 「道路」とは，建築基準法第４２条第１項第１号及び第２号若しく

は第２項（道路法による道路認定済の区間に限る）に規定する道路を

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、 

 次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含 

 む。）に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違 

 反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

 一 …（略）… 

 二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発 

  行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分 

  でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、 

  環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び 

  構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接 

  続するように設計が定められていること。 

   この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合 

  していること。 

  イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

  ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

  ハ 予定建築物等の用途 

  ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 三～十四 …（略）… 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。  

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 法第三十三条第二項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下同 

 じ。）に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号（法第三十五条の二第四項にお 

 いて準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、 

  かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路 

  の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 
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【参考】 

● 建築基準法第４２条第１項第１号に規定する道路 

道路法による道路の内，幅員が４ｍ以上のもの 

● 建築基準法第４２条第１項第２号に規定する道路 

 都市計画法，土地区画整理法，旧住宅地造成事業に関する法律，都市再開発

法，新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

関する特別措置法による道路の内，各々幅員が４ｍ以上のもの 

● 建築基準法第４２条第２項に規定する道路 

 幅員４ｍ未満の道路で特定行政庁の指定したもの 

 

イ 「開発区域内の主要な道路」とは，開発区域内の他の道路から開

発区域外に出入りするにあたって開発区域内の道路の骨格となり，

開発区域外の既存道路から交通を区域に導入する道路（開発区域内

で通り抜け道路路線が１本のみの配置で延長１２０ｍ未満のものを

除く）をいう。 

※ 開発区域内の主要な道路は，次号②（政令第２５条第２号）イ

を参照 

 

※ 本項(1) 道路の各表における予定建築物の用途の区分は，次のとおり

とする｡ 

 Ａ 専用住宅及び兼用住宅（兼用住宅とは，建築物の延べ面積の１/２

以上を住居の用に供し，かつ，非住宅部分の床面積の合計が５０㎡以

内の住宅をいう｡） 

 Ｂ 共同住宅等（共同住宅，寄宿舎，下宿，長屋，有料老人ホームその

他これらに類する用途をいう｡[※Ａ欄以外の住宅］） 

 Ｃ 住宅以外の建築物，第１種特定工作物及び第２種特定工作物  

 

  ウ 「設計がこれに適合していること」とは，当該開発行為の設計が，

これらの都市計画の実現を妨げないことはもちろんのこと，技術的

に可能な範囲においてできる限り都市計画の内容を実現するもので

あることをいう｡ 
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 ■開発区域内の道路計画の例（(1) 道路①関係） 

  ・一戸建ての住宅・開発区域 0.3～1ha の場合 

 

 

開発区域内の主要な道路

５.５ｍ

接続する部分の道路（a）

中心から３ｍ後退
(かつ全幅員５ｍ以上)

公
園

６.０ｍ

６.０ｍ

６.０ｍ

６.０ｍ

５.５ｍ

５.０ｍ

接続する部分の道路（a） 主要な道路に至るまでの道路（b）

(１２０ｍ以上２００ｍ未満)

(１２０ｍ未満)

開
発
区
域
外
の
主
要
な
道
路

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

接続道路
(政令第２５条第４号)

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

接続道路
(政令第２５条第４号)

接続道路
(政令第２５条第４号)

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

※ 当該開発区域の道路から
延伸して開発する余地がある
場合は延伸距離に関わらず主
要な道路の適用とする。

開発区域内の主要な道路

小区間で通行上支障がない場合

小区間で通行上支障がない場合
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 ■開発行為に係る道路の種類の例（(1) 道路②③関係） 

  ・開発区域内に道路が整備される場合 

 

 

  ・ 開 発 区 域 内 に 道 路 が 整 備 さ れ な い 場 合  

 

開
発
区
域
外
の
主
要
な
道
路

接続道路
(政令第２５条第４号の道路)

整備すべき主要な道路

開発区域に接する道路
(政令第２５条第２号の道路)

開発区域

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

接続道路
(政令第２５条第４号の道路) 接続する部分の道路(ａ)

主要な道路に至るまでの
道路(ｂ)

開
発
区
域
外
の
主
要
な
道
路

主要な道路に至るまでの
道路(ｂ)

接続する部分の道路(ａ)

接続道路
(政令第２５条第４号の道路)

開発区域に接する道路
(政令第２５条第２号の道路)開発区域

開発区域内の道路
(政令第２５条第２号)

接続道路
(政令第２５条第４号の道路)

※ 擁壁，土留め等を造成時に築造し，
物理的な条件により自動車の出入りを
しない場合は「主要以外の道路」に適
用。
単なる造成面仕上げの場合は「整備す
べき主要な道路」に適合させる。

開
発
区
域
外
の
主
要
な
道
路

整備すべき主要な道路

開発区域に接する道路
(政令第２５条第２号の道路)

開発区域に接する道路
(政令第２５条第２号の道路)開発区域

整備すべき主要な道路
※ 自動車の出入りをしない場合
は「主要以外の道路」とする。

接続道路の規定に適合する
こと

予定建築物
（用途の区分Ｃ）



１５ 

 

 

 ②（政令第２５条第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■予定建築物等の敷地に接する道路の幅員 

 ア 開発区域内の道路（政令２５条２号，省令２０条） 

 本政令においては，予定建築物又は特定工作物（以下「予定建築

物等」という。）の用途，予定建築物等の敷地の規模に応じて，当

該予定建築物等の敷地に接する道路の幅員を定めており，その最低

限度は下記表 3.1 のとおりとなる。 

 これは，都市計画法開発行為技術基準においては，建築基準法とは

異なり集団的な基盤施設としての道路幅員の下限を定めてあること

による。 

表 3.1 敷地に接する道路の幅員 

    予定建築物の用途 

敷地の規模 
Ａ・Ｂ Ｃ 

1000 ㎡未満 6.0 ㍍ 6.0 ㍍ 

1000 ㎡以上 9.0 ㍍ 9.0 ㍍ 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル 

  以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、四メートル）以上の幅 

  員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の 

  規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが 

  著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業 

  活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置 

  されているときは、この限りでない。 

【省令】 

（道路の幅員） 

第二十条 令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の

建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メ

ートル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、

八メートル）、その他のものにあつては九メートルとする。 
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イ 開発区域内の主要な道路（政令２５条２号緩和規定のない道路） 

 下記の表 3.2 の開発区域の面積欄の規模の開発行為については，

本政令第２５条第２号括弧書「小区間で通行上支障がない場合」（本

号ウ）の規定を受けない「開発区域内の主要な道路」を整備し，それ

ぞれ予定建築物の用途に応じた表 3.2 の幅員以上とするものとする。 

  

表 3.2 開発区域内の主要な道路 

  予定建築物 

    の用途 

開発区域 

の面積 

Ａ Ｂ Ｃ 

１㌶未満 6.0 ㍍ 6.0 ㍍ 6.0 ㍍～9.0 ㍍ 

１～３㌶未満 6.5 ㍍ 6.5 ㍍ 9.0 ㍍ 

３～５㌶未満 6.5 ㍍ 9.0 ㍍ 9.0 ㍍ 

５～10 ㌶未満 9.0 ㍍ 9.0 ㍍ 9.0 ㍍ 

１０㌶以上 12.0 ㍍ 12.0 ㍍ 12.0 ㍍ 

 

ウ 小区間で通行上支障がない道路の適用（政令２５条２号，条例３条１号） 

 開発区域内で，「開発区域内の主要な道路」以外の「小区間で通

行上支障がない場合」の道路として取り扱うことのできる道路は，

下記表 3.3 の幅員以上の道路とする。 

 本市は，条例第３条第１号により，小区間で通行上支障がない場

合の道路の幅員の適用を強化しています。 

    

表 3.3 小区間で通行上支障がない場合の道路の幅員 

通 

抜 

け 

道 

路 

     区分 

延長距離 
Ａ・Ｂ Ｃ 

120 ㍍未満 5.0 ㍍  

6.0 ㍍ 120 ㍍以上 200 ㍍未満 5.5 ㍍ 

200 ㍍以上 6.0 ㍍ 

袋 

路 

状 

道 

路 

     区分 

延長距離  
Ａ・Ｂ Ｃ 

35 ㍍未満 5.0 ㍍  

35 ㍍以上 70 ㍍未満 5.5 ㍍ 6.0 ㍍ 

70 ㍍以上 6.0 ㍍  
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       ※ 袋路状道路には，終端に転回広場を設けること。なお，転回広場 

    は延長距離に含まないものとする。 

  ※ 当該道路を延伸して開発する余地がある場合は，延長距離に関

らず延伸の可能性を勘案して幅員を定めるものとする。 

  ※ 土地区画整理事業施行中の仮換地若しくは土地区画整理事業完

了（換地処分）後の大街区（１ha 以上）について再度開発行為を

行うもので，周辺の当該土地区画整理事業で設計された区画道路

が６㍍の場合は，表 3.1 の適用で設計するものとする。 

 エ 開発区域に接する道路の適用（政令２５条２号，条例３条４号） 

  (ｱ) 開発区域内に新たに道路が整備されない場合における予定建築

物等の敷地の前面に接する道路（以下，「開発区域に接する道路」

という。）の幅員は下記表 3.4 の幅員以上とする｡ 

        本号の「開発区域に接する道路」の接続先は，次号③（政令第２

５条第４号）接続道路の表 3.6「主要な道路に至るまでの道路(b)」

の規定に適合すること。 

 

表 3.4 開発区域に接する道路 

 Ａ・Ｂ Ｃ 

整備すべき 

主要な道路 

元道路の中心から 3 ㍍後

退（後退後の幅員が 5 ㍍

に満たない場合は 5 ㍍） 

6 ㍍（建築物等の敷地の規模

が 1,000 ㎡以上の場合は，

原則として 9 ㍍） 

主要以外の 

道路 

元道路の中心から 3 ㍍後

退（後退後の幅員が４㍍

に満たない場合は 4 ㍍） 

周辺道路の整備状況を 

勘案した幅員 

 

    ※ Ａ，Ｂで開発区域に接する道路が，当該開発行為の他の側へ 

      の一方後退により 5 ㍍以上の幅員で整備されている場合は，一   

             方 6 ㍍以上の後退とする。 

  ※ 開発区域に接する道路が，既開発行為，土地区画整理事業及

び道路事業等により設置されたものである場合は本号エでな

く本号アの適用とする。 

 (ｲ) 開発区域内に新たに道路が整備される場合における，予定建築

物の敷地の前面に接する道路は，次号表 3.6 接続道路(a)の適用

となるが，開発区域が２面以上接道する場合の他の接する道路に

ついては，本号の表 3.4「整備すべき主要な道路」に適合するこ

と。なお，開発区域に接する道路で，開発区域内から自動車の出

入りをしない（開発区域内道路が接続されない，かつ敷地から自

動車の出入りをしない）他の接する道路の場合については，本号

の表 3.4「主要以外の道路」の規定を適用するものとする。 
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 ③（政令第２５条第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 ■接続道路（政令２５条４号） 

 本政令は，開発区域内の主要な道路が接続すべき開発区域外の道路

幅員に関する規定となる。本号に規定する道路（以下「接続道路」とい

う。）は「開発区域内の主要な道路」が接続する部分の道路(a)及び開

発区域外の主要な道路に至るまでの道路(b)をいう。幅員は本政令によ

り下記表 3.5 のとおりとなる。 

 

表 3.5 接続道路の幅員 

        予定建築物の用途 

 
Ａ・Ｂ Ｃ 

接続道路の幅員 6.5 ㍍以上 9.0 ㍍以上 

 なお，緩和規定の「車両の通行に支障がない道路」として取り扱う

ことのできる道路は，下記表 3.6 の幅員以上とする。 

 

表 3.6 接続道路の幅員 

       Ａ・Ｂ Ｃ 

接続する 部分の

道路(a) 

元道路の中心から 3 ㍍後

退（後退後の幅員が 5 ㍍

に満たない場合は 5 ㍍） 

6 ㍍ 

主要な道 路に至

るまでの道路(b) 

5 ㍍( (b)の内，延長が下

記附表の区間にあっては

4 ㍍とすることができる) 

6 ㍍( (b)の内，延長が下

記附表の区間にあっては

4 ㍍とすることができる) 

 ※ 接続する部分の道路(a)が，既開発行為，土地区画整理事業及び道

路事業等により設置されたものである場合は本号表 3.6 の適用で

なく表 3.5 の適用（用途の区分Ａ，Ｂ及びＣで 1,000 ㎡未満にあ

っては６㍍以上）とする。 

 

 

 

 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル（主として住宅の建築の用に供す 

  る目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状 

  況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続しているこ 

  と。 
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附表 ４㍍とすることができる区間  

  

開 発 区 域 面 積 

1,500 ㎡未満 

及び 

既開発完了地 

1,500 ㎡以上 

3,000 ㎡未満 

3,000 ㎡以上 

6,000 ㎡未満 

6,000 ㎡ 

以上 

Ａ・Ｂ 距離を制限しない 120 ㍍まで 70 ㍍まで 35 ㍍まで 

Ｃ  35 ㍍まで（開発区域面積１㌶以上の場合は，別途協議） 

※ Ａ，Ｂで 3,000 ㎡未満の場合は，接続道路(b)に建築基準法４２

条第２項道路（下記(1)若しくは(2)の区間に限る）を含むことが

できる。 

 (1) 道路認定済かつ道路有効幅員が４㍍以上確保されている区間 

 (2) 道路認定済かつ元道路の幅員が２．７㍍以上である区間(2.7

㍍の道路にあっては 35 ㍍以内ごとに下記ア又はイの待機区間

を有すること) 

 ア 車両のすれ違いが可能な有効幅員４㍍区間 

 イ 概ね４㍍以上の道路と交差し，車両の待機が可能な交差点 

 なお，Ｃの場合は，接続道路(b)に建築基準法４２条第２項道

路を含むことはできない。 

※ 予定建築物が優良田園住宅の建設の促進に関する法律第２条

第１項に基づく優良田園住宅であり，その建設に関する計画が同

法第４条第１項に基づく優良田園住宅建設計画の認定を受けた

場合にあっては別途協議するものとする。 

 

 ④ 大量自動車交通が発生する物品販売店舗等集客施設及び大型車両通

行が発生する倉庫等の開発行為の場合は，現況の自動車及び歩行者等

の交通量，並びに当該開発行為に伴う発生集中交通量を踏まえ，道路の

設計を行うものとする。 
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 ⑤ 歩車道の分離（政令第２５条第５号，省令第２４条第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 開発区域内の幅員９．０メートル以上の道路は,歩車道を分離する

ものとし,歩道の形式は原則としてセミフラット形式とすること。な

お，詳細については，道路管理者と協議すること。 

(2) 開発区域内の幅員９．０メートル以上道路が，建築基準法第４２

条第１項第２号の道路（道路管理者以外の者が管理する道路）を幅

員に含む場合についても，セミフラット形式又はこれに類する構造

物で歩車道が分離されている構造とすること。 

 

 ⑥ 道路の構造（省令第２４条第１号，第３号） 

  ア 道路の舗装 

(ｱ) 道路の舗装は,アスファルト舗装を標準とし下層路盤（切込砕石

４０～０，厚さ２００ｍｍ）,上層路盤（粒度調整砕石３０～０，

厚さ１５０ｍｍ），基層（アスファルト粗粒厚さ５０ｍｍ），表

層（アスファルト密粒厚さ５０ｍｍ）を施すものとする｡また，路

床，路盤は沈下のないように十分に転圧しなければならない。な

お,アスファルト舗装及び下層路盤（切込砕石４０～０），上層路

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 

【省令】 

（道路に関する技術的細目） 

第二十四条 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げ 

 るものとする。 

 一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値 

  の横断勾配が附されていること。 

 二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられて 

  いること。 

 三 道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認 

  められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。 

 四 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安 

  全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。 

 五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続 

  が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通 

  行上支障がない場合は、この限りでない。 

 六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりか 

  どは、適当な長さで街角が切り取られていること。 

 七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。 



２１ 

 

盤（粒度調整砕石４０～０）について，再生材の使用を認める｡路

床は設計ＣＢＲ３以上を前提とする。 

(ｲ) なお，著しい盛土（路盤直下で盛土厚さ１ｍ以上），軟弱地盤

等十分な路床の支持力が得られない恐れのある場所に新設道路を

設置する場合は，現場ＣＢＲ試験を実施しＣＢＲ値３未満の路床

については路床改良を行うこと。この場合，詳細については道路

管理者と協議を行うこと。 

(ｳ) 舗装の色は，黒色とする。ただし，２０ｈａ以上の開発行為に

あっては，舗装構成（カラー舗装等）について協議により定める

ものとする。 

(ｴ) 既存道路の改修又は拡幅の場合は，原則として既存道路の舗装

構成とするものとし，別途道路管理者と協議すること。 

イ 横断勾配 

    路面の横断勾配は,片勾配を除きセンター振り分け２％を標準と

する｡  

    転回広場の形状をラウンド型とする場合は，転回広場内は全て横

断勾配として取り扱うものとする。（広場中心から２％を標準とす

る。） 

  ウ 縦断勾配 

路面の縦断勾配は,９％以下とする｡ただし，小区間でやむを得ず

９％を超える場合は,別途道路管理者及び公安委員会と協議するも

のとする｡なお，６％以上となる場合は，滑り止め舗装，９％を超え

る場合はコンクリート舗装とし，滑り止め加工を施すこと｡また，縦

断勾配の変化点には，車両交通の円滑を図るため，柏市道構造基準

条例に基づき規定の縦断曲線（V.C.L）を設けるものとする｡ 

※滑り止め舗装については工法は問わないが以下の使い分けを推奨する 

 新設道路：アスファルト系（骨材を変えて舗装する方法，密粒度ギャップな

ど） 

 既存道路：樹脂系（路面に樹脂を接着させる方法,薄層舗装など）  

  

 ⑦ 道路排水施設（省令第２４条第２号）  

ア 道路側溝 

道路には，雨水等を有効に排出するため，流末を調査及び整備し,

次のとおり排水施設を設けること｡ 

(ｱ) 側溝は,落蓋式Ｕ字溝(２４０×２４０mm 以上)とし，蓋につい

ては６㍍につき１枚程度のグレーチング(滑り止め・細目タイプ)

を配置すること｡なお，Ｌ型Ｕ字溝の使用は，幅員１２ｍ以上の幹

線道路に限るものとする。(既設Ｌ型Ｕ字溝の改修は除く。) 
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  また，雨水管を布設する場合は，排水勾配は０.５％以上のＬ字

溝（２５０㎜以上）とすることができる。この場合，車輌の出入

り口部分は,切下げ用を使用すること｡ 

(ｲ) 側溝布設部分で車輌の出入口となる部分には横断側溝を使用す

ること｡横断側溝は三点支持式の工場加工品(二次製品)で,蓋は細

目タイプ，または，鋳鉄製金属蓋＋アスファルト固定のものとす

ること｡また,雨水の流入が少ない場合は，ボックス型ヒューム管

とすることができる｡ 

イ 集水桝 

    集水桝は,側溝の屈折部，断面の変化する部分及び横断側溝の両側

並びに流末排水施設への接続部には必ず設置すること｡集水桝は,内

法４００×４００mm 以上の角型とすること｡ 

    また，蓋はグレーチング（片ヒンジ付滑り止め・細目タイプ）を使

用し道路側に開閉するものとする。なお，取り付け管を接続する場

合，管径は,２００㎜以上とし，集水桝の深さは８００㎜を標準とす

る。 

 

 ⑧ 道路の交差（省令第２４条第６号） 

道路の交差は,直角又は直角に近い角度で交差するものとし，同一平

面では原則として４以下の交差とすること。また，国道，県道,都市計

画道路等の幹線道路との交差は少なくなるよう考慮すること｡なお，詳

細については,道路管理者及び公安委員会と協議するものとする｡ 

 

 ⑨ 道路の隅切り（省令第２４条第６号） 

   道路が同一平面で交差及び屈折する部分には，隅切りを設けること｡

隅切りは，両側を原則とし,隅切り長さ３メートル以上（周辺状況等に

より片側隅切りとなる場合は長さ５メートル以上）かつ，開発区域内の

予定建築物の用途に対応した車輌の軌跡を満足する大きさとすること｡

また，交差角が鋭角となる場合においては，車輌の軌跡を満足する大き

さとすること。なお，詳細については，道路管理者及び公安委員会と協

議するものとする｡ 

 

 ⑩ 袋路状道路（省令第２４条第５号） 

     袋路状道路には，「この先行止り
．．．

」の路面標示を設置すること。なお，

詳細については，道路管理者（施設管理者のある場合はその管理者）と

協議すること。 

   終端に設ける転回広場の形状は、次のとおりとする。 

ア Ｔ型・Ｌ型の場合 



２３ 

 

(ｱ) 袋路状道路の延長上に対して垂直に接続する奥行き部分は，９．

５ メートルから当該転回広場が接続する道路の幅員を引いた値

以上（最大は５メートル）とすることができる。ただし，Ｌ型の

場合,袋状道路の延長上の奥行き部分は５メートルとすること。 

(ｲ) 幅員は，新たに配置する袋路状道路の幅員と同一とすること 

(ｳ) 袋路状道路の延長上に対して垂直に接続する部分には，３メー

トル以上のすみ切りを設けること。 

イ ラウンド型の場合 

(ｱ) 内接円９メートル（道路中心線と広場の中心がずれる場合の内

接円は１０メートル）とすること。 

(ｲ) 開発区域内の道路（②号ウ，表―３の袋路状道路適用の延長距

離）の終端と円が接し，かつ転回広場の終端と円が接すること。

【下図参照】 

 

■転回広場の形状（(1) 道路⑩関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 電柱等 

   電柱及び電話柱を設置する場合は，道路敷の一部(支線等の用地を除

く。)として用地を確保し，当該用地内に設置すること｡ 

ただし，既存道路の拡幅等において，周辺の状況により当該用地を

確保することが困難と認められる場合又は民地内に電柱を設置する場

合はこの限りでない｡ 

９.５ーＷ㍍
以上

（最大５ｍ）

開発区域内の道路（延長距離）

開発区域内の道路（延長距離）

転回広場
転回広場

幅員
Ｗ㍍

幅員Ｗ㍍

幅員
Ｗ㍍ ５ｍ

幅員Ｗ㍍

９.５ーＷ㍍
以上

（最大５ｍ）

９.５ーＷ㍍
以上

（最大５ｍ）
３ｍ３ｍ３ｍ

３ｍ

ア Ｔ型 ア Ｌ型

９ｍ

開発区域内の道路（延長距離）

１０ｍ

開発区域内の道路（延長距離）

転回広場

転回広場

イ ラウンド型（中心円） イ ラウンド型（偏心円）
※ 道路の線に対して

斜めの線とすること
（概ね４５度）
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  設置用地の大きさは，７００×７００ｍｍを標準とする｡ 

 

 ⑫ 道路保護施設 

道路の隣地が，がけ地，水路である場合等，交通上危険のある個所

には保護路肩等を確保し，防護柵その他適当な防護施設を設けること｡

なお，保護路肩等の用地は道路用地とする｡この場合は，保護路肩等の

用地を除き基準に合致した有効幅員を確保すること。また，防護施設

（擁壁等を含む）の構造，設置位置（擁壁の底版を含む）について道路

管理者と協議すること。 

 

 (2) 公 園   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「公園，緑地又は広場」は，柏市開発行為等許可基準条例第３条第２号に

基づき主として住宅開発にあっては，公園に限定するものとする。 

 また，公園は原則として一箇所とし，公園面積は開発区域の面積の３パー

セント以上（共同住宅等においては６パーセント以上）とする｡ 

 「ただし,開発区域の周辺に相当規模の公園,緑地又は広場が存する場合，

予定建築物の用途が住宅以外のものであり,かつ，その敷地が一である場合

等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案し

て特に必要が無いと認められる場合」とは，次の場合等をいう｡ 

  

 ① 開発区域内のすべての予定建築物の敷地から,直線距離にして２５

０ｍ以内に街区公園の機能を有する面積０.２５ヘクタール以上の都

市公園（都市公園法第２条の２の規定により柏市が公告したものに限

る）が存在する場合。 

ただし，この場合において，予定建築物の敷地と都市公園の間に，

国道，県道，鉄道，河川，崖地，その他利用者の安全な通行を分断す

るものがあってはならない。 

 ② 土地区画整理事業,新住宅市街地開発事業,開発許可等により面的な

整備事業が施行された区域内で,既に当該事業により事業面積の３パ

ーセント以上（共同住宅等においては６パーセント以上）の公園,緑地，

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 六 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域 

  に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられている 

  こと。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等 

  の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並び 

  に予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限 

  りでない。 
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広場の形態がその区域の利用者のため確保されている場合 

 ③ 建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度によ

り発生する公開空地が，実質上公園形態として開発区域の 

  面積の３パーセント以上（共同住宅等においては６パーセント以上）確

保され，将来にわたって担保される場合。 

 ④  予 定 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 以 外 の も の で 「 柏 市 み ど り を 守 り 育   

てる条例」第１１条第１項に規定する緑化計画書等に基づき，開発区域

に緑化施設がその区域の利用者のため確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 柏市開発行為等許可基準条例第３条第３号に規定に基づき公園，緑地，

広場の面積の合計は，開発区域の面積の６パーセント以上とする｡ 

② 大学及び短期大学の設置を目的とした開発行為にあって，開発区域

内に，面積の合計が開発区域の６パーセント以上の公園，緑地，広場

の形態が，その区域の利用者のため確保されている場合は１箇所３０

０平方メートル以上設けることの規定は適用しない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「その利用者の有効な利用が確保されるような位置」とは，街区公園で，

標準面積０．２５ｈａ／誘致距離２５０ｍ，近隣公園で，標準面積２ｈａ／

誘致距離５００ｍを基準として,適正に配置されていることをいう｡ 

 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 七 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところに 

  より、面積が一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の 

  三パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又 

  は広場）が設けられていること。 

【省令】 

（公園等の設置基準） 

第二十一条 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、 

 その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途が住宅以外のもの 

 である場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

 一 公園の面積は、一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面 

  積の三パーセント以上であること。 

 二 開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以 

  上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積 

  が一千平方メートル以上の公園が二箇所以上であること。 
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 「自動車交通量の著しい道路に接する場合は,さく又はへいの設置その他

利用者の安全を確保するための措置」とは，公園が幹線道路,鉄道,河川,水

路等に隣接して設置される場合に，利用者の安全を図る  

ため,柵,フェンス，植樹帯等を設ける措置をいう｡ 

 「形状及び勾配」は，公園施設が有効に機能するようにその形状はまとま

りのある整形とし,原則として公園に供する土地は傾斜地でないこと｡ 

 「雨水等を有効に排出するための適当な施設」とは，「柏市雨水流出抑制

技術基準」に基づく施設をいう｡ 

 

 施設整備基準 

  公園の施設整備の基準に関しては，担当部署の基準による。 

 

 (3) 消防水利 

  

 

 

 

 

 

 ① 設置する消防水利施設は，次のとおりとする｡ 

  ア 防火水槽 

  イ 消火栓 

 

 施設整備基準 

  消防水利の施設整備基準に関しては，担当部署の基準による｡ 

【省令】 

（公園に関する技術的細目） 

第二十五条 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

 一 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。 

 二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安 

  全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 

 三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。 

 四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 …（略）… 

 八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法（昭和二十三年法律第 

  百八十六号）第二十条第一項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置 

  する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。 
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 (4) 排水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第１号に規定する下水」

とは，生活若しくは事業（耕作事業を除く。）に起因し,若しくは付随する

廃水（汚水）または雨水をいう｡なお，排水施設計画は原則として分流式と

する｡ 

 「構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること」

とは，開発区域内の排水施設が政令第２６条並びに省令第２２条,第２６条

に適合した設計とすることをいう｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和三十 

  三年法律第七十九号）第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によ 

  つて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に 

  配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市 

  計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

  イ 当該地域における降水量 

  ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十六条 法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号（法第三十五条 

 の二第四項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予 

  定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるよう 

  に、管渠の勾配及び断面積が定められていること。 

 二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区 

  域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設 

  又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の 

  排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊 

  水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 

 三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。）以 

  外の下水は、原則として、暗渠によつて排出することができるように定められていること。 

【省令】 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第二十二条 令第二十六条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定 

 される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、 

 又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように 

 定めなければならない。 

 二 …(略)… 
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 「有効かつ適切」とは，地形などから考え無理なく排出できるものである

と同時に，接続先の能力が十分あること及び接続先の本来の機能に照らし

て汚水及び雨水を排出することである｡ 

 「一時雨水を貯留する遊水池その他の適切な施設」とは，雨水流出量の増

大に対して，放流先の排水能力が不十分となる場合，調整池等で一時貯留す

る施設をいう｡ 

 

 施設整備基準 

 １ 汚水排水施設の計画に当たっては，柏市下水道計画に基づき設計す

るとともに，計画汚水量を有効に排出できること｡ 

 ２ 汚水は，公共下水道に接続放流することを原則とするが，これができ

ない区域の計画に当たっては，「柏市浄化槽取扱指導要綱」に基づき，

浄化槽施設を設置すること｡ 

 ３ 雨水施設の計画に当たっては，「柏市雨水流出抑制技術基準」に基づ

くものとし，計画雨水量を有効に処理できること｡ 

（排水施設に関する技術的細目） 

第二十六条 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に 

 掲げるものとする。 

 一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

 二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少 

  限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障が 

  ない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を 

  地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

 三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置され 

  ていること。 

 四 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができ 

  るもの（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内 

  法幅が、二十センチメートル以上のもの）であること。 

 五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又 

  はマンホールが設けられていること。 

  イ 管渠の始まる箇所 

  ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所 

   を除く。） 

  ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上 

   適当な場所 

  六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉 

   することができるふたに限る。）が設けられていること。 

  七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さ 

   が十五センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続す 

   る管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。 
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２ その他の基準 

 (1) 給水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 公益施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① ２０ヘクタール以上の開発行為の場合，必要な施設 

  ア 「教育施設」とは，次のとおりとする｡ 

    幼稚園，小学校，中学校 

  イ 「医療施設」とは，次のとおりとする｡ 

    病院，診療所等 

  ウ 「社会福祉施設」とは，次のとおりとする｡ 

    保育所等 

  エ 「行政施設」とは，次のとおりとする｡ 

    消防分署,警察官派出所，市役所出張所等 

  オ 「その他の公益施設」とは，次のとおりとする。 

    社会福祉施設,行政施設,集会施設,清掃施設等 

 ② ２０ヘクタール未満の開発行為にあっても周辺の状況により必要で

あると認められる場合は，集会施設，清掃施設等を整備すること｡ 

  ア ｢集会施設｣の基準は，次のとおりとする｡ 

   共同住宅等の開発にあっては計画戸数が１００戸以上，戸建て住宅

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発 

  行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当 

  該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置される 

  ように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定め 

  られているときは、設計がこれに適合していること。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地 

  域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内 

  において予定される建築物の用途の配分が定められていること。 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十七条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつ 

 ては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益 

 的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置さ 

 れていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限り 

 でない。 



 

 

３０

の開発にあっては計画戸数２００戸以上の場合は，次の表により集会

施設を整備し，又は集会所用地を確保するよう配慮すること｡ 

 建築の目的 種類   面 積 算 定 式（㎡） 

 共同住宅等 集会施設  計画戸数×0.15＋60(床面積) 

 戸建て住宅 集会所用地  計画戸数×0.25＋100 以上 

  イ 「清掃施設」の基準は，次のとおりとする｡ 

開発行為等の規模,開発区域周辺の状況等を勘案し,ごみ収集場を設

置すること。ただし，計画戸数が２０戸未満で，かつ，近接して既設の

施設があり共同利用できる場合は，この限りでない｡ 

また，当該施設の整備基準に関しては担当部署の基準によるものと

する。なお，当該施設の維持管理に関しては，事業者又は利用者が行

うものとする｡ 

 ③ 「周辺の状況により必要がないと認められるとき」とは,誘致距離及

び規模等を考慮して既存の施設が十分利用できる場合をいう｡ 

 

 (3) 宅地の防災措置（擁壁等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、 

  地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定め 

  られていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げ 

  る区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下 

  欄に掲げる基準に適合していること。 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭

和三十六年法律第百九十一号）第十

条第一項の宅地造成等工事規制区域 

開発行為に関する工事 宅地造成及び特定盛土等規制

法第十三条の規定に適合する

ものであること。 

宅地造成及び特定盛土等規制法第二

十六条第一項の特定盛土等規制区域 

開発行為（宅地造成及び特定盛土等規制法第

三十条第一項の政令で定める規模（同法第三

十二条の条例が定められているときは、当該

条例で定める規模）のものに限る。）に関す

る工事 

宅地造成及び特定盛土等規制

法第三十一条の規定に適合す

るものであること。 

…（略）… 

【政令】 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十八条 法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第七号（法第三十五条 

 の二第四項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措 

  置が講ぜられていること。 
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 二 開発行為によつて崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がな 

  い限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。 

 三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地 

  盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（次号にお 

  いて「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 

 四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊 

  又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、 

  かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固 

  めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。 

 五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接す 

  る面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 

 六 開発行為によつて生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁 

  壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。 

 七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあ 

  るときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令 

  で定める排水施設が設置されていること。 

【省令】 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第二十二条 …(略)… 

 ２ 令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切 

  土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定 

  した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 

（がけ面の保護） 

第二十三条 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部 

 分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高 

 さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした 

 土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面に 

 ついては、この限りでない。 

 一 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下 

  のもの 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 六十度 八十度 

風化の著しい岩 四十度 五十度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これ

らに類するもの 三十五度 四十五度 

 二 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を 

  こえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。こ 

  の場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、 

  同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。 

 ２ 前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、 

  下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面 

  の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 

 ３ 第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁 

  壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地 
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※ 適用 

 本号「(3) 宅地の防災措置（擁壁等）」にあっては，法第３３条及びこれ

に基づく規定によるほか，「宅地防災マニュアルの解説」に定められた内

容及び「第Ⅳ編 宅地造成等規制法に関する工事の許可基準」の関連規定

に適合しなければならない。 

 

  において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 

 ４ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モル 

  タルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

（擁壁に関する技術的細目） 

第二十七条 第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによら 

 なければならない。 

 一 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられた 

 ものであること。 

  イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊され 

   ないこと。 

  ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

  ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。 

  ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

 二 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺 

  その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の 

  裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。 

２ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについて 

 は、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百四十二条（同令第七章の八の準 

 用に関する部分を除く。）の規定を準用する。 
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 (4) 制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市においては，法第３３条第８号に規定される災害危険区域等につい

ては，建築基準法第３９条第１項の災害危険区域，土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項の土砂災害特別警

戒区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の

急傾斜地崩壊危険区域が対象（以下，「災害危険区域等」という。）となる。 

  

 ① 「開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認めら

れるとき」とは，次に掲げる場合をいう。 

 ア 法第３３条第８号に規定される災害危険区域等のうち，その指定

が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除され

ることが確実と見込まれる場合 

   この場合，千葉県柏土木事務所へ問い合わせを行い，区域の範囲や

開発予定区域の工事の内容について協議をすること。 

 

 ※ なお，建築基準法第３９条第１項の災害危険区域については，「千葉

県建築基準法施行条例」第３条の２により急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域が自動的に建築

基準法の災害危険区域となるよう定められている。 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発 

  行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止 

  法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等にお 

  ける土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第九条第一項の土砂 

  災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十六条 

  第一項の浸水被害防止区域（次条第八号の二において「災害危険区域等」という。）その他政 

  令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及 

  びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 

【政令】 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

第二十三条の二 法第三十三条第一項第八号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地 

 の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の急傾斜地 

 崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。）とする。 
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 (5) 樹木の保存，表土の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 樹木の保存 

   「集団」とは，１０㎡当たり樹木が１本以上の割合で存ずる場合を目

途とする。 

   「保存の措置」とは，保全の対象となる樹木又は樹林地をそのまま保

存しておくことで，地区内での移植又は植樹をさしているものではな

い｡ 

   保存対象樹木又はその集団の存する土地は少なくとも枝張りの  

垂直投影面積下について切土や盛土は行わないことが必要である｡ 

   「やむを得ないと認められる場合」とは，次のとおりとする｡ 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …(略)… 

 九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を 

  保全するため、開発行為の目的及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域に 

  おける植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるよ 

  うに設計が定められていること。 

【政令】 

（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模） 

第二十三条の三 法第三十三条第一項第九号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域にお 

 ける環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、 

 〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十八条の二 法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第九号（法第三十 

 五条の二第四項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 高さが十メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団 

  については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集 

  団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第三十三条第一項 

  第二号イからニまで（これらの規定を法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。） 

  に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合 

  は、この限りでない。 

 二 高さが一メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面 

  積が千平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分（道路の路面の部分そ 

  の他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。）につ 

  いて表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。 

【省令】 

（樹木の集団の規模） 

第二十三条の二 令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、 

 かつ、面積が三百平方メートルとする。 
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   ア 開発区域の全域にわたって,保存対象樹木が存ずる場合 

    ※  土地利用計画上,公園,緑地等として利用計画が定められ    

ている部分にのみ樹木の保存措置を講じること｡ 

   イ 開発区域内の公共・公益的施設，切土又は盛土，地盤改良若しく

は,擁壁の設置等の計画上,当該樹木を保存することが困難な場合｡ 

 ② 表土の保全 

   公園,緑地等樹木を植栽することとなる土地の表面は,植物の育成に

必要な土壌であること｡ 

   「表土」とは，植物の育成に必要な有機物を含む表層土壌のことをい

う｡ 

   「表土の復元」とは，開発区域内の表土を造成工事中にまとめて保存

し,粗造成が終了する段階で必要な部分を復元することをいう｡ 

   「客土」とは，開発区域外の表土を採取して，その表土を開発区域内

の必要部分に覆うことをいう｡ 

   「土壌の改良」とは，土壌改良剤と肥料を与え,耕起することをいう｡ 

 

 (6) 緩衝緑地 

 

 

 

 

 

 

 「騒音,振動等」とは，開発区域内の予定建築物等から発生するものを指

し,区域外から発生するものを指すものではない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を 

  保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化 

  の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。 

【政令】 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行

為の規模） 

第二十三条の四 法第三十三条第一項第十号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十八条の三 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は 

 建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で 

 開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境 

 界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外に 

 ある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、 

 又は緩衝帯を配置しないことができる。 
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 「騒音，振動等による環境の悪化ををもたらすおそれがある予定建築物

等」とは，工場及び第一種特定工作物をいう｡ 

 「公園,緑地,河川等」とは，開発区域の周辺に存する公園,緑地,河川,池,

沼,植樹された大規模な街路,法面をいう｡ 

 これらについては，その幅員の２分の１を緩衝帯の幅員に参入すること

ができる｡ 

 

 (7) 輸送施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路,鉄道による輸送の便を考慮し,当該開発区域内に駅舎等の鉄道施設

用地及びその他の輸送施設用地の確保等が必要となる｡ 

 なお，４０ｈａ以上の開発行為については,政令第２３条第４号の規定に

より鉄道事業者及び軌道経営者と開発許可申請者とが法第３２条による協

議を行うこととされており，かつ，これらの事案を許可しようとするときは,

許可権者が国土交通大臣と予め協議を行うこととなっているので,これら

の協議内容を参考として判断する｡ 

【省令】 

（緩衝帯の幅員） 

第二十三条の三 令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタ 

 ール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクター 

 ル未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十 

 メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘ 

 クタール以上の場合にあつては二十メートルとする。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の 

  便等からみて支障がないと認められること。 

【政令】 

（輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模） 

第二十四条 法第三十三条第一項第十一号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。 



 

 

３７

 (8) 申請者の資力信用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「資力」があるとは，次に該当する場合をいう｡ 

 ①  工事施行者による工事見積書に対応する資金の裏付けがあるこ  

と｡ 

 ② 所得税(法人税)の滞納をしていないか,支払いが可能な状況  に

あること｡ 

 「信用」についての判断は,過去の開発行為の申請者としての事業実績(過

去に誠実に開発行為を遂行しなかった前歴の有無)等を勘案して行う｡具体

的には，柏市都市計画法開発行為等の規制施行細則第５条第２項各号に規

定する書類等により判断する｡ 

 

 (9) 工事施行者の能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（当該開 

  発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許 

  可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供す 

  るものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当 

  該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出 

  水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模 

  以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な 

  資力及び信用があること。 

【政令】 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模） 

第二十四条の二 法第三十三条第一項第十二号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

 含む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（当該開 

  発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許 

  可を要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供す 

  るものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当 

  該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出 

  水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模 

  以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を 

  完成するために必要な能力があること。 
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 工事施行者の能力の判断は,当該工事の難易度を考慮し,また実績(過去

に誠実に工事を施行しなかった前歴の有無)等を勘案して行う。 

 具体的には，柏市都市計画法開発行為等の規制施行細則第５条第３項各

号に規定する書類等により判断する｡ 

 

 (10) 関係権利者の同意 

 

 

 

 

 

 

 

 「妨げとなる権利を有する者」とは，土地については所有権,永小作権,地

上権,賃借権, 質権，抵当権,先取特権等を有する者のほか，土地が保全処分

の対象となっている場合には,その保全処分をした者を含む｡また，工作物

については,所有権，賃借権,質権,抵当権,先取特権等を有する者のほか，土

地改良施設の管理者が含まれる｡ 

 「相当数の同意」とは，次の全ての条件を満たすことをいう｡ 

 ① 公共施設となる土地について妨げとなる権利を有するものすべての

同意を得ていること｡ 

 ② 当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げと

なる権利を有する者の３分の２以上の同意を得ていること｡ 

 ③ ②の者のうち「土地についての所有権を有するすべての者」及び「借

地権を有するすべての者」のそれぞれ３分の２以上の同意を得ている

こと｡ 

 ④ 『②で「同意した者が所有する土地の地積」と「同意した者が有する

借地権の目的となっている土地」の地積の合計』が『「土地の総地積」

と「借地権の目的となっている土地の総地積」』との合計の３分の２

以上であること｡この場合において，共有の土地又は借地権がある場合

は，共有者の持分の価格に従ってその過半数の同意があることをもっ

て，同意した者が所有する土地又は同意した者が有する借地権の目的

となっている土地とみなす｡ 

【政令】 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない

開発行為の規模） 

第二十四条の三 法第三十三条第一項第十三号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

 含む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）… 

 十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地 

  の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は 

  当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ているこ 

  と。 
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 (11) 敷 地 の 最 低 面 積  

 

 

 

 

 

 

 

 市街化区域における専用住宅の敷地面積の最低限度は１２０㎡とする

（市街化調整区域においては別途基準）。 

 ただし，６ｍ幅未満の旗竿状部分を除いた有効部分で１００㎡以上とす

ること（下図１）。 

 また，区割り等の問題でやむを得ない場合，当該区域の専用住宅敷地全体

面積の１０パーセント以下，もしくは１宅地に限り，最低限度を１００㎡と

することができる（下図２）。ただし，この場合においても，旗竿状部分を

除いた有効部分で１００㎡以上とすること。 

   

  図 １：有 効 面 積 の 考 え 方         図 ２：敷 地 面 積 の 最 低 限 度 の

緩 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）…  

 ４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、 

  政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域 

  内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 
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４ 市街化調整区域の許可基準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特定 

 工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る開発 

 行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が 

 次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をして 

 はならない。 

 一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定 

  める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若し 

  くは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供 

  する目的で行う開発行為 

 二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建 

  築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建 

  築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において 

  建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行 

  為 

 四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定め 

  る建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若 

  しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建 

  築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 

 五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平 

  成五年法律第七十二号）第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画 

  の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係 

  る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的（同項第二号に規定する農 

  林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。）に従つて行 

  う開発行為 

 六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企 

  業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄 

  与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的 

  で行う開発行為 

 七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接 

  な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の 

  効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの 

  建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化 

  区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建 

  築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに 

  適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種 

  特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と 

  同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行う 

  開発行為 
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 九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、 

  又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工 

  作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体 

  的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物 

  （市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち、災害の防止その他 

  の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の 

  区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同 

  じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、 

  開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として 

  都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 

 十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区 

  域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防 

  止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予 

  定建築物等の用途を限り定められたもの 

 十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区 

  域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業 

  務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権 

  以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内 

  に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該 

  土地に関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期間内に行うものに限る。） 

 十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺 

  における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又 

  は著しく不適当と認める開発行為 



 

 

４２

 法第３４条は，市街化調整区域において行う開発行為について，法第

３３条に加えて，その許可基準を定めたものである。 

法第３３条の基準は，市街地の水準の面からの開発許可の基準である

が，本条は，市街化調整区域における開発行為の立地性を規制する面か

ら定められた基準である。したがって，市街化調整区域における開発行

為は，本条各号のいずれかに該当するものでなければ許可が得られない。 

 

本条各号に掲げられている開発行為は， 

 ア スプロール対策上支障のないもの 

  イ  スプロールを容認すべき特別の事情又は必要性があると認め

られるもの        

に つ い て 規 定 し た も の で あ る 。  

  なお，同条各号の規定のうち，第３号については，政令が未制定であ

るので，第３号により許可されるものはない。 

 

※ 本章以降，｢線引き｣とは，市街化調整区域に関する都市計画決定を

いい，また，｢線引きの日｣とは，本市における市街化調整区域に関す

る都市計画決定の日（昭和４５年７月３１日）をいう。 

※ 「属人性を有する」とは，建築主が適格性を有するとして許可等を

受けて建築するもしくはされたことを指す。  

 

※ 道路を新設する開発行為は市街化を促進するおそれがあるため，法

第３４条第１０号の規定又は法第３４条第１２号の規定のうち優良

田園住宅を建設する目的で行う開発行為以外の開発行為においては

不可とする。 
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１ 法第３４条第１号の規定について 

 （周辺市街化調整区域居住者のための店舗等） 

 

 

 

 

 

 

 

  本号の規定は，当該開発区域の周辺の市街化の状況に応じて住民の

利便の用に供するものとして通常存在すると認められる業種に係る

建築物の用に供する目的で行う開発行為を定めたものであり，その運

用は次に掲げるところによる。 

 

Ⅰ 日常生活のために必要な物品の販売をする店舗等について 

(1) 店舗等のサービスの対象範囲について 

   当該店舗等の利用者は，原則として当該開発区域の周辺の市街化

調整区域内に居住している者を対象とするものとする。 

 

(2) 業種について 

 本号に該当する業種は，日常生活に必要な物品の販売，加工，修

理等の業務を営む小売業，修理業又はサービス業で，次の表 4.1 掲

げるものとする。 

 

表 4.1 日常生活に必要な店舗等の業種一覧（日本標準産業分類 R5.7 改定 総務省） 

中分類 細分類 

各種商品小売業(56) コンビニエンスストア（5631）  

 

織物・衣服・身の回

り小売業（57）  

洋品雑貨・小間物小売業（5793）  

飲食料品小売業

（58）  

食料品スーパーマーケット(5811),その他の各種食

料品小売業（5819），野菜小売（5821），果実小売

業（5822），食肉小売業（卵，鶏肉を除く）

（5831），卵・鶏肉小売業（5832），鮮魚小売業

（5841）料理品小売業（5894），酒小売業

（5851），他に分類されない飲食料品小売業

（5899）  

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条  …（略）… 

 一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定 

  める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若し 

  くは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供 

  する目的で行う開発行為  



 

 

４４

機械器具小売業

（59）  

電気機械器具小売業（中古品を除く）（5931），二

輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）

（5914），自転車小売業（5921）  

その他の小売業

（60）  

燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）（6052），

新聞小売業（6063），金物小売業（6021），医薬品

小売業（薬局を除く）（6031），農業用機械器具小

売業（6041），紙・文房具小売業（6064），花・植

木小売業（6092）  

飲食店（76）  食堂・レストラン（専門料理店を除く）（7611），

日本料理店（7621），中華料理店（7623），その他

の専門料理店（7629），そば・うどん店（7631），

すし店（7641），喫茶店（7671），他に分類されな

い飲食店（7699）  

洗濯・理容・美容・

浴場業（78）  

普通洗濯業（7811），理容業（7821），美容業

（7831）  

医療業（83）  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道

整復師の施術所（8351）  

自動車整備業（89）  自動車一般整備業（8911）  

機械等修理業（90）  他に分類されない修理業（9099）  

 なお，各業種は細分類に定義されている品目を総合的に扱う店

舗をいう。 

 

(3) 立地について 

   法規制の主旨に沿って，当該地域における店舗の必要性，立地，  

営業の可能性が満たされるもので，当該開発区域を中心とする半  

径５００メートルの区域内に当該業種を必要とする所定の戸数以

上の戸数が存在すること。 

ア 自動車一般整備業については，原則として開発区域の境界から

１５０メートルの範囲内に居住する全世帯の同意が得られてい

ること。 

イ 半径５００メートルの区域内の戸数の算定にあたっては，法第

３４条旧第１０号イの開発行為に係る区域に含まれる戸数を除

くこと。 

ウ 「所定の戸数」とは，表 4.2 に規定する当該業種の標準的支持

戸数の２分の１の戸数をいう。なお，表 4.2 に所定の戸数は５０

戸単位とし上限を５００戸とする。 

エ  当該店舗等を中心とする半径５００メートルの区域内に市街



 

 

４５

化区域を含むときは，市街化調整区域内の戸数が所定の戸数の２

分の１以上であること。 

オ 戸数の算定にあたっては，原則として柏市行政区域内を優先す

るものとする。なお，集落等の状況によりやむを得ないと認めら

れるときはこの限りではない。 

カ 当該地の周辺地域の住民（少なくとも１００戸以上の住民）か

ら利便上必要であるとして立地要望書が柏市へ提出され市長が

支障なしとした店舗等については，規定する「所定の戸数」を２

分の１とすることができる。 

キ 規定の範囲内に工場，学校，研究所等の事業所がある場合は，

その職員，従業員(パートタイマー等は除く。)４人につき１戸と

みなすことができる。 

 

 

 

表 4.2 標準的支持戸数及び所定の戸数   

                         （単位：戸） 

中分類 細分類 標準的支持戸数 所定の戸数 

各 種 商 品 小 売 業

（56）  

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

（5631）  
８５     ５０  

織物・衣服・身の

回 り 品 小 売 業

（57）  

洋 品 雑 貨 ・ 小 間 物 小 売 業

（5793）  

２０１    １００  

飲 食 料 品 小 売 業

（58）  

食 料 品 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト

（5811）  
８５     ５０  

 そ の 他 の 各 種 食 料 品 小 売 業

(5819) 

 野菜小売業（5821）  
１７７   １００  

 果実小売業（5822）  

 食肉小売業（卵・鶏肉を除く）

（5831）  ２００   １００  

 卵・鶏肉小売業（5831）  

 鮮魚小売業（5841）  ２５６   １００  

 料理品小売業（5894）  ２７５   １００  

 酒小売業（5851）  

３０５   １５０   他 に 分 類 さ れ な い 飲 食 料 品

小売業（5899）  



 

 

４６

中分類 細分類 標準的支持戸数 所定の戸数 

機 械 器 具 小 売 業

（59）  

電気機械器具小売業（中古品

を除く）（5931）  

８３４   ４００  

 二輪自動車小売業（原動機付

自転車を含む）（5914）  １，２１２   ５００  

 自転車小売業（5921）  

そ の 他 の 小 売 業

（60）  

燃料小売業（ガソリンスタン

ドを除く）（6052）  

６７７   ３００  

 新聞小売業（6063）  ９０９   ４５０  

 金物小売業（6021）  １，７３７   ５００  

そ の 他 の 小 売 業

（60）  

医薬品小売業（調剤薬局を除

く）（6032）  
１，０４０   ５００  

 農 業 用 機 械 器 具 小 売 業

（6041）  

４，４４３   ５００  

 紙・文房具小売業（6064）  １，４５２   ５００  

 花・植木小売業（6092）  ―   １００  

飲食店（76）  食堂・レストラン（専門料理

店を除く）（7611）  

  ３１７   １５０  

 日本料理店（7621）  

 中華料理店（7623）  

 その他の専門料理店（ 7629） 

 そば・うどん店（7631）  

 すし店（7641）  

 喫茶店（7671）  

 他 に 分 類 さ れ な い 飲 食 店

（7699）  

洗濯・理容・美容・

浴場業（78）  

普通洗濯業（7811）    ８６５   ４００  

理容業（7821）    ６４０   ３００  

美容業（7831）    ８６８   ４００  

医療業（83）  あんまマッサージ指圧師・は

り師・きゅう師・柔道整復師

の施術所（8351）  

  ４７２   ２００  

自 動 車 整 備 業

（89）  

自動車一般整備業（8911）     ６９３   ３００  

機 械 等 修 理 業

（90）  

他 に 分 類 さ れ な い 修 理 業

（9099）  

１，２１２   ５００  
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(4) 敷地等の規模について 

ア 建築物の敷地面積は５００平方メートル以下（コンビニエンス

ストア及び自動車一般整備業にあっては１，０００平方メートル

以下。）であり，敷地周長の７分の１以上が建築基準法第４２条

第１項に掲げる道路に接していること。ただし，袋路状の道路（Ｐ

型道路を含む）は除く。 

イ  建築物は，業種等利用形態による必要最小限の規模とし，延   

べ面積は，１５０平方メートル以下とする。また建築物は，原   

則として平家建とする。 

  なお，自動車一般整備業については建築物の延床面積は２００

平方メートル以下とする。 

  ただし，道路運送車両法第９４条の２第１項の指定を受けよう

とする事業所については，建築物の延べ床面積を３００平方メー

トル以下とする。 

ウ 建築物の敷地面積は，業種等利用形態による必要最小限の規模

とし，原則，敷地の周囲に境界塀を設置すること。 

 

(5) その他 

  ア  許可事項を厳守し，確実に事業目的に供されるようにするこ   

と。 

  イ  本号に該当するもののうち政令第２２条第６号に該当するも   

のは許可が不要とされているが，この場合にあっても立地敷地   

等の規模等について適切なものとすること。 

  ウ  農林漁業団体事務所，農林漁家生活改善施設等は，本号に該   

当するものとして取り扱う。 

  エ 住居併用店舗については，既存の建築物の増築，又は他の要    

件により建築できる住宅との併用に限られるものであること。 

オ  一定の資格を有することが必要な業種については，その資格   

を取得後申請すること。 

カ  申請者は原則として，当該土地の所有者又は土地を使用する   

権利を有するものであって，予定建築物は自己の業務の用に供す

るものであること。 

キ  申請時に経営が成立することを証する書類（事業計画，収支 

計画，提携企業(取引先)，営業時間，従業員等を記した経営計画

書等）を提出すること。その際，自己資本に関しては、その裏付

けとなる書類（残高証明書等）を提出すること。 

＊必要に応じて申請者と事業概要等に関する面談を行います。  
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Ⅱ 郵便業務施設等について  

  郵便事業株式会社，郵便局株式会社，郵便貯金銀行及び郵便保険会

社が業務の用に供するために設置する施設（郵便事業株式会社が「郵

便の業務」の用に供するために設置する施設を除く。）であって，主

として周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な

施設として認められるものであって，予定建築物は自己の業務の用に

供するものであること。 

 ※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計画部

局等）が当該施設の必要性を認めたものとし，立地場所の妥当性及

び施設規模についても関係部局等と調整が図られたものとする。 

 

Ⅲ  公益上必要な建築物について 

 

 

 

 

 

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用

に供する公益上必要な建築物については，政令で社会福祉施設等，医療

施設及び学校教育法による学校とする旨定めているが，これらの施設つ

いての用途及び許可運用は下記内容による。なお，予定建築物は自己の

業務の用に供するものであること。 

 

(1) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）による社会福祉事業又は

更生保護事業法（平成７年法律第８６号）による更生保護事業の用

に供する施設である建築物のうち次に掲げるすべてに該当するも

の 

※ 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設

又は更生保護事業法第２条第１項に規定する施設であるものと

する。 

※ 定員６０人程度以上の認可保育園については，市街化区域への

立地を誘導するものとし，原則として市街化調整区域への立地を

認めない。 

ア 主として通所系施設であるもの（通所が主体の施設であって補

助的に入所施設を併設するものを含む。）。 

イ 入所系施設《特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム，認知症対

応型老人共同生活支援事業所（グループホーム），その他これら

【政令】 

（主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物） 

第二十九条の五 法第三十四条第一号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる 

 建築物とする。 
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に類する施設》にあっては入所定員２９人以下のもの。   

※ 障害者支援施設(入所系施設)は入所定員に係らず法３４条

第１４号の規定による。 

ウ 申請建築物の用途が，複合的なものにあっては，主目的により

判断すること。 

エ 立地については，Ⅰ(3)の考え方を準用することとし，所定の

戸数は２００戸とする。 

オ 建築物の規模は，建ぺい率５０パーセント，容積率１００パー

セント，高さ１０メートル以内とする。 

※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計画

部局，福祉担当部局等）が当該施設の必要性を認めたものとし，

立地場所の妥当性及び施設規模についても関係部局等と調整が

図られたものとする。  

 

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５及び第２条に規

定する医療施設の用に供する施設である建築物のうち，診療所，助

産所とする。 

※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計画

部局，医療担当部局等）が当該施設の必要性を認めたものとし，

立地場所の妥当性及び施設規模についても関係部局等と調整が

図られたものとする。  

 

(3) 学校教育法第１条に規定する学校の用に供する施設であるもの

のうち次に掲げるもの。 

幼稚園，小学校，中学校，特別支援学校（主に通学する施設）と

する。（特殊支援学校の｢主に通学する施設｣とは，通学が主体の施

設であって補助的に滞在できる部屋等を併設するものを含む。） 

※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計画

部局，文教担当部局等）が当該施設の必要性を認めたものとし，

立地場所の妥当性及び施設規模についても関係部局等と調整が

図られたものとする。 

 

(4) 就学 前の子 ど も に 関する教育， 保育等の総合的な 提供の推進   

に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る   

も の の う ち ， 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 及 び 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど   

も園以外の認定こども園にあっては，幼稚園型認定こども園，保育

所型認定こども園とする。 

※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計   



 

 

５０

画部局，福祉担当部局，文教担当部局等）が当該施設の必要性を

認めたものとし，立地場所の妥当性及び施設規模についても関係

部局等と調整が図られたものとする。 

 

２ 法第３４条第２号の規定について 

 （鉱物資源・観光資源利用施設） 

 

 

 

 

 

   

  本号の規定は，資源の有効な利用という観点から，特別の必要性の 

 ある建築物等の建設の用に供する目的で行う開発行為を定めたもの 

 であり，その運用は次に掲げるところによる。 

 

(1) 鉱物資源の有効な利用上必要な建築物又は第１種特定工作物の

うち，鉱物の採掘，選鉱その他品位の向上処理及びこれと通常密接

不可分な加工並びに地質調査，物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開

発事業の用に供する目的で行う開発行為を定めたもので，次に掲げ

るものを言う。 

ア 日本産業分類Ｄ―鉱業に属する事業 

 ・金属鉱業（貴金属，非鉄金属，鉄属，軽金属，希有金属） 

 ・石炭，亜炭鉱業（石炭，石炭選別） 

 ・原油，天然ガス鉱業（原油，天然ガス(試掘請負業を含む)） 

 ・非鉄金属鉱業（採石，砂，砂利，玉石採取，窯業原料用鉱物，

化学・肥料原料用鉱物，粘土） 

イ  当該市街化調整区域において産出する原料を使用する次の製

造業 

・セメント製造業 

・生コンクリート製造業 

・コンクリート製品製造業 

・粘土かわら製造業 

・砕石製造業及びこれらに類するもの（日本産業分類Ｅ―製造業

―窯業・土石製品製造業のうち該当するもの） 

なお，次に掲げる製造業は本号に該当しない。 

鉄鋼業，非鉄金属製造業，コークス製造業，石油精製業等 

 

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条  …（略）… 

 二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建 

  築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 
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(2) 観光資源の有効な利用上必要な建築物又は第１種特定工作物で   

次に掲げる施設が該当する。なお，観光資源と称するもの自体の建

築は本号に該当しない（ヘルスセンター，遊園地等）。 

ア  当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施

設 

イ 観光価値を維持するため必要な宿泊施設又は休憩施設（民泊，

別荘は除く） 

ウ 柏市観光基本計画に位置付けられた施設として，担当部局がそ

の必要性を認め,関係部局との調整がとれたもの 

※ 「位置付けられた施設」とは，重点分野の取組内容で「具体

的な位置」や「建物用途」が記載されたものをいう。 

  なお，飲食店舗については，本号以外の３４条各号の要件に

よるものとする。 

エ  その他これらに類する施設で，客観的に判断して必要と認め   

られるもの 

※ 許可対象とする施設は，関係部局等（開発担当部局，都市計画

部局，経済産業部局，文化財部局等）が当該施設の必要性を認め

たものとし，立地場所の妥当性及び計画内容について関係部局等

と関連計画（都市計画マスタープラン（立地適正化計画含む），

景観計画，文化財保存活用地域計画等）の調整が図られたものと

する。 

 

(3) その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第 1 種特定工作  

物 

その他の資源としては，水が含まれるので，取水，導水，利水又

は浄化のため必要な施設が本号に該当する。なお，当該水を原料又

は冷却用水等として利用する工場等は，原則として該当しないが，

当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない特別

の必要があると認められるものは，本号に該当するものとする。 

 

３ 法第３４条第４号の規定について 

 （農林漁業用施設） 

 

 

 

 

 

 

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条  …（略）… 

 四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定め 

  る建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若 

  しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建 

  築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 
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  本号の規定は，農林漁業等の生産・加工に必要な建築物等の建設の 

 用に供する目的で行う開発行為を定めたものであり，その運用は次に 

 掲げるところによる。 

(1) 農業，林業若しくは漁業の用に供する建築物 

   市街化調整区域においては，農林漁業に従事している者がその 

  業務の用に供する建築物に係る開発行為は認められており，この 

  うち政令第２０条に規定された建築物は，法第２９条第１項第２ 

  号の規定により開発許可制度の適用除外として取り扱い，政令第 

  ２０条の規定に該当しないものについては，本号前段の規定によ 

  り取り扱う。 

※ 農林漁業に従事している者又は農業法人が行う開発行為に限

られる。  

 

(2) 農林水産物の処理，貯蔵若しくは加工に必要な建築物又は第 1 

  種特定工作物 

   当該市街化調整区域内における農林漁業生産物の処理，貯蔵若 

  しくは加工に必用な建築物等を次に掲げる業種の用に供する目的

で建築するための開発行為は，本号後段の規定に該当する。 

   畜産食料品製造業，水産食料品製造業，野菜缶詰・果実缶詰・ 

  農産保存食料品製造業，動植物油脂製造業，精穀・製粉業，砂糖 

  製造業，配合飼料製造業，製茶業，でん粉製造業，一般製材業 

  （日本標準産業分類Ｂ―素材生産業も含む），倉庫業（農林水産 

  物の貯蔵を目的とするものに限る。） 

なお，「処理，貯蔵」とは，集出荷，選果，保管の意味を含むもの

として取り扱うものとする。 

 

４ 法第３４条第６号の規定について 

 （中小企業の事業の共同化又は集団化のための施設） 

 

 

 

 

 

 

  

  本号の規定は，都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機

構と一体となって助成する中小企業の事業の共同化又は集団化のた

めの開発行為を定めたものであり，これを許可し得るとされているの

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条  …（略）… 

 六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企 

  業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄 

  与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的 

  で行う開発行為 
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は中小企業の振興の重要性を考慮したからであり，また，都道府県の

指導によってスプロールの防止対策上の措置がとられるものと期待

し得ることが背景になっているものである。 

しかしながら，このような開発行為といえども，原則的には市街化

区域で行われるべきものであることから，事前に中小企業担当部局と

十分な調整を図り，真にやむを得ない場合に取扱うものとするよう特

に配慮するものとする。 

 

５  法第３４条第７号の規定について 

 （既存工場関連施設） 

  

 

 

 

 

 

本号の規定は，市街化調整区域に現に立地している工場における事

業と密接な関連を有する事業用建築物等で，これらの事業活動の効率

化を図るため必要と認められるものの用に供する目的で行う開発行

為を定めたものであり，その運用に当たっては次に掲げるところによ

る。 

※ 当該開発行為を市街化調整区域内において行うことの必要性が

あること。  

 

(1) 「密接な関連」について 

本号でいう「密接な関連」とは，資本的なあるいは人的組織的な

関連ではなく，具体的な事業活動に着目しての関連をいうものであ

り，その判断に当たっては，少なくとも次のいずれかに該当するこ

と。 

ア 自己の生産物の原料又は部品の２分の 1 以上を既存の工場（市

街化調整区域内）に依存するものであること。 

イ 自己の生産物の２分の１以上を既存の工場（市街化調整区域内）

に納入するものであること。 

なお，既存の工場における事業と当該密接な関連を有する事 

業の経営主体は同一であると別であるとを問わないものである。 

また，既存の工場の単なる増設（敷地面積の増大を伴うものを

いう）は原則として認められない。 

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十四条  …（略）… 

 七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接 

  な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の 

  効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの 

  建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 
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(2) 「事業活動の効率化」について 

本号にいう「事業活動の効率化」とは，既存事業の質的改善が図

られる場合をいうものであるが，その改善に当たり既存事業の量的

拡大を伴う場合を含むものであること。 

 

(3) その他 

倉庫，事務所等の建築については主たる用途に変更がなく合理的

な理由がある場合に限られるものであること。なお，「合理的な理

由」としては，原料等の保管が特に必要となった場合又は工場の経

営管理上特に必要となった場合等が挙げられるが，具体的には事業

計画等により個々に判断する。  

 

６ 法第３４条第８号の規定について 

（危険物関連施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 政令で定める危険物  

本号の政令で定める危険物は，火薬類取締法第２条第１項の火薬類

で次に掲げるものをいう。  

ア 火薬 

  (ｱ) 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 

  (ｲ) 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 

  (ｳ) その他上記に掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供され 

       る火薬であって経済産業省令で定めるもの（規則第１条の２， 

       過塩素酸塩，酸化鉛又は過酸化バリウム，臭素酸塩，クロム酸      

【政令】 

（危険物等の範囲） 

第二十九条の六 法第三十四条第八号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。次項において同じ。）の政令で定める危険物は、火薬類取締法（昭和二十五年法律第百 

 四十九号）第二条第一項の火薬類とする。 

２ 法第三十四条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第十 

 二条第一項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十四条 …（略）…  

 八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化 

  区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建 

  築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 
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   鉛を主とする火薬） 

イ 爆薬 

  (ｱ) 雷こう，アジ化鉛その他の起爆薬 

  (ｲ) 硝安爆薬，塩素酸カリ爆薬，カーリットその他硝素酸塩，塩

素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 

  (ｳ) ニトログリセリン，ニトログリコール及び爆発の用途に供せ

られるその他の硝酸エステル 

  (ｴ) ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 

  (ｵ) 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン，トリニトロル

エン，ピクリン酸，トリニトロクロルベンゼン，テトリ，トリ

ニトロアニソール，ヘキサニトロジフェニルアミン，トリメチ

レントリニトロアミン，ニトロ基を三以上含むその他のニトロ

化合物及びこれらを主とする爆薬 

  (ｶ) 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 

  (ｷ) その他上記に掲げる爆薬と同時に破壊的爆発の用途に供せ    

られる爆薬であって経済産業省令で定めるもの（規則第１条    

の３，爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする    

爆薬，ジアゾジニトロフェノールを含み，かつ，無水けい酸    

を７５パーセント以上含む爆薬） 

ウ 火工品 

  (ｱ) 工業雷管，電気雷管，銃用雷管及び信号雷管 

  (ｲ) 実包及び空包 

  (ｳ) 信管及び火管 

  (ｴ) 導爆線，導火線及び電気導火線 

  (ｵ) 信号焔管及び信号火せん 

  (ｶ) 煙火その他上記(ｱ)(ｲ)に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工  

   品（経済産業省令で定めるもの（閃絡表示器及び避雷器遮断装 

   置）を除く） 

(2) 市街化区域内において建築すること等が不適当なもの市街化区

域内において建築し，又は建設することが不適当なものは，政令第

２９条の６第２項に規定するとおり，火薬類取締法第１２条に規定

する火薬庫である建築物又は第１種特定工作物をいう。なお，火薬

庫の設置に当たっては，別途知事の許可が必要となる。 
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７ 法第３４条第８号の２の規定について 

 （災害危険区域等に存する建築物等移転等） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 本号の規定は開発不適区域（政令で規定する災害危険区域等及び急傾

斜地崩壊危険区域）に存する建築物等（以下，「従前建築物等」という。）

が従前と同一の用途で市街化調整区域内の開発不適区域外に移転する

場合について，従前建築物等に代わるべき移転後の建築物等（以下「代

替建築物等」という。）に係る開発行為を許可し得ることとしたもので

あり，この運用については，次に掲げるところによる。 

 

(1) 代替建築物等に係る開発行為が従前建築物等と同一の市街化調

整区域内（柏市域の市街化調整区域）であり，次の土地を含まな

いこと。 

 ア 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域   

 イ  地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域 

 ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

 エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項

の急傾斜地崩壊危険区域 

(2) 代替建築物の用途は，従前建築物の用途と同一であること，  

(3) 代替建築物の敷地の規模は，従前建築物の敷地の規模とほぼ同

一の規模であること。 

(4) 代替建築物の規模は，従前建築物とほぼ同一の規模またはこれ

より小さい規模であること。 

(5) 当該８号の２適用の許可時に，法第３７条の建築承認を取得す

ること。また，従前建築物は代替建築物の建築に伴い除却するこ

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十四条 …（略）…  

 八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに 

  適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種 

  特定工作物（いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と  

  同一の用途に供されることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供する目的で行う 

  開発行為 

【政令】 

（市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域） 

第二十九条の七 法第三十四条第八号の二（法第三十五条の二第四項において準用する場合 

 を含む。）の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等（法第三 

 十三条第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。）及び急傾斜地崩壊危険区域とす 

 る。 
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と。（法第７９条の許可の条件とする） 

(6) 申請者と従前建築物等の所有権を有する者が異なる場合，申請

者に対して当該従前建築物等の所有権を有する者の移転に関する

同意書を提出すること。 

(7) 従前の建築物の敷地等が，当該８号の２適用の許可時に売却さ

れていないこと。なお，従前の建築物の敷地等が売却されても，

購入した第三者が当該地で８号の２を適用（同一土地で再度の移

転）することはできない。このことは開発登録簿に登録され閲覧

に供する。 

(8) 申請時に移転計画書を提出すること。なお，申告の内容に変更

が生じた場合にはその理由を添えて直ちに変更内容を申告するこ

と。 

    また，従前建築物の移転が完了したら，速やかに報告すること。 

 

８ 法第３４条第９号の規定について 

（道路管理施設，休憩所，給油所等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本号の規定は，第１号から第８号までに規定するもののほか市街化区

域に立地することが不適当なもの等の開発行為を定めたもので，その具

体的なものは政令第２９条の８第１号及び第２号に規定されているが，

この運用に当たっては，次に掲げるところによる。 

 

 (1) 道路管理施設について 

  「道路管理施設」とは，高速自動車国道又は有料県道等において， 

 その道路の維持修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置  

 するものをいう。 

【政令】 

（市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等） 

第二十九条の八 法第三十四条第九号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含 

 む。）の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。 

 一 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又 

  は給油所等である建築物又は第一種特定工作物 

 二 火薬類取締法第二条第一項の火薬類の製造所である建築物 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十四条 …（略）…  

 九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、 

  又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工 

  作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 
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 (2) 休憩所について 

  「休憩所」とは，いわゆるドライブイン及びコンビニエンススト 

 アであり，自動車の運転者の休憩場所及び便所が設置されている施 

 設をいい，予定建築物は自己の業務の用に供するものであって各々 

 次に掲げるすべての要件に該当すること。 

 ア 「ドライブイン」 

 (ｱ) 国道，県道又は幅員１２メートル以上の市道に敷地周長の７ 

  分の１以上が１箇所で接していること。 

 ※  市道は道路認定済かつ道路幅員が１２メートル以上であ

り，国道又は県道に接続する路線で接続するまでの間は前記

の幅員が確保されていること。 

 (以下，本号の基準にて同じ) 

 (ｲ) 敷地面積はおおむね１，０００平方メートル以上であって車 

  両の出入りが容易であり，かつ，通過車両に支障を与えない形  

  状であること。 

 (ｳ) 敷地面積のおおむね３０パーセント以上が駐車場であるこ 

  と。 

 (ｴ) 建物は原則として平屋建とする。   

 イ  「コンビニエンスストア」 

 (ｱ) 国道，県道又は幅員１２メートル以上の市道に敷地周長の７ 

  分の１以上が１箇所で接していること。 

 (ｲ) 敷地面積はおおむね１０００平方メートル以上であって車 

  両の出入りが容易であり，かつ，通過車両に支障を与えない形  

  状であること。 

 (ｳ) 建築物の延べ面積は２００平方メートル以下（休憩場所及び 

  便所を含む）とし，建物は平屋建とする。 

    ※「おおむね」とは，１０パーセントを限度とする。 

 

 (3) 給油所について 

  「給油所」とは，自動車用液化ガススタンド，電気燃料自動車用 

 スタンド等を含み，予定建築物は自己の業務の用に供するものであ 

 って次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。 

 ア 国道，県道又は幅員１２メートル以上の市道に敷地周長の７分 

  の１以上が１箇所で接していること。 

 イ 敷地面積はおおむね１，０００平方メートル以上であって車両  

  の出入りが容易であり，かつ，通過車両に支障を与えない形状で  

  あること。 

 ウ 建物は平屋建とする。 



 

 

５９

 エ 危険物取り扱いの規制に関する法令等に適合する施設である 

  こと。 

 オ 「給油所」に付随して設けられる施設は，小規模な洗車，自動 

  車の点検，タイヤ・オイル交換等のサービスや道路運送車両の保  

  安基準（昭和２６年７月２８日運輸省令第６７号，平成１５年９ 

  月２６日国土交通省令第９５号）に該当し，道路における危険又 

  は他人に及ぼす迷惑を防止するための応急修理に供するものと 

  する。 

 ※ ｢点検｣｢応急修理｣における作業は道路運送車両法施行規則第 

  ３条に規定する分解整備を伴なうものを除く。（分解整備を伴 

  なう場合は，法第３４条第１号該当） 

  

 (4) 火薬類の製造所 

  政令第２９条の８第２号に規定する火薬類の製造所は，前記６ 

 (1)の火薬類を製造する業を営むものであること。なお，製造所の 

 設置に当たっては，別途経済産業大臣の許可が必要となる。 

 

９  法第３４条第１１号の規定について 

（条例で指定する土地の区域内で行う開発行為） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十四条 …（略）…  

 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体 

  的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物 

  （市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうち、災害の防止その他 

  の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処理市町村の 

  区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同 

  じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、 

  開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として 

  都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 
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本号の規定で柏市の条例で指定している土地の区域はありません。 

 

１０ 法第３４条第１２号の規定について 

 （条例で定める分家住宅，既存集落，専用住宅建替等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本号の規定は，当該開発区域の周辺における市街化を促進するおそれ

がないと認められ，かつ，市街化区域内において行うことが困難又は著

しく不適当と認められる開発行為として政令で定める基準に従い，柏市

の条例で区域，目的又は予定建築物の用途を限り定められたもので，そ

の運用はそれぞれ次に定めるところによる。 

 

【政令】 

（法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準） 

第二十九条の九 法第三十四条第十一号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

 含む。）の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲 

 げる区域を含まないこととする。 

 一 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第三十九条第一項の災害危険区域 

 二 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域 

 三 急傾斜地崩壊危険区域 

 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律 

  第五十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 

 五 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十六条第一項の浸水被 

  害防止区域 

 六 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十五条第一項第四号の浸水想定区域のう 

  ち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項 

  を勘案して、洪水、雨水出水（同法第二条第一項の雨水出水をいう。）又は高潮が発生し 

  た場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が 

  生ずるおそれがあると認められる土地の区域 

 七 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域 

【政令】 

（開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準） 

第二十九条の十 法第三十四条第十二号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

 含む。）の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げ 

 る区域を含まないこととする。 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十四条 …（略）…  

 十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区 

  域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防 

  止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予 

  定建築物等の用途を限り定められたもの 
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(1) 分家住宅を建築する目的で行うもので，次に掲げるすべての事項

に該当するもの 

 ※ 専用住宅以外の住宅等を建築しようとするとき，または本家が

分家住宅の場合は，法第３４条第１４号の適用が必要となる。 

ア 分家する者は，次に掲げるもので分家する合理的な理由がある

こと。  

(ｱ) 農家（農業を営む世帯）から分家をする者 

(ｲ) (ｱ)以外にあっては，市街化調整区域において｢線引き｣前か

ら引き続きその生活の本拠を有している世帯から分家する者。 

※(ｱ)，(ｲ)ともに従前同一世帯構成員として２年以上の同居の事 

実のあること。  

   イ 申請者は，自己の住宅を所有していないこと。また，申請者及 

 び本家たる世帯において，市街化区域内に分家住宅を建築する 

  ことが可能な土地を所有していないこと。 

ウ 申請地は，原則として本家が存する既存の集落又はその周辺の

区域とし，「線引き」前から本家たる世帯が所有若しくは線引き

の日前から本家が所有していた土地を相続により取得した土地

であること。ただし，線引後農業振興地域内の土地の交換分合に

より取得した土地はこの限りではない。 

エ 申請地の敷地面積は，５００平方メートル以下とし建築物の高

さは１０メートル以内で２階建までとすること。 

   なお，申請地において分家を希望する事情（勤務地等），予定

建築物の規模等の適正さ等，必要性を明確にすること。 

オ 上記アについては下記の事項による。  

 「世帯構成員」とは，民法第７２５条に定める親族をいう。  

カ 上記アの「分家する合理的理由」とは，次に掲げるいずれかに

該当すること  

(ｱ) 単身者にあっては，結婚により分家する場合 

(ｲ) 結婚した者が分家する場合(なお，結婚した者には，現在離

婚している者又は配偶者が死亡した者も含む。) 

(ｳ) 継続して同居している単身の二，三男等（成人者であって，

扶養等によらず自らの生計を営む者であること）が，本家たる

世帯の後継者の婚姻等の事情により同居の継続が困難と認め

られる場合。 

キ 上記ウの「交換分合」は農業振興地域の整備に関する法律(昭

和４４年法律第５８号)第１３条の２の規定によるものをいう。 
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(2) 既存集落内の土地における開発行為等で次に掲げるすべての事

項に該当するもの 

 ※ 法第３４条第１４号の適用となる場合があるため，事前に市が

開発審査会事務局と調整することとなる。 

ア 既存集落は，柏市開発行為等許可基準条例第２条第２号で規定

する次の(ｱ)，(ｲ)のいずれかの地域であること。また，連たんの

確認には(ｳ)から(ｸ)の内容を留意すること。 

(ｱ) 半径１５０メートルの範囲内に４０以上の車庫，物置その

他これらに類する附属建築物以外の建築物が連たんしている

地域。 

(ｲ）敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の車庫，物置そ

の他これらに類する附属建築物以外の建築物が連たんしてい

る地域であって，当該建築物の敷地からの距離が５５メート

ルの範囲内であるものあ。 

(ｳ) 現に存する建築物（付属建築物等を伴う場合はこれらを含

む全体の敷地を１戸として数える。）を認めるものであること。 

(ｴ) (ｱ)に掲げる区域の境界部分に存する建築物の敷地に接して

いる敷地及びこれに連続して接している敷地があるときは，

これを戸数に算定して差し支えない。 

(ｵ) 戸数の算定に市街化区域を含むときは，２０戸以上は市街

化調整区域内に存すること。 

(ｶ) 地形・地物により明らかに一体性を欠いていると認められ

る地域は，「建築物が連たんしている地域」に含めない。 

(ｷ) 都市計画法及びその他の法令に違反している建築物は連た

んに算定しない。 

(ｸ) 共同住宅等は１の建築物として算定する(戸数を算定するも

のではない)。 

※  既存集落の内容及び戸数の算定にあたっては，「既存集落 

(建築物が連たんしている地域)に係る留意点」《都市部宅地課

で配布》を参照すること  

イ  申請地に係る土地は，申請者において「線引き」前から所有，

または，「線引き」前から所有していた者から「線引きの日」以

後に相続により取得したものであること。 

  なお，生前贈与された土地の場合は法３４条第１４号を適用

する。 

ウ 自己の居住の用に供する１戸の専用住宅であること。 

エ 建築物の敷地面積は５００平方メートル以下とし,建築物の高

さは１０メートル以内で２階建までとすること。 
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オ 自己の住宅を所有していないこと。ただし，次のいずれかに該

当する場合はこの限りでない。 

(ｱ) 家族構成等から見て現在の住居が過密，狭小であり，現在地

での増築等で対処できない事情がありやむを得ないと認めら

れるもの。 

(ｲ) 現在の住居が被災し，現在地に建替えることが困難等の事

情がありやむを得ないと認められるもの。 

(ｳ) 定年，退職，卒業等の事情がある場合等社会通念に照らして

やむを得ないと認められるもの。 

 

(3) 既存適法建築物の建替を目的とする開発行為 

  既存適法建築物の建替とは，「線引き」前から存する専用住宅又

は，建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定によ

り建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築で次に

掲げるすべての事項に該当するものをいう。なお，専用住宅とは，

柏市開発行為等許可基準条例第２条第８号に定めるものをいう。 

※ 専用住宅以外のものの建替えについては，法第３４条第１４号

の適用が必要となる。  

ア 従前の建築物の敷地の範囲で行われるものであること。 

イ 予定建築物の用途は，自己の居住の用に供する１戸の専用住宅

であること。 

ウ 原則として予定建築物の規模は，用途等を勘案し，従前のもの

と比較して過大でないこと。 

エ 周辺の土地利用の状況等に照らして適切なものであること。 

 なお，従前の建築物の敷地内で行う建築行為で建替後の延面

積が従前の建築物の延面積の１.５倍以内であるものについて

は，許可を要しない。  

オ  「 既 存 適 法 建 築 物 」と は ，申 請 日前 に存 す るも の をい い，   

「 従 前 の 建 築 物 の 敷 地 」 と は ， ｢線 引 き ｣時 点 又 は ｢線 引 き の   

日｣以後，法の規定に基づき許可を得た時点におけるの建築物の

敷地をいう。 

カ 上記ウの主旨は，従前の建築物の延面積の２倍を標準とするが

特にやむを得ない場合にあってはこの限りでない。 

キ 上記エの「適切な」とは，建築物の用途等に照らし，周辺市街

化区域の建築規制から見てふさわしいものをいう。 

ク 既存建築物には，違反建築物を含まない。 

ケ 前記(1)，(2)の規定及びその他属人性を伴う要件により許可を

受けて新築した建築物の建替えは，新築した本人又はその後継者
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たる相続人が居住するものに限られる。（従前に同内容の規定に

より新築したものも同様とする。） 

  

 (4) 宅地開発を目的として造成された区画内の土地における建築行

為等で次に掲げるすべての事項に該当するもの  

ア 「線引き」前に宅地開発が行われた土地で現況が宅地になって

おり，給排水，電気等の施設が整備されているものであること。 

  また，道路位置指定の状況等から見て線引き前に宅地造成が行

われた土地であることが確認できること。 

 ※原則登記地目，固定資産税上も宅地であること。 

 ※「給排水，電気等の施設が整備されているもの」とは敷地内に

施設が整備済みである，あるいはすぐに引き込める状態にあるも

のをいう。 

イ 予定建築物は自己の居住の用に供する１戸の専用住宅とし，高

さ１０ｍ以内で２階建てまでとすること。 

ウ 上記ア，イに該当するもので，災害防止又は土地の利用上の観

点から，住環境を整備することが必要と認められ，かつ，市長が

都市計画上支障がないと認めた場合は，開発行為の許可の対象と

して差し支えない。 

 

(5) 収用対象事業の施行による移転に伴う自己居住の用に供する専

用住宅の建築を目的とした開発行為で，次に掲げるすべての事項に

該当するもの  

ア 収用対象建築物（専用住宅に限る。）が本市の市街化調整区域

に存すること。  

イ 予定建築物の用途は，従前の建築物と同一であること。  

ウ 予定建築物の規模は，原則として従前の建築物の規模と同程度

の規模であること。  

エ 予定建築物の敷地は，原則として従前の建築物の敷地と同程度

の規模であること。  

オ 予定建築物の位置は，周辺の用途及び土地利用の状況等に照ら

して適切なものであること。  

※ 収用対象事業の施行により，市街化調整区域内に存する専用住

宅以外の建築物及び市街化区域に存する建築物を移転し，又は，

除却する必要がある場合等に，当該市街化調整区域内に建築する

ことを目的として行う開発行為は，法第３４条第１４号を適用す

る。  

※ ウ及びエの「同程度」とは１０パーセントを限度とする。  
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(6) 特定既存集落内において，専用住宅の建築を目的として行う開発

行為 

ア 特定既存集落とは，市街化調整区域における次のいずれにも該

当する地域をいう。 

(ｱ) 集落の維持のために特に必要があると認めて市長が指定す

る地域で，次に挙げる大字の地域であること。 

  ・布瀬 

  ・手賀 

  ・片山 

(ｲ) 敷地間の距離が７５ｍの範囲内で４０以上の建築物が連た

んしている地域 

※ 連たんの算定にあたっては，「既存集落 (建築物が連たん

している地域)に係る留意点」《都市部宅地課で配布》に準

ずるものとする。  

イ 開発区域内には，手賀沼に面する斜面林及び原則として，次の

土地を含めないこと。 

(ｱ) 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域 

(ｲ) 地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域 

(ｳ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域 

(ｴ) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第７条第１項の土砂災害警戒区域 

(ｵ) 水防法第１５条第１項第４号の浸水想定区域のうち，洪水，

雨水出水，又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し，又は

浸水し，住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ず

る恐れがあると認められる，想定浸水深が３ｍ以上の土地の

区域 

(ｶ) 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規

定する農用地区域 

※ ただし，前記（ｱ）から（ｵ）について，その指定が解除され

れることが決定している区域又は短期間でのうちに解除され

ることが確実と見込まれる区域など災害の防止その他の事情

を考慮して支障がないと認められる区域は，この限りではな

い。 

ウ 建築物の敷地面積は３００平方メートル以上５００平方メート

ル以下とする。 

エ 建築物の規模は建ぺい率３０パーセント（建築基準法第５３条

第３項第２号の緩和規定の適用は不可とする），容積率５０パー
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セント，高さ１０メートル以内で２階建までとする。 

オ 建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

は２ｍ以上，隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

カ 建築物の各部分の高さは，当該部分から隣地境界線までの真北

方向の水平距離の１．２５倍に５メートルを加えたもの以下とす

る。 

キ 道路境界線及び隣地境界線に面してかき又はさくを設ける場合

には，生垣を原則とする。 

ク 屋根・外壁の色彩や形状などに配慮し，景観法第８条第１項の

規定により本市が定める『景観計画』に定められた色彩の制限に

適合すること 

ケ 敷地内の緑化は２０％以上とする。 

 

(7) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第４条第１項の規定に

基づき，優良田園住宅建設計画の認定を受けた同法第２条に規定す

る優良田園住宅を建設する目的で行う開発行為 

ア  優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその

土地の区域は，手賀地区・片山地区・布瀬地区の３地区とし，原

則として次の土地を含まない土地の区域とする。 

(ｱ) 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域 

(ｲ) 地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域 

(ｳ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域 

(ｴ) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第７条第１項の土砂災害警戒区域 

(ｵ) 水防法第１５条第１項第４号の浸水想定区域のうち，洪水，

雨水出水，又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し，又は

浸水し，住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ず

る恐れがあると認められる，想定浸水深が３ｍ以上の土地の

区域 

(ｶ) 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規

定する農用地区域 

※ ただし，前記（ｱ）から（ｵ）について，その指定が解除され

ることが決定している区域又は短期間でのうちに解除される

ことが確実と見込まれる区域など災害の防止その他の事情を

考慮して支障がないと認められる区域は，この限りではない。 

イ 技術基準等の詳細については，「柏市優良田園住宅の建設の促

進に関する基本方針」を参照すること。 

※ 柏市では，優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成 10 年法律第 41 号)第３条第１項の
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規定に基づく「柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を定めている。また，同法第

４条第１項では「優良田園住宅を建設しようとする者は，その建設に関する計画(以下「優良田園

住宅建設計画」という。)を作成し，これを市町村に提出して，当該優良田園住宅建設計画が適当

である旨の認定を受けることができる。」こととなっており，あらかじめ同認定を取得した計画

については，柏市が定めた上記基本方針に合致していると判断し，許可の対象とした。 

 

(8) 市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができ

ない地域を除く。）から１．１キロメートルの範囲内かつ既存集落

内に存する土地の区域で自己の居住の用に供するための専用住宅

の建築を目的として行う開発行為 

ア 線引きの日前から宅地であった土地の区域であり，かつ下記の

範囲内に存する区域とする。   

(ｱ) 旧柏市（平成１７年３月２７日市町合併以前の柏市）の市 

 街化調整区域のうちの全域（当分の間） 

(ｲ) 旧沼南町（平成１７年３月２７日市町合併以前の沼南町） 

 の市街化調整区域のうち，当該開発区域の全部が市街化区域  

 （工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地 

 域を除く。）から１．１キロメートルの範囲内に存する土地 

 の区域 

   ※上 記 の区 域 については「 指 定 地 域 図 」 《 都 市 部 宅 地 課 に常 備 ： 閲 覧

可 》 を参 照 すること。 

    イ  柏市開発行為等許可基準条例第２条第２号で規定する既存集落 

   の区域内であること。 

 ※ 既存集落の内容及び連たんの算定にあたっては，前述(2) 

  アの記載を準用するとともに，「既存集落(建築物が連たん 

  している地域)に係る留意点」《都市部宅地課で配布》を参 

  照すること  

    ウ 許可申請地は，原則として次の土地を含まないこと。 

(ｱ) 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域 

(ｲ) 地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域 

(ｳ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域 

(ｴ) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第７条第１項の土砂災害警戒区域 

(ｵ) 水防法第１５条第１項第４号の浸水想定区域のうち，洪水，

雨水出水，又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し，又は

浸水し，住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ず

る恐れがあると認められる，想定浸水深が３ｍ以上の土地の

区域 
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(ｶ) 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規

定する農用地区域 

※ ただし，前記(ｱ)から(ｵ)について，その指定が解除されるこ

とが決定している区域又は短期間でのうちに解除されること

が確実と見込まれる区域など災害の防止その他の事情を考慮

して支障がないと認められる区域は，この限りではない。 

エ 建築物の敷地面積 

(ｱ) ２００平方メートル以上。ただし，当該開発区域を２以上の

区画に割らない場合はこの限りではない。 

(ｲ) 建築物の規模 

  建ぺい率５０パーセント，容積率１００パーセント，高さ 10

メートル以内で２階建までとする。 

(ｳ) 建築物の用途 

 自己の居住の用に供する専用住宅のみとする。 

オ 線引きの日前から宅地であることの証明として，次のうちいず

れかを確認すること。 

(ｱ) 線引きの日時点において土地の登記事項証明（全部事項証 

  明書）の地目が既に宅地となっていること。（判断は原因日で 

  なく，「登記の日付」欄の記載による。） 

(ｲ) 固定資産課税台帳記載事項証明，登載証明等を確認し，当該  

  地に線引き前建築物が現存していること又は線引き前から建 

  築物が存していたこと，当該地が現在も宅地課税されているこ 

  とのいずれもが明らかであること。 

(ｳ) 住民票を確認することにより，線引きの日前から現時点に  

  至るまで引き続いて当該地に居住していることが明らかであ  

  ること。その際，線引きの日時点の航空写真や住宅地図等に 

  より当該土地に住宅が存在することを確認すること。 

 

１１ 法第３４条第１３号の規定について 

（都市計画線引き時の既存権の届出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法律】 

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）…  

 十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区 

  域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業 

  務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権 

  以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内 

  に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該 

  土地に関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期間内に行うものに限る。） 
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 本号の規定は，「線引き」により市街化調整区域となった土地につい

ての経過的な措置として定められたもので，次に掲げるものすべてに該

当することが必要である。 

(1) 自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し，又は自己

の業務の用に供する第 1 種特定工作物を建設することを目的とす

るもの 

(2) 「線引き」された際，土地又は土地の利用に関する所有権以外の

権利を有していた者 

(3) 「線引き」された日から６カ月以内に市長に届け出た者 

(4) 「線引き」された日から５年以内に行う開発行為であること。  

  なお，「自己の業務の用に供する建築物」とは，既存の権利者の

届出をした者が「線引き」時において従事する自己の業務の用に供

するもののみをいうものではなく，届出をした者が，将来，当該建

築物を建築するときにおいて従事することとなる業務の用に供す

るものである場合を含むものである。 

ア 自己とみなす範囲 

    本号により取り扱われる事案にあっては，届出者（権利を有す

る者）の配偶者が建築しようとする者となる場合等が予想される

が，次に掲げるものにあっては，それぞれ自己とみなして処理す

るものとする。 

(ｱ) 配偶者 

 土地の権利を有している者（既存の権利の届出者）の配偶者

が当該土地において届出の目的にかかる建築物の建築又は第

１種特定工作物の建設をしようとする者（建築確認申請者）で

ある場合は，建築をしようとする者が既存の権利を有してい

るものとみなし，建築をしようとする者が法第２９条（又は法

第４３条第１項）の許可申請をするものとする。 

 この場合にあっては，当該婚姻関係を証する書類（住民票の

写し等）を許可申請書の添付書類である既存の権利を証する

書類（イの（ｲ））に含めて添付すること。 

(ｲ) 小規模法人の役員 

 小規模の法人であって，当該法人の役員若しくは従業員が

【政令】 

（区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことがで

きる期間） 

第三十条 法第三十四条第十三号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。） 

 の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。 



 

 

７０

同一世帯員若しくは同一親族の構成員により構成されている

もの等で，個人企業と同様とみなされるものについては，当該

法人の業務の用に供する建築物を建築する目的で，当該法人

の役員である個人が権利を有している土地（個人名で既存の

権利の届出）に当該法人が届出の目的にかかる建築物の建築

又は第１種特定工作物の建設をしようとする場合は，当該法

人が既存の権利を有しているものとみなし，（ｱ）と同様当該

法人が許可申請するものとする。 

 また，これらの法人が権利を有する土地(法人名で既存の権

利の届出)に，当該法人の役員である個人が届出にかかる当該

法人の業務の用に供する建築物の建築又は第１種特定工作物

の建設をしようとする（個人が建築確認申請者ならびに許可

申請者）場合は，当該法人と当該法人の役員である個人とを同

一とみなすものとする。 

 なお，これらの場合にあっては，当該法人の実態を判定する

に足る書類を（ｱ）と同様に添付すること。 

イ 権利 

(ｱ) 権利の種類 

本号にいう権利は，土地の所有権及び所有権以外の土地の

利用に関する権利をいい借地権（賃貸借，使用貸借）又は地上

権は該当するが抵当権，先取特権等は該当しない。また，仮登

記，仮契約，売買予約等はここにいう本来の権利ではないこと

から当然該当しない。 

(ｲ) 既存の権利を証する書類 

本号の規定により許可（法第２９条又は法第４３条第１項)

を受けようとする場合には，許可申請者が市街化調整区域に

指定された際(指定の前日まで)に権利を有していたことを証

する書面を許可申請書に添付しなければならないこととされ

ている。（省令第１７条第１項第５号） 

この権利を証する書面は，原則として，申請者（届出者）の

所有権又は地上権等の登記のある土地の登記簿謄本とするが，

農地法第５条の規定による許可を受けた場合若しくは割賦販

売方式により土地を取得した場合（この場合は，申請（届出）

に係る土地が市街化調整区域となる前に当該土地の利用権が

発生しているものに限る。）にあっては，当該許可書の写し，

若しくは当該割賦販売方式による土地の売買契約書の写しを

もって土地の登記簿謄本に代えることとする。 

また，個人間における借地権についても，原則として土地の



 

 

７１

登記簿謄本によることとするが，やむを得ない場合は，土地の

貸借契約書，賃貸料の領収書等によることとなる。 

(ｳ) 農地法第５条の許可等 

開発行為を行うため農地法第５条の規定による許可を受け

なければならない場合にあっては，市街化調整区域に指定さ

れる前に当該許可を受けていなければならない。（農地に関す

る所有権その他の権利の変動の効力は当該許可があってはじ

めて生ずるため） 

しかし，農地法第５条の規定による許可以外の許可等，すな

わち届出の目的にかかる建築物を建築し当該業務を行うため

に，農地法第４条の規定による許可又は旅館業法，食品衛生法

若しくは薬事法等の法令等に基づく許認可等を必要とする場

合にあっては，それらの許認可等は法第２９条（又は法第４３

条第１項）の規定による許可を受けるときまでに，それぞれの

許可等の手続を行っておくこと 

ウ 届出 

本号に該当するものは，その土地が市街化調整区域に指定さ

れた日から６ヵ月以内に，「既存の権利者の届出書（柏市都市計

画法開発行為等の規制施行細則第６条）」により，次の事項（省

令第２８条）を市長に届け出なければならない。 

(ｱ) 届出をしようとする者の職業（法人の場合はその業務の内

容） 

(ｲ) 土地の所在，地番，地目及び地積 

(ｳ) 届出をしようとする者が権利を有していた目的 

(ｴ) 所有権以外の権利を有しているときは，その権利の種類と

内容 

※ 届出書受付時において，その権利の内容を証する書類を提

示すること。 

エ 権利の承継 

本号の届出をした者の地位は，届出者の相続人又は届出をし

た法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人

に限り承継し得るものとする。 

届出をした者の地位とは開発許可を受けることができる権利

のみでなく，引き続き建築もできることをいう。開発許可を受け

完了公告後であっても，本号に該当して許可を受けたものにあ

っては，一般承継人以外の者は建築確認を受けられない。（例外

として自己用住宅若しくは店舗併用住宅に関して法第４５条の

承継の承認） 
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オ 届出書の処理 

(ｱ) 提出部数 

既存の権利者の届出書の提出部数は２部とし，開発許可担

当課に提出するものとする。 

(ｲ) 市における処理 

開発許可担当課においては，提出された届出書に受付印を

押印し１部を「既存の権利者の届出処理簿（下記様式）」によ

り整理の上保管するものとする。なお，受理に当たっては，届

出書の４欄及び５欄の目的および用途が具体的に明記されて

いることを確認するものとする。 

※ 届出書受付時において，その権利の内容を証する書類を提

示すること。 

 

受 付 

番 号 

受  付  

年 月 日  

届  出  者 

氏    名 

   

   

 

カ  そ の 他 

  本 号 の 届 出 に 係 る 土 地 が 宅 地 又 は 開 発 行 為 を 伴 わ な い も

の で あ る 場 合 ， 届 出 を す る と き に お い て 当 該 土 地 を 敷 地 と

す る 建 築 物 又 は 第 １ 種 特 定 工 作 物 が 現 に 存 し て お り ， か つ ，

当 該 建 築 物 又 は 第 １ 種 特 定 工 作 物 が 使 用 さ れ て い て も 本 号

の 届 出 の 対 象 と す る 。 即 ち ， 市 街 化 調 整 区 域 の 決 定 （ 変 更 ）

後 ５ 年 以 内 に 既 存 の 建 築 物 又 は 第 １ 種 特 定 工 作 物 の 建 替 え

（ 用 途 変 更 を 伴 う 場 合 を 含 む ） を 予 定 し て い る 場 合 に は ，

本 号 の 届 出 に よ り 取 扱 う こ と が で き る 。 

  こ の 場 合 に お い て も 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可

が 必 要 と な る 。 な お ， 本 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 新 築 し た

建 築 物 の 建 替 え は ， 新 築 し た 本 人 又 は そ の 後 継 者 た る 相 続

人 が 居 住 す る も の に 限 ら れ る 。 
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１ ２  法 第 ３ ４ 条 第 １ ４ 号 の 規 定 に つ い て （ 法 第 ４ ３ 条 に 基 づ く

令 第 ３ ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ホ の 規 定 も 当 該 規 定 に 準 ず る 。）  

（ 開 発 審 査 会 付 議 案 件 ） 

   

 

 

 

 

 

 

  本 号 の 規 定 は ， 市 街 化 を 促 進 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ ，

か つ ， 市 街 化 区 域 内 に お い て 行 う こ と が 困 難 又 は 著 し く 不 適 当

と 認 め ら れ る 開 発 行 為 等 に つ い て 定 め た も の で ， 本 提 案 基 準 は

本 号 の 運 用 に あ た っ て 開 発 審 査 会 に 付 議 す る と き の 付 議 の 基 準

を 示 し た も の で あ る 。 

  

  ま た ， 平 成 ２ ３ 年 度 に 定 め た 「 市 街 化 調 整 区 域 に お け る 公

益 施 設 の 立 地 方 針 」 に お け る 新 た な 方 針 と し て ， 

 

■基本方針  

 (1) 大規模な施設は「生活圏」又は国県道に接する位置に立地すること  

 (2) 部門別（配置）計画や地区計画がある場合は立地を考慮すること 

 

  を 定 め た の で ， 次 に 挙 げ る 提 案 基 準 の 運 用 に あ た っ て は ，

「 生 活 圏 」 に 立 地 す る こ と を 前 提 と す る 。 ま た ， 原 則 と し て

「 災 害 ハ ザ ー ド エ リ ア 」 は 含 ま な い も の と す る 。 関 係 部 局 等

が 必 要 と 認 め る 既 存 施 設 の 拡 充 の 為 の 開 発 行 為 で あ っ て ， 敷

地 拡 張 を 伴 う 増 改 築 の た め 立 地 の 開 発 行 為 ， 又 は 隣 接 す る 区

域 の 開 発 行 為 で ， 新 規 に 「 生 活 圏 」 に す る よ り も 周 辺 の 市 街

化 を 促 進 す る お そ れ が 少 な い と 市 長 が 認 め た 場 合 に つ い て は

こ の 限 り で な い 。 

  こ の 場 合 の 予 定 建 築 物 の 規 模 は ， 建 ぺ い 率 ５ ０ パ ー セ ン ト ，

容 積 率 １ ０ ０ パ ー セ ン ト ， 高 さ １ ２ メ ー ト ル 以 内 （ 緑 の 基 本

計 画 に お け る 「 骨 格 の 緑 」 の 地 域 に 該 当 す る 場 合 は １ ０ メ ー

ト ル 以 内 ) と す る 。 

※  「 生 活 圏 」 と は ， 道 路 等 の イ ン フ ラ が 整 備 さ れ て お り ，

か つ ， 鉄 道 駅 か ら ５ ０ ０ メ ー ト ル 以 内 あ る い は ， バ ス 停

（ １ ０ 時 台 か ら １ ６ 時 台 の 平 均 が ２ 本 ／ 時 以 上 ） か ら ３ ０

【法律】  

（開発許可の基準） 

第三十三条 …（略）…  

 十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺におけ

る市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と

認める開発行為  
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０ メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 と す る 。 

※  「 災 害 ハ ザ ー ド エ リ ア 」 と は ， 次 に 掲 げ る 土 地 の 区 域 を

い う 。   

①  建 築 基 準 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 の 災 害 危 険 区 域 

②  地 す べ り 等 防 止 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 地 す べ り 防 止 区 域 

③  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進

に 関 す る 法 律 第 ７ 条 第 １ 項 の 土 砂 災 害 警 戒 区 域 

④  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 第 ３ 条

第 １ 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 

⑤  水 防 法 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 浸 水 想 定 区 域 の う ち ，

洪 水 ， 雨 水 出 水 ， 又 は 高 潮 が 発 生 し た 場 合 に は 建 築 物 が

損 壊 し ， 又 は 浸 水 し ， 住 民 そ の 他 の 者 の 生 命 又 は 身 体 に

著 し い 危 害 が 生 ず る 恐 れ が あ る と 認 め ら れ る ， 想 定 浸 水

深 が ３ ｍ 以 上 の 土 地 の 区 域 

 

 ( ｱ ) １ ５ 介 護 老 人 保 健 施 設 

 ( ｲ ) ２ ３ 社 会 福 祉 施 設 等 

   （ 生 活 圏 に つ い て は ， 障 害 者 系 施 設 を 除 く ） 



 

 

７５

柏 市 開 発 審 査 会 提 案 基 準 一 覧 

                （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 改 正 ）

番 号  項        目  区 分  

１ 分家住宅 包 括  

２ 収用対象事業の施行による移転又は除却  

３ 社寺仏閣及び納骨堂  

４ 既存集落内の自己用住宅 包 括  

５ 準公益的施設  

６ 既存適法建築物の増改築等 包括  ※１ 

７ 災害危険区域等に存する建築物の移転  

８ 屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等  

９ 
大規模既存集落(指定既存集落)内の小規模開発等 

(1) 自己用住宅 (2) 分家 (3) 小規模な工場等 
包 括  ※ ２  

10 幹線道路等の沿道等における大規模な流通業務施設  

11 工場、研究所に従事する者の社宅及び寮  

12 学校教育法に基づく大学（短期大学含む）における学生寮  

13 病院の看護師寮  

14 幹線道路の沿道における大型自動車の修理工場  

15 介護老人保健施設  

16 既存適法第一種特定工作物の増改築  

17 線引前から宅地になっている土地における建築行為 包 括  

18 
土地区画整理事業等の施行による既存用途不適格建築物等の

移転 
 

19 住居系地域における既存用途不適格建築物等の移転  

20 病院又は診療所に通院する患者の利便性を目的とした薬局  

21 農産物の直売所のための開発行為等  

22 
使用済自動車の再資源化等に関する法律第２条第 13 項の「解

体業」又は第 14 項の「破砕業」に係る既存の解体作業場等 
 

23 社会福祉施設等  

24 医療施設  

25 学校  

 

【包括承認基準について】 

 区分欄に「包括」と記載のある提案基準は，包括承認の対象とし，当該提

案基準の要件をすべて満たす場合は，開発審査会の議を経たものとして取り

扱う。 

 ※１ 「２ 用途変更を伴う既存適法建築物の増改築等」に限る 

 ※２ 「１ 自己用住宅」及び「２ 分家」に限る 



 

 

７６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１ 分家住宅 市街化調整区域において自己の土地を所

有しつつ継続して生活の本拠を有する農家

世帯に代表される世帯がその世帯の通常の

分化発展の過程で必要とする分家住宅を建

築する目的で行う開発行為等で，次に掲げる

すべての事項に該当するもの。 

(1) 申請者は，次のいずれかに掲げる者で分

家する合理的理由があること。 

 ① 現に農業を営む世帯又は農家から分 

  家住宅として開発許可を受けた世帯（こ 

  れらに関する子孫の世帯を含む。）から 

  分家する者で，かつ，従前同一世帯構成 

  員として同居の事実のある者 

 ② 市街化調整区域に関する都市計画の 

  決定（以下「線引」という。）前から引 

  き続きその生活の本拠を有している世 

  帯又は当該世帯から分家住宅として開 

  発許可を受けた世帯（これらに関する子 

  孫の世帯を含む。）から分家する者で， 

  かつ，従前同一世帯構成員として同居の 

  事実のある者 

(2) 「分家する合理的理由」とは，次のいず

れかに該当すること。 

 ① 単身者にあっては，結婚により分家す 

  る場合 

 ② 結婚した者が分家する場合（なお，結 

  婚したものには，現在離婚している者若 

  しくは配偶者が死亡した者も含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「世帯構成員」

とは，民法第７２５

条に定 める親族を

いう。 



 

 

７７

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１ 分家住宅 (3) 申請者は，自己の住宅を所有していない

こと。また，申請者及び両親において，市

街化区域内に分家住宅等を建築すること

が可能な土地を所有していないこと。 

(4) 許可申請地は，原則として既存の集落又

はその周辺の区域とし，線引前から本家

たる世帯が所有若しくは線引前から本家

が所有していた土地を相続等により取得

していた土地であること（敷地延長部分

を除く。）。 

   ただし線引後，農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３

条の２の規定による農業振興地域内の土

地の交換分合により取得した土地はこの

限りではない。 

(5) 開発区域又は建築物の敷地（以下「予定

建築物の敷地」という。）の面積は５００

平方メートル以下とすること。 

(6) 農家世帯以外の分家住宅の場合の許可

申請地は，原則として農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８

号）第８条第２項第１号に規定する農用

地区域を含まないこと。 

(7) 予定建築物の名称は，「分家住宅」とす 

  ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「既存の集落」

とは，柏市開発行為

等許可 基準条例第

２条第 ２号に規定

する既 存集落及び

同条第 ３号に規定

する特 定既存集落

の区域 をいうもの

であること。 



 

 

７８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２ 収用対象事

業の施行に

よる移転又

は除却 

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）

その他の法令に基づく土地の収用をするこ

とができる事業（以下「収用対象事業」とい

う。）の施行により建築物（以下「収用対象

建築物」という。）が移転又は除却しなけれ

ばならない場合において，これに代わるべき

もので，次に掲げるすべての事項に該当する

もの。ただし，本提案基準は，柏市開発行為

等許可基準条例第５条第５号に該当する場

合は適用しない。 

(1) 収用対象建築物が市街化調整区域に存 

 在すること。ただし，市街化区域に存する 

 もので市街化調整区域に移転する場合に 

 あっては，その合理的理由について，関係 

 部局と調整がとれたものであること。 

(2) 「合理的理由」とは，申請者が宅地とし 

 て使用し得る土地を市街化調整区域内に 

 線引き前から所有しており，敢えて市街化 

 区域に土地を求めさせることの合理性が 

 乏しい場合，又は収用対象事業の事業者 

 （以下「起業者」という。）において適切 

 な土地を斡旋する場合等，真にやむを得な 

 いものであること等をいい，次のすべてに 

 適合するものであること。 

① 市街化区域から市街化調整区域へ移 

 転すべき理由が適切であること。 

② 許可申請地に立地することについて， 

 社会通念上妥当と思われるものである 

 こと。 

③ 当該収用対象事業の公共性，緊急性等 

 から移転による効果が十分認められる 

 こと。 

(3) 予定建築物の用途は，原則として従前の

建築物の用途と同一であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  左 欄 (1)及 び

(7)の「関係部局」と

は，起業者，収用対

象事業担当部局，市

宅地課等をいう。 



 

 

７９

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２ 収用対象事

業の施行に

よる移転又

は除却 

(4) 予定建築物の用途が，土砂災害警  戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（平成１２年法律第５７号）第

１０条第２項に規定する高齢者，障害者，

乳幼児その他の特に防災上の配慮を要す

る者が利用する社会福祉施設，学校及び医

療 施設の場合，又は避難の用に供する 施

設にあっては，許可申請地に原則として次

の土地を含まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

 関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

 壊危険区域 

(5) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，

原則として従前のものと相違しないこ

と。 

(6) 予定建築物の位置については，地域の土

地利用の状況等に照らして適切なもので

あること。 

(7) 予定建築物の敷地の規模は原則として

従前とほぼ同じであること。ただし，関係

部局との調整を踏まえ,起業者において

被収用者の生活再建を確保する上で適切

な土地を斡旋する場合等であって，予定

建築物の敷地が必要最低限の規模であ

り，真にやむを得ない場合はこの限りで

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８０

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２ 収用対象事

業の施行に

よる移転又

は除却 

(8) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号に

規定する農用地区域を含まないこと。 

(9) 収用対象建築物の立地要件によっては，

都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第

４１条第１項の規定に基づく建築物の建ぺ

い率等の制限（以下「都市計画法第４１条制

限」という。）を適切に設定すること。 

(10) 予定建築物の名称は，収用対象建築物

の立地要件に基づき適切に設定するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８１

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社寺仏閣及

び納骨堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該市街化調整区域を中心とした地域社

会における住民の日常の宗教的生活に関連

した施設を対象とし，次に掲げるすべての事

項に該当するもの。 

(1) 少なくとも，線引きの日前から申請地に

存在し，既存の集落等における地域的性

格の強い鎮守，社，庚申堂，地蔵堂等を典

型例とする施設における増改築等である

こと。 

(2) 宗教活動上の施設であって当該市街化

調整区域及びその周辺の地域における信

者の分布等からみて，当該地域に立地す

る合理的事情があること。なお，「宗教活

動上の施設」とは，宗教法人法（昭和２６

年法律第１２６号）第４条第２項に規定

する宗教法人の行う儀式・教化育成のた

めの施設及びこれに付属する社務所・庫

裏をいい，宿泊施設及び休憩施設は原則

として含まない。 

(3) 建築物の規模，平面計画（間取り）等が

用途に照らしてふさわしいものであるこ

と。 

(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(5) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 



 

 

８２

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

３ 社寺仏閣及

び納骨堂 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に  

 関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

 壊危険区域 

(6) 予定建築物の名称は，「○○（宗教施設）」

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８３

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

４ 既存集落内

の自己用住

宅 

 既存集落内において建築することがやむ

を得ないものと認められる自己用住宅で，次

に掲げるすべての事項に該当するもの。 

(1) 既存集落とは，柏市開発行為等許可基準

条例第２条第２号に規定する既存集落で

あること。 

   なお，この区域の境界部分に存する建

築物の敷地に接している敷地，及びこれ

に連続している敷地があるときは，これ

を戸数に算入して差し支えない。 

(2) 戸数の算定に当たっては，車庫・物置・

その他の付属建築物を伴う場合，これら

を含む全体の敷地を一戸として数えるも

のとする（２０戸以上が市街化調整区域

内に存するものであること。）。なお，現に

存する建築物のみを算入すること。 

(3) 許可申請地は，申請者において線引前か

ら所有していたものであること。なお，線

引前から所有していた者から相続（被相

続人からの生前贈与を含む。）によって取

得した土地も含む。 

(4) 予定建築物は，自己の居住の用に供する

一戸の専用住宅であること。 

(5) 予定建築物の敷地の面積は，５００平方

メートル以下とし，予定建築物の規模・構

造等が一戸の専用住宅にふさわしいもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８４

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

４ 既存集落内

の自己用住

宅 

(6) 申請者は，自己の住宅を所有していない

こと。ただし，次のいずれかに該当する場

合は，この限りではない。 

① 現在の住居が家族構成等から過密，狭

小であり，現在地で増築等の対処ができ

ない事情があり，やむを得ないと認めら

れるもの。 

② 現在の住居が被災し，現在地に建替え

ることが困難等の事情があり，やむを得

ないと認められるもの。 

③ 定年，退職，卒業等の事情がある場合

等社会通念に照らし，やむを得ないと認

められるもの。 

(7) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(8) 予定建築物の名称は，「自己用住宅」とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８５

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

５ 準公益的施

設 

 地区集会所その他都市計画法第２９条第

１項第３号に規定する施設に準ずる施設で

ある建築物で，次に掲げるすべての事項に該

当するもの。 

(1) 主として市街化調整区域内居住者を対

象とするものであって社会的，地域的に

公益性が強いと認められる施設（地区集

会所，消防器具庫等）であること。 

     なお，市街化区域内居住者を含めて対象

とするものであっても，市街化区域に土

地を求めることが困難な場合など真にや

むを得ないと認められるものはこの限り

ではない。 

(2) 予定建築物が避難の用に供する施設に

あっては，原則として次の土地を含まな

いこと。 

① 建築基準法第３９条第１項の災害危

険区域 

② 地すべり等防止法第３条第１項の地

すべり防止区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第９条

第１項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第３条第１項の急傾斜地崩

壊危険区域 

(3) 施設の設置，管理及び運営を町内会・自

治会等が行い，適正な管理が行われるも

のであること。 

(4) レジャー的な施設その他これらに類す

る建築物と併用されるものでないこと。 

(5) 施設の必要性，設置計画等について市関 

  係部局との調整が整っているものである 

  こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 左欄(5)の「市

関係部局」とは，施

設担当部局，宅地課

等をいう。 



 

 

８６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

５ 準公益的施

設 

(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域 

 の整備に関する法律第８条第２項第１号 

 に規定する農用地区域を含まないこと。 

(7) 予定建築物の名称は，下記を参考に適切

に設定すること。 

① 「地区集会所（準公益的施設）」 

② 「消防器具庫（準公益的施設）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８７

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

６ 既存適法建

築物の増改

築等 

１ 用途変更を伴わない既存適法建築物の

増改築等で，次に掲げるすべての事項に該

当するもの。 

(1) 予定建築物の敷地は，原則として既存建

築物の敷地とすること。ただし，既存建築

物の敷地が１００平方メートル未満であ

るなど著しく過小であり真にやむを得な

いと認められる場合の専用住宅にあって

は，敷地面積１８０平方メートルを限度

とする。 

(2) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，

原則として既存建築物の延べ面積の２倍

を限度とする。ただし，合理的な事由があ

りやむを得ないと認められる場合にはこ

の限りではない。 

(3) 予定建築物の名称は，既存建築物の立地

要件に基づき適切に設定すること。 

 

２ 用途変更を伴う既存適法建築物の増改

築等で，次に掲げるすべての事項に該当す

るもの。 

(1) 対象建築物 

対象建築物は次に掲げるもので，建築後

１０年以上が経過しているものとする。た

だし，建築後１０年未満であっても，申請

者の死亡，破産など真にやむを得ないと認

められる場合はこの限りではない。 

① 都市計画法第２９条第１項第２号に

規定する農林漁業者の居住用住宅，若し

くは改正前の都市計画法第２９条第１

項第３号に基づき運用した診療所併用

住宅 

（改正：平成１８年５月３１日 施行：平

成１９年１１月３０日） 

② 都市計画法第３４条第１号の規定に

より許可された店舗等併用住宅  

➂ 都市計画法第３４条第１２号の規定 

既 存 建 築 物 の 敷

地内で 行う建築行

為であって，増改築

後の延 べ面積が既

存建築 物の延べ面

積の１．５倍以下で

あるも のについて

は，用途の変更がな

い場合であれば，許

可を要しない。 

自 己 居 住 用 の 専

用住宅 については

原則１ ２号の基準

を適用する。 

 

(1) 「既存建築物」

とは，申請日前に存

するものをいう。 

 

(2) 「既存建築物の

敷地」とは，線引時

点又は 線引後に都

市計画 法の規定に

基づき 許可等を得

た時点 における建

築物の敷地をいう。 

 

※１０年以上が経 

過している場合に 

おいても，居住を継 

続できない合理的 

な理由及び居住実 

態等について確認 

を行う。 



 

 

８８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

６ 既存適法建

築物の増改

築等 

 により許可された分家住宅，自己用住宅 

 及び店舗併用住宅 

④ 都市計画法第３４条第１３号の規定 

 により許可された自己用住宅若しくは 

 店舗併用住宅 

⑤ 都市計画法第３４条第１４号の規定

により許可された分家住宅，自己用住宅

及び店舗併用住宅 

(2) 予定建築物は一戸の自己居住用の専用

住宅とすること。 

(3) 申請人は，現に建築物を所有し居住して

いる者，または現に自らが居住しようと

する者であること。 

(4) 予定建築物の敷地は，原則として既存建

築物の敷地とする。ただし，既存建築物の

敷地が１００平方メートル未満であるな

ど著しく過小であり真にやむを得ないと

認められる場合の専用住宅にあっては，

敷地面積１８０平方メートルを限度とす

る。 

(5) 審査に当たっては，次の資料を参考とす

る。 

① 都市計画法第２９条第１項に基づく

許可書及び同法第３６条第２項に規定

する検査済証，同法第４３条第１項に基

づく許可書並びに都市計画法施行規則

（昭和４４年建設省例題４９号）第６０

条の規定による証明書 

  ② 建築基準法第６条第１項及び同法６条 

  の２第１項に基づく確認済証及び同法 

  第７条第５項に基づく検査済証  

  ③ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第３８０条第１項に規定する固定資産 

  課税台帳による課税証明書 

④ 不動産登記法（明治３２年法律第２４

号）第２条第９号に規定する土地・建物

登記簿謄本 

 



 

 

８９

⑤ その他 

(6) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とす

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９０

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

７ 災害危険区

域等に存す

る建築物の

移転 

 冒頭の①から⑥に掲げる事業又は勧告に

より移転しなければならない建築物（以下

「移転対象建築物」という。）がある場合に

おいて，これに代わるべきもので，次の(1)か

ら (8)に掲げるすべての事項に該当するも

の。 

 ① がけ地近接等危険住宅移転事業とし

て行う移転 

 ② 地すべり等防止法第２４条第１項の

規定による関連事業計画に基づく移転 

 ③ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第９条第３項の勧告に基づ

く移転 

 ④ 建築基準法第１０条第１項の勧告に

基づく移転 

 ⑤ 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第２６

条第１項の勧告に基づく移転 

 ⑥ その他条例，要綱等に基づく①から⑤

までと同等と認められるもの。 

(1)  移転対象建築物が市街化調整区域に存

すること。ただし，市街化区域に存するも

ので市街化調整区域に移転する場合にあ

っては，その合理的理由について，関係部

局と調整がとれたものであること。 

(2)  「合理的理由」とは，申請者が宅地とし

て使用し得る土地を線引き前から所有し

ており，敢えて市街化区域に土地を求め

させることの合理性が乏しい場合，又は

知事等により適切な土地を斡旋する場合

等，真にやむを得ないものであること等

をいい，次のすべてに適合するものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 左欄(1)の「関

係部局」とは，左

欄冒頭の①から⑥

の担当部局，市宅

地課等をいう。 



 

 

９１

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

７ 災害危険区

域等に存す

る建築物の

移転 

 ① 市街化区域から市街化調整区域へ移

転すべき理由が適切であること。 

 ② 許可申請地に立地することについて，

社会通念上妥当と思われるものであるこ

と。 

(3) 予定建築物の用途は，原則として移転対

象建築物の用途と同一であること。 

(4) 予定建築物の敷地の規模は，移転対象建

築物の敷地とほぼ同じであること。 

(5) 予定建築物の規模は，用途等を勘案し，

原則として従前のものと相違しないこ

と。 

(6) 予定建築物の位置については，地域の土

地利用の状況等に照らして適切なもので

あること。 

(7) 予定建築物の名称は，移転対象建築物の

立地要件に基づき適切に設定すること。 

(8) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(9) 許可申請地は，原則として農業振興地域 

 の整備に関する法律第８条第２項第１号 

 に規定する農用地区域を含ままないこと。 

 

 

 

 

 



 

 

９２

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

８ 屋外施設等

の付帯施設

を建築する

目的で行う

建築行為等 

１ キャンプ場等の屋外施設に係る付帯建

築物であって，次に掲げる全ての事項に該

当するもの。 

(1) 屋外施設の管理棟・クラブハウス・バン

ガロー等の施設の規模・内容等は，当該施

設の管理上又は利用上必要と認められる

延べ面積の合計が３００平方メートル以

下とし，原則として平屋建てであること。 

(2) 予定建築物の敷地は，原則として屋外施

設の用地と明確に区分されたものとして，

必要最小限の設定がなされているもので

あること。 

(3) 都市計画法第４１条制限は，建築物の高

さを原則として５メートル以下とするこ

と 

(4) 予定建築物の名称は，「管理棟（屋外施

設）」，「クラブハウス（屋外施設）」，

「バンガロー（屋外施設）」等とすること。 

 

２  １ヘクタール未満の運動・レジャー施設，

墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法

律第２８号）第２条第５項に規定する墓地

(以下「墓園」という。）等の屋外施設に

係る付帯建築物であって，次に掲げるすべ

ての事項に該当するもの。 

(1) 管理棟は，当該施設の管理上又は利用上

必要最小限のもので，延べ面積１００平方

メートル以下とし，原則として平屋建てで

あること。 

(2) 墓園の管理棟にあっては，既存の墓園の

管理棟を対象とする。ただし，柏市墓地等

の経営の許可等条例の規定による事前協

議を経たものであって，確実に許可される

見込みがあるものはこの限りではない。 

 

 

 

 



 

 

９３

番号 提案基準 基準内用 留意事項 

８ 屋外施設等

の付帯施設

を建築する

目的で行う

建築行為等 

(3) 予定建築物の敷地は，原則として屋外施

設の用地と明確に区分されたものとして，

必要最小限の設定がなされているもので

あること。 

(4) 都市計画法第４１条制限は，建築物の高

さを原則として５メートル以下とするこ

と 

(5) 予定建築物の名称は「管理棟（運動・レ

ジャー施設）」，「管理棟（墓園）」等と

すること。 

 

３ 駐車場及び資材置場に係る付帯建築物

であって，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 

(1) 管理棟は，営業活動又は事業活動を目的

としない防犯管理上必要最小限のもので，

延べ面積３０平方メートル以下とし，原則

として平屋建てであること。 

(2) 原則として既存の駐車場及び資材置場

に係る管理棟を対象とする。 

(3) 予定建築物の敷地は，原則として駐車場

及び資材置場の用地と明確に区分された

ものとして，必要最小限の設定がなされて

いるものであること 

(4) 都市計画法第４１条制限は，建築物の高

さを原則として５メートル以下とするこ

と 

(5) 予定建築物の名称は，「防犯管理棟」と

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「資材置場」とは

資材を堆積，保管し

ている場所を指し，

「資材」とは建築工

事用の土砂，鉄筋，

鉄骨及 び石材など

の材料，単管，枠組

み足場 及び型枠な

どの仮設資材，バッ

クホウ，クレーン，

ホイー ルローダー

及びダ ンプなどの

重機，ランマ―やプ

レート などの建設

機械並 びに投光器

及びカ ラーコーン

などの 保安器具を

いう。 



 

 

９４

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

８ 屋外施設等

の付帯施設

を建築する

目的で行う

建築行為等 

４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第１５条第１項

に規定する産業廃棄物処理施設（最終処分

場を除く。）又は柏市産業廃棄物不適正処

理防止条例（平成１９年条例第５７号）第

２条第３号に規定する小規模産業廃棄物

処理施設に係る管理事務所であって，次に

掲げるすべての事項に該当するもの。 

(1) 管理事務所の延べ面積は，おおむね３０

平方メートル以下とし，原則として平屋建

てであること。 

(2) 既存の適法な産業廃棄物処理施設に係

る管理事務所を対象とする。 

(3) 予定建築物の敷地は，原則として産業廃

棄物処理施設の用地と明確に区分された

ものとして，必要最小限の設定がなされて

いるものであること。 

(4) 都市計画法第４１条制限は，建築物の高

さを原則として５メートル以下とするこ

と。 

(5) 予定建築物の名称は，「管理事務所（産

業廃棄物処理施設）」とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９５

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

９ 大規模既存

集落（指定

既存集落）

内の小規模

開発等 

１ 自己用住宅について 

 線引前から現在に至るまで引き続いて指

定既存集落に生活の本拠を有する者が自己

用住宅を建築する目的で行う開発行為等で，

次に掲げるすべての事項に該当するもの。 

 なお，「生活の本拠を有する者」とは，少

なくとも１０年以上継続して居住していた

事実が確認できる者をいう。ただし，収用対

象事業の移転又は災害危険区域からの移転

等により当該指定既存集落内に生活の本拠

を有することとなった者については，１０年

以上の継続居住の要件は適用しない。また，

転勤等社会通念上やむを得ない理由により

継続期間が中断した場合は，中断期間を除い

て継続しているものとみなす。 

(1) 予定建築物は，原則として自己の居住の

用に供する一戸の専用住宅であること。 

(2) 予定建築物の敷地面積は５００平方メ

ートル以下とし，予定建築物の規模・構造

等が一戸の専用住宅にふさわしいもので

あること。 

(3) 申請者は自己の住宅を所有していない

こと。ただし，次のいずれかに該当してい

る場合はこの限りではない。 

 ① 現在の住居が家族構成等から過密，狭 

  小であり，現在地での増築等で対処でき 

  ない事由からやむを得ないと認められ 

  るもの。 

 ② 現在の住居の被災，定年退職，卒業等

の事情があり社会通念に照らしてやむを

得ないと認められるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 対象となる指

定既存集落は，大

規模既存集落指定

区域（別表）のと

おり。    

区域の範囲の確認

については（別

表）の小字表示以

外に指定集落図

（市宅地課に常

備：閲覧可）によ

るものとする。 

 



 

 

９６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

９ 大規模既存

集落（指定

既存集落）

内の小規模

開発等 

(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(5) 予定建築物の名称は，「自己用住宅」と

すること。 

 

２ 分家住宅について 

線引前から現在に至るまで引き続いて指

定既存集落に生活の本拠を有する世帯の通

常の分化発展の過程で必要とする分家住宅

を建築する目的で行う開発行為等で，次に掲

げるすべての事項に該当するもの。 

 なお，「生活の本拠を有する世帯」とは，

少なくとも１０年以上継続して居住してい

た事実が確認できる世帯をいう。ただし，収

用対象事業の移転又は災害危険区域からの

移転等により当該指定既存集落内に生活の

本拠を有することとなった世帯については，

１０年以上の継続居住の要件は適用しない。

また，転勤等社会通念上やむを得ない理由に

より継続期間が中断した場合は，中断期間を

除いて継続しているものとみなす。 

(1) 申請者は従前同一世帯構成員として２

年以上の同居の事実がある者で，分家する

合理的な理由があること。 

(2) 「分家する合理的理由」とは，次のいず

れかに該当すること。 

① 単身者にあっては，結婚により分家

する場合 

② 結婚した者が，独立した世帯を構成

しようとして分家する場合（結婚した

者には，現在離婚している者若しくは

配偶者が死亡した者も含む。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「世帯構成

員」とは，民法第

７２５条に規定す

る親族をいう。 

 



 

 

９７

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

９ 大規模既存

集落（指定

既存集落）

内の小規模

開発等 

(3) 申請者及び従前の世帯において，市街化 

 区域内に分家住宅を建築することが可能 

 な土地を所有していないこと。 

(4) 申請者は自己の住宅を所有していない

こと。 

(5) 予定建築物の敷地の面積は５００平方

メートル以下であること。 

(6) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(7) 予定建築物の名称は，「分家住宅」とす

ること。 

 

３ 小規模な工場等について 

 線引前から現在に至るまで引き続いて指

定既存集落に生活の本拠を有する者が小規

模な工場等を建設する目的で行う開発行為

等で，次に掲げるすべてに該当するもの。 

 なお，「生活の本拠を有する者」とは，少

なくとも１０年以上継続して居住していた

事実が確認できる者をいう。ただし，収用対

象事業の移転又は災害危険区域からの移転

等により当該指定既存集落内に生活の本拠

を有することとなった者については，１０年

以上の継続居住の要件は適用しない。 

また，転勤等社会通念上やむを得ない理由

により継続期間が中断した場合は，中断期間

を除いて継続しているものとみなす。 

(1) 「工場等」の「等」とは事務所，店舗， 

 運動レジャー施設をいうものであること。 

  ただし，店舗については風俗営業等の規 

 制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 

 ２３年法律第１２２号）第２条第１項各号 

 及び第 6 項各号に規定する店舗は除く。 

 

 

 

 



 

 

９８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

９ 大規模既存

集落（指定

既存集落）

内の小規模

開発等 

(2) 予定建築物は，許可申請地の周辺の土地 

 利用と調和のとれた自己の業務の用に供 

 する建築物であること。 

(3) 予定建築物の敷地の面積は１，０００平

方メートル以下であること。ただし，予定

建築物が店舗の場合にあっては，延べ面

積を５００平方メートル以下とするこ

と。 

(4) 予定建築物がその経営形態，運営管理上

等自己の生計を維持するため必要である

とする合理的理由があること。 

(5) 「合理的理由」とは，定年退職等の事情

により，社会通念に照らし，新規に事業を

営むことが，やむを得ないと認められる

ものをいう。なお，市街化区域等に現に工

場等を有していないこと。 

(6) 許可申請地は，原則として，次の土地を

含まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

 関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

 壊危険区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「許可申請地

の周辺の土地利用

と調和」とは，許

可申請地の境界か

ら１５０メートル

の範囲内に居住す

る世帯の３分の２

以上の同意が得ら

れることをいう。 

 



 

 

９９

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

９ 大規模既存

集落（指定

既存集落）

内の小規模

開発等 

(7) 許可申請地は，原則として農業振興地域 

 の整備に関する法律第８条第２項第１号 

 に規定する農用地区域を含ままないこと。 

(8) 予定建築物の用途が店舗の場合の都市

計画法第４１条制限は次のとおりとする

こと。基準内容(3)に規定する延べ面積を

予定建築物の敷地で除して得た値を用い

て，容積率を設定すること。 

(9) 予定建築物の名称は，「自己用小規模店

舗（○○）」，「自己用小規模工場（○○）」

等とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１００

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１０ 幹線道路等

の沿道等に

おける大規

模な流通業

務施設 

 国・県道並びに高速自動車国道のインター

チェンジの周辺における①から③に掲げる

大規模な流通業務施設に係る開発行為等で，

関係部局と調整がとれたものであって，次の

(1)から(8)に掲げるすべての事項に該当す

るもの。 

 ただし，貨物自動車運送事業法に基づく施

設のうち，休憩，睡眠等のための施設及び点

検施設等を単体で建築しようとする場合は，

当提案基準の対象とはならない。 

① 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

８３号）第２条第２項による一般貨物自動

車運送事業の用に供される施設であって

地方運輸局長が許可することが確実なも

ので自己の業務用。 

② 倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）

第２条第２項に規定する倉庫業の用に供

する同条第１項に規定する倉庫であって

地方運輸局長の登録を受けることが確実

なもので自己の業務用。 

③ 物資の流通の効率化に関する法律（平成

１７年法律第８５号）第７条第２項に規定

する認定総合効率化計画に記載された同

法第４条第３号に規定する特定流通業務

施設に該当するものであって，貨物自動車

運送事業法第２条第２項に規定する一般

貨物自動車運送事業（同条第６項の特別積

合せ貨物運送に係るものを除く。）の用に

供する施設又は倉庫業法第２条第２項に

規定する倉庫業の用に供する同条第１項

に規定する倉庫で 認定事業者 

（共同で認定を受ける場合は，少なくともそ

の一の者）が設置する施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「関係局部」 

とは，道路管理部

局，市都市計画部

局，市宅地課等を

いう。 

(2) 「調整がとれ

たもの」とは，立

地場所の選定にあ

たり大型車等によ

る当該道路への交

通上の支障の有無

（道路法（昭和２

７年法律第１８０

号）第４７条第１

項（車両制限），

道路交通法（昭和

３５年法律第１０

５号）第８条（大 

型自動車通行規

制））についてあ

らかじめ道路管理

者等と協議して確

認されたもの等で

あることをいう。 

 また，緑地及び

湿地等の保全の必

要性等についてあ

らかじめ市関係部

局（都市計画部

局，環境部局，公

園部局等）と協議

して確認するこ

と。 



 

 

１０１

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１０ 幹線道路等

の沿道等に

おける大規

模な流通業

務施設 

(1) 大規模な流通業務施設の立地について

は，次に掲げる指定した区域であること。

また，周辺住民と十分な協議が行われた

ものであること。 

ア 上記①及び②に該当する施設にあっ

ては，次のいずれかに該当すること。 

(ｱ) 原則として４車線以上の国・県道

の沿道で指定した区域。 

(ｲ) 高速自動車国道等のインターチェ

ンジの周辺（インターチェンジの

出入り口で一般道と接する地点よ

り半径５００メートルの範囲）の

２車線以上で，原則として幅員９

メートル以上かつ幅員１メートル

以上の歩道が整備された国・県道

等の沿道で指定した区域。 

イ 上記③に該当する施設にあっては，

高速自動車国道のインターチェンジの

出入口で一般道と接する地点より半径

５キロメートル以内の市街化調整区域

の範囲で，２車線以上の原則として幅

員９メートル以上かつ幅員１メートル

以上の歩道が整備された国・県道の沿

道で指定した区域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 大規模な流通

業務施設とは，積

載重量５t 以上の大

型自動車が概ね１

日平均延べ２０回

以上発着する規模

のものであるこ

と。(4) 「認定事

業者」とは，物資

の流通の効率化に

関する法律第６条

第１項に規定する

認定総合効率化事

業者をいう。 

(5) 周辺住民とは

敷地境界からおお

むね１５０メート

ルの範囲内に居住

する者をいう。た

だし，指定した４

車線 

以上の道路がある

場合は当該道路の

反対側は対象とし

ない。また，１５

０メートルの範囲

内に含まれない道

路を開発地の主要

な搬出入路とする

場合であって，か

つ，その道路が８

メートル未満の場

合（国・県道は除

く。）にあっては，

当該道路境界より

おおむね２５メー 



 

 

１０２

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１０ 幹線道路等

の沿道等に

おける大規

模な流通業

務施設 

(2) 予定建築物の敷地の一部は，上記(1)の

指定した区域内にあって区域指定された

路線（以下「指定路線」という。）に接す

ること。なお，地形等によりやむを得ず敷

地が路地状の部分で道路に接する場合

は，路地状部分の延長は２５メートルを

限度とする。なお，交通管理者との協議等

より，やむを得ず車が指定路線以外の道

路から出入りする場合でも，進入路の幅

員は原則として９メートル以上であるこ

と 

(3) 許可申請地は，将来においても住居系の

土地利用がなされないこと。 

(4) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(5) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第 1 号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(6) 車両の出入りは，原則として上記(2)の

指定路線から行うものとし，進入路の幅員

は９メートル以上とすること。 

(7) 駐車場については，従業員分も含め所要

台数が適切に確保されていること。 

 

 

 

トルの範囲内に居

住する者を含め

る。 

 十分な協議とは

原則として関係部

局等並びに周辺住

民への計画内容の

説明と，当事者間

での協議締結をい

う。 

(6) 区域指定され

た路線等 

① 左欄(1)ア(ｱ)

における４車線以

上の国・県道の指

定路線沿道区域。 

・国道６号 

・国道１６号 

② 左欄(1)ア(ｲ)

における高速自動

車国道のインター

チェンジ周辺にお

ける指定区域。 

・常磐自動車道柏

インターチェンジ

（市宅地課に常

備：閲覧可）によ

るものとする。 

③ 左欄(1)イにお

ける国・県道の指

定路線沿道区域。 

・国道１６号 

・主要地方道我孫

子関宿線 

・主要地方道守谷

流山線 



 

 

１０３

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１０ 幹線道路等

の沿道等に

おける大規

模な流通業

務施設 

(8) 都市計画法第４１条制限は，原則として

建ぺい率を６０パーセント以下，容積率

２００パーセント以下，建築物の高さを

２０メートル以下とすること。 

(9) 予定建築物の名称は，下記を参考に適切

に設定すること 

① 「一般貨物自動車運送事業用施設（大

規模）」 

② 「倉庫業の倉庫（大規模）」 

③ 「特定流通業務施設（大規模）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般県道豊四季

停車場高田原線 

 

(7) 「高速自動車

国道」とは，高速

自動車国道法(昭和

３２年法律第７９

号)第４条第１項に

規定する高速自動

車国道をいう 



 

 

１０４

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１１ 工場，研究

所に従事す

る者の社宅

及び寮 

 冒頭の①又は②に掲げる事業所に従事す

る者の社宅及び寮で，次の(1)から(8)に掲げ

るすべての事項に該当するもの。 

① 都市計画法第３４条第１号から同条第

１４号までの規定により許可を受けた開

発行為に係る事業所 

② 線引前から市街化調整区域に存する事

業所 

(1) 当該事業の計画書等により許可申請地

に立地することがやむを得ないと認めら

れること。 

(2) 施設の立地については，原則として当該

事業所の敷地内に設置されるものである

こと 

  ただし，地形等により同一区域内に立地

することができない等やむを得ないと認

められる場合で，かつ隣接地若しくは近接

する既存集落内に設置されるものにあっ

てはこの限りではない。 

(3) 施設の規模については，当該事業所の操

業方式，就業体制，雇用形態等を勘案して

適切であること。 

(4) 管理は事業者が行い，管理人等が設置さ

れ適切に管理運営されること。 

(5) 予定建築物は，原則として共同住宅方式

であること。 

(6) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 

 

(1) 事業所とは，

工場，研究所をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「地形等」に

は，敷地面積及び

敷地形状を含む。 

(3) 「近接する既

存集落」とは，①

及び②の区域から

おおむね５００メ

ートル以内の既存

集落をいい，「既

存集落」には「大

規模既存集落」を

含む。 

 



 

 

１０５

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１１ 工場，研究

所に従事す

る者の社宅

及び寮 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(7) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(8) 都市計画法第４１条制限は，原則として

建ぺい率を５０パーセント以下，容積率

１００パーセント以下とすること。 

(9) 予定建築物の名称は，「社宅」，「寮」

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１２ 学校教育法

に基づく大

学（短期大

学を含む。）

における学

生寮 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に

基づく大学（短期大学を含む。）の学生寮で，

次に掲げるすべての事項に該当するもの。 

(1) 許可申請地は，大学の区域内若しくは当

該区域から，原則として５００メートル以

内に存すること。 

(2) 当該大学の学生のための専用寮である

こと。 

(3) 管理人室を設置し常駐させること。 

(4) 寮に係る居室面積は，１人当たり２０平

方メートルを限度とすること。 

(5) 申請者が大学と管理協定を締結するこ

と。 

(6) 予定建築物は，原則として共同住宅方式

であること。 

(7) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(8) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(9) 都市計画法第４１条制限は，原則として

建ぺい率を５０パーセント以下，容積率

１００パーセント以下とすること。 

(10) 予定建築物の名称は，「学生寮」とする

こと。 

 

 



 

 

１０７

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１３ 病院の看護

師寮 

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第

２０３号）第２条，第３条及び第５条に規定

する看護師等が病院において業務に従事す

るために必要不可欠である寮で，次に掲げる

すべての事項に該当するもの。 

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

１条の５に規定する病院が自ら設置する

ものであり，維持管理においても永続的に

当該病院が行うものであること。 

(2) 予定建築物は，当該病院の敷地内に設置

するものであること。 

  ただし，既存の病院が設置しようとする

場合等で，その敷地が過小等の理由により

同一敷地内に設置することが困難である

場合には，当該病院の敷地から原則として

５００メートル以内に許可申請地が存す

ること。 

(3) 予定建築物は原則として共同住宅方式

とし，居室面積は１人当たり２０平方メー

トルを限度とすること。 

(4) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(5) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(6) 都市計画法第４１条制限は，原則として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「過小等」に

は，敷地形状及び

地形を含むものと

する。 

 



 

 

１０８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１３ 病院の看護

師寮 

  建ぺい率を５０パーセント以下，容積率 

 １００パーセント以下とすること。 

(7) 予定建築物の名称は，「看護師寮」とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０９

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１４ 幹線道路の

沿道におけ

る大型自動

車の修理工

場 

広域的な主要幹線道路のうち国道６号，１

６号の沿道に立地する大型自動車の修理工

場で，次に掲げるすべての事項に該当するも

の。 

(1) 工業系の用途地域に適地がない等の理

由により，市街化調整区域への立地がやむ

を得ないと認められるものであること。 

(2) 当該施設が立地することについて，都市

計画の観点から市都市計画部局との調整

が図られたものであること。 

(3) 当該施設は，原則として自動車販売に供

するものは含まないものとする。 

(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が

行われたものであること。 

(5) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(6) 建築基準法施行条例（昭和３６年県条例

第３９号）第５条及び第７条に適合した敷

地であること。 

(7) 予定建築物の名称は，「修理工場（大型 

  自動車）」とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「許可申請地周

辺の住民と十分な

協議が行われたも

の」とは，許可申

請地の境界から２

００メートル（当

該施設が，「自動

車修理工場の立地

に関する建築基準

法第４８条の規定

に基づく許可の運

用について（技術

的助言）」（国土

交通省住宅局市街

地建築課長通達

（平成２４年３月

３１日 国住街第

２５７号））と同

等な対応が図れる

場合は，１５０メ

ートル）の範囲内

で，原則として居

住する全世帯の同

意が得られている

ことをいう。 

 



 

 

１１０

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１５ 介護老人保

健施設 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

８条第２８項に規定する介護老人保健施設

で，施設の設置，運営が柏市介護老人保健施

設人員等基準条例（平成２４年条例第５３

号）に適合したもので，市福祉部局において

開設許可事前協議書の受付が完了し施設の

開設が確実に許可される見込みであるもの

であって，次に掲げるすべての事項に該当す

るもの。なお，介護老人保健施設に併設され

る介護保険法第８条第１項に規定する居宅

サービス事業を行う事業所（介護保険法第４

１条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者の指定を受けられるものが行うもの。）

については当該老人保健施設の一部とみな

して取り扱うものとする。 

(1) 介護老人保健施設の人員，施設及び設備

並びに運営に関する基準（平成１１年３

月３１日付け厚生省令第４０号）第３０

条に規定する協力病院が，近隣に所在す

ること。 

(2) 市の老人保健，都市計画の観点におい

て，市関係部局と調整が図られたもので

あること。 

(3) 予定建築物の敷地は，原則として幅員６

メートル以上の道路と接すること。 

(4) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(5) 都市計画法第４１条制限は，建ぺい率５

０パーセント，容積率１００パーセント

とすること。 

(6) 予定建築物の名称は，「介護老人保健施 

  設」とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「協力病院が

近隣に所在」と

は，原則として総

合病院等，病状急

変等の事態に適切

に対応できるもの

であり，提携協力

の契約を交わして

おり，その位置が

病状急変等の事態

に適切に対応でき

るものであるこ

と。 

(2) 「市関係部

局」とは，保健福

祉部局，都市計画

部局及び宅地課等

をいう。 



 

 

１１１

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１６ 既存適法第

一種特定工

作物の増改

築 

既存適法第一種特定工作物（都市計画法第

４条第１１項に規定する第一種特定工作物）

の増改築で，次に掲げるすべての事項に該当

するもの。 

(1) 原則として既存工作物の敷地内で行う

増改築であること 

(2) 予定工作物は，原則として既存工作物の

規模の２倍以下であること。なお，工作物

の規模については，次の値を参考とする。 

① コンクリートプラントについては，

騒音規制法施行令（昭和４３年政令第

３２４号）別表第一第５号イの混練容

量 

② アスファルトプラントについては，

騒音規制法施行令別表第一第５号ロの

混練重量 

③ 危険物の貯蔵又は処理施設について

は，危険物の数量や処理能力 

(3) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が

行われたものであること。 

(4) 環境対策の観点から支障がないものと

して，市環境部局との調整が図られたもの

であること。 

(5)  開発区域又は工作物の敷地（以下「予定

工作物の敷地」という。）は，幅員６メー

トル以上の国・県道等に接していること。 

(6) 予定工作物の敷地の規模は，環境対策と

しての外周部緑化，駐車場等を考慮し，適

正なものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 予定工作物の

規模が既存工作物

の規模以下の場合

は，都市計画法施

行規則第６０条の

規定による証明書

の交付を受けるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 許可申請地周

辺の住民と十分な

協議が行われたも

の」とは，許可申

請地の境界から２

００メートルの範

囲内で，原則とし

て居住する全世帯

同意が得られてい

ることをいう。 



 

 

１１２

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１７ 線引前から

宅地になっ

ている土地

における建

築行為 

線引前から宅地になっている土地におけ

る建築行為で，次に掲げるすべての事項に該

当するもの。 

(1) 線引前から既に宅地になっている土地

で，給排水・電気等の施設が整備されてい

ること。 

(2) 予定建築物は，自己の居住の用に供する

一戸の専用住宅であること。 

(3) 予定建築物の名称は，「専用住宅」とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１１３

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１８ 土地区画整

理事業等の

施行による

既存用途不

適格建築物

等の移転 

 都市計画法第１２条第１項各号に規定す

る土地区画整理事業等の施行により既存用

途不適格の工場等が，施行地区から市街化調

整区域に移転を余議なくされる場合におけ

る開発行為等で，次に掲げるすべての事項に

該当するもの。 

(1) 土地区画整理事業等の施行による既存

用途不適格建築物等の移転（以下「移転対

象建築物等」という。）で，「２ 収用対

象事業の施行により移転又は除却」と同様

の移転すべき事由及び事業に対する効果

を十分有しており，かつ市街化調整区域へ

の移転事由が適切である等真にやむを得

ないと認められるものであること。 

(2) 「移転事由が適切」とは，申請者が宅地

として使用し得る土地を市街化調整区域

内に従前から所有しており，敢えて市街化

区域に土地を求めさせることの合理性が

乏しい場合，又は土地区画整理事業の事業

者（以下「起業者」という。）において適

切な土地を斡旋する場合等，真にやむを得

ないものであること等をいい，次のすべて

に適合するものであること。 

① 市街化区域から市街化調整区域へ移

転すべき理由が適切であること。 

②  許可申請地に立地することについ

て，社会通念上妥当と思われるもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「既存用途不適

格建築物等」とは，

建築基準法第３条第

２項の規定による既

存の用途地域に適合

しない，主として工

場等の建築物及び都

市計画法第４条第１

１項の規定によるコ

ンクリートプラント

等の第一種特定工作

物をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１１４

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１８ 土地区画整

理事業等の

施行による

既存用途不

適格建築物

等の移転 

③ 当該土地区画整理事業の公共性，緊

急性等から移転による効果が十分認め

られること。 

(3) 予定建築物等は，小規模な工場など自己

の業務用施設であり，許可申請地の周辺に

おける市街化を促進するおそれのないも

のであること。 

(4) 移転対象建築物等の立地については，市

の土地利用計画及び環境対策等の観点等

から支障がないものとして，市関係部局と

の協議が整ったものであること。 

(5) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が

行われたものであること。 

(6) 予定建築物等の敷地の規模は，原則とし

て移転対象建築物等の敷地とほぼ同一で

あること。 

(7) 予定建築物等の敷地は，原則として幅員

６メートル以上の道路に接していること。 

(8) 予定建築物等の用途は，移転対象建築物

等と同一であること。 

(9) 予定建築物等の規模は，原則として移転

対象建築物等とほぼ同一であること。 

(10) 許可申請地は，原則として次の土地を

含まないこと。 

① 建築基準法第３９条第１項の災害危

険区域 

② 地すべり等防止法第３条第１項の地

すべり防止区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第９条

第１項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第３条第１項の急傾斜地崩

壊危険区域 

(11) 許可申請地は，原則として農業振興地

域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域を含まないこと。 

(2) 「小規模」と

は，原則として予

定建築物等の敷地

の面積が１,０００

平方メートル以下

であることをい

う。 

(3) 「市関係部

局」とは都市計画

部局及び環境部局

等をいう。 

(4) 「土地利用計

画及び環境対策の

観点等から支障が

ないもの」とは，

当該事業計画が将

来の計画的な土地

利用，公共施設の

整備等を進める上

で支障がないもの

であること，及び

当該事業計画の内

容が十分な環境対

策がなされてお

り，かつ，許可申

請地の周辺の土地

利用に支障がない

ものであることを

いう。 

(5) 「許可申請地

周辺の住民と十分

な協議」とは，許

可申請地の境界か

ら１５０メートル

（予定建築物等が

第一種特定工作物

の場合は２００メ 



 

 

１１５

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１８ 土地区画整

理事業等の

施行による

既存用途不

適格建築物

等の移転 

(12) 予定建築物の名称は，移転対象建築物

と同一とするなど適切に設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ートル）の範囲内

で，原則として居

住する全世帯の同

意が得られている

ことをいう。 

 

 



 

 

１１６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１９ 住居系地域

における既

存用途不適

格建築物等

の移転 

住居系地域における既存用途不適格建築

物等（以下「移転対象建築物等」という。）

の移転で，次に掲げるすべての事項に該当す

るもの。 

(1) 移転対象地域は，原則として次に掲げる

用途地域とし，当該地域に存する既存用途

不適格建築物等が，許可申請地の周辺の地

域の良好な居住環境の保全といった観点

から本市の要請等に基づき移転するもの

で，移転事由が適切であるなど真にやむを

得ないと認められるものであること。 

①第一種低層住居専用地域 

②第二種低層住居専用地域 

③第一種中高層住居専用地域 

④第二種中高層住居専用地域 

(2) 予定建築物等は，工場，事業所等の自己

の業務用施設であり，許可申請地の周辺に

おける市街化を促進するおそれのないも

のであること。 

(3) 移転対象建築物等の立地については，市

の土地利用計画及び環境対策等の観点か

ら支障がないものとして，市関係部局と協

議が整ったものであること。 

(4) 許可申請地周辺の住民と十分な協議が

行われたものであること。 

(5) 予定建築物等の敷地の規模は，原則とし

て移転対象建築物等の敷地とほぼ同一で

ある 

  こと。 

(6) 予定建築物等の敷地は，原則として幅員

６メートル以上の道路に接していること。 

(7) 予定建築物等の用途は，移転対象建築物

等と同一であること。 

 

 

 

 

(1) 「既存用途不

適格建築物等」と

は，建築基準法第

３条第２項の規定

による既存の用途

地域に適合しな

い，主として工場

等の建築物及び都

市計画法第４条第

１１項の規定によ

るコンクリートプ

ラント等の第一種

特定工作物をい

う。 

(2) 「本市の要請

等に基づき移転す

るもの」にあって

は，市宅地課と事

前協議がなされた

ものであること。 

(3) 「土地利用計

画及び環境対策の

観点等から支障が

ないもの」とは，

当該事業計画が将

来の計画的な土地

利用，公共施設の

整備等を進める上

で支障がないもの

であること，及び

当該事業計画の内

容が十分な環境対

策がなされてお

り，かつ，許可申

請地の周辺の土地

利用に支障がない

ものであることを 



 

 

１１７

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

１９ 住居系地域

における既

存用途不適

格建築物等

の移転 

(8) 予定建築物等の規模は，原則として移転

対象建築物等とほぼ同一であること。 

(9) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(10) 許可申請地は，原則として農業振興地

域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域を含まないこと。 

(11) 予定建築物の名称は，移転対象建築物

等と同一とするなど適切に設定するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。 

(4) 「市関係部

局」とは，都市計

画部局，及び環境

部局等をいう。 

(5) 「許可申請地

周辺の住民と十分

な協議」とは，許

可申請地の境界か

ら１５０メートル

（予定建築物等が

第一種特定工作物

の場合は２００メ

ートル）の範囲内

で，原則として居

住する全世帯の同

意が得られている

ことをいう。 



 

 

１１８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２０ 病院又は診

療所に通院

する患者の

利便性を目

的とした薬

局 

 病院又は診療所に通院する患者の利便性

を目的とした市街化調整区域内に立地する

薬局で，次に掲げるすべての事項に該当する

もの。 

(1) 当該施設が立地する合理的理由がある

こと。 

(2) 許可申請地は，病院又は診療所の敷地境

界から，原則として５０メートルの範囲に

含まれる土地であること。 

(3) 予定建築物の敷地の面積は５００平方

メートル以下であり，敷地周長の７分の１

以上が建築基準法第４２条第１項に掲げ

る道路に接していること。ただし，袋路状

の道路は除く。 

(4) 予定建築物の延べ面積は１５０平方メ

ートル以下とし，原則として平屋建てとす

ること。 

(5) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(6) 許可申請地は，原則として農業振興地

域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域を含まないこと。 

(7) 当該施設が市の医療施策，都市計画等の

観点から，市関係部局との協議が整ったも 

  のであること。 

(8) 都市計画法第４１条制限は，建築物の高 

(1) 「薬局」と

は， 

医薬品，医療機器

等の品質，有効性

及び安全性の確保

等に関する法律

（昭和３５年法律

第１４５号）第２

条第１２項に規定

する薬局であり，

かつ，健康保険法

（大正１１年法律

第７０号）第６３

条第３項第１号に

規定する保険薬局

をいう。 

 

(2) 「当該施設が

立地する合理的理

由」とは，許可申

請地に立地する必

要性及び事業の実

現性等をいう。 

 

(3) 「市関係部

局」とは，医療部

局，都市計画部局

等をいう。 



 

 

１１９

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２０ 病院又は診

療所に通院

する患者の

利便性を目

的とした薬

局 

  さを原則として５メートル以下とするこ

と。 

(9) 予定建築物の名称は，「調剤薬局」とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２０

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２１ 農産物の直

売所のため

の開発行為

等 

農産物の直売所のための開発行為等で，次

に掲げるすべての事項に該当するもの。 

(1) 申請人は次のいずれかとする 

① 市又は市が出資している法人 

② 農業協同組合法（昭和２２年法律第１

３２号）第５条に規定する農業協同組合 

③ ３人以上の農業従事者が構成員であ

る団体 

なお，③にあっては，農業振興を目的と

した国・県・市の補助事業により農産物

直売所を設置しようとする団体で，補

助事業を所管する部局と調整がとれた

団体とする。 

(2) 販売の対象となるものは，当該市街化調

整区域及びその周辺で生産された農産物

及びその加工品であること。なお，「当該

市街化調整区域及びその周辺で生産され

た」の判断については，予定される販売品

目の収穫地及び販売量等を参考とする。 

(3) 予定建築物の敷地は，幅員６メートル以

上の国・県道等に接していること。 

(4) 予定建築物の敷地の面積は５００平方

メートル以上であること。 

(5) 予定建築物の延べ面積は１５０平方メ

ートル以上とし，原則として平屋建である

こと 

(6) 付帯する施設として農家レストランを

含む場合は，農家レストランの延べ面積は

１５０平方メートル以下とし，原則として

平屋建てであること。ここでいう「農家レ

ストラン」とは，農業を営む者が食品衛生

法（昭和２２年法律第２３３号）に基づき，

都道府県知事の許可を得て，不特定の者

に，使用割合の多少にかかわらず自ら生産

した農作物や地域の食材を用いた料理を

提供し，代金を得ているものをいう。 

(7) 市関係部局との協議が整っていること。 

(1) 「農産物の直

売所」とは，当該

市街化調整区域及

びその周辺で生産

された農産物及び

その加工品を市場

に通さずに直接販

売する施設をい

う。なお，それに

付帯する施設を含

むことができる。

(2) 「３人以上の

農業従事者が構成

員である団体」と

は，農地法第２条

第３項に規定する

農業生産法人もし

くは農業協同組合

法第７２条の１６

により設立された

農事組合法人を含

むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「市関係部

局」とは，農業振

興部局及び宅地課

等をいう。 



 

 

１２１

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２１ 農産物の直

売所のため

の開発行為

等 

(8) 申請地は，原則として次の土地を含まな

いこと。 

 ① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１ 

  号）第３９条第１項の災害危険区域 

② 地すべり等防止法(昭和３３年法律第 

 ３０号)第３条第１項の地すべり防止区 

 域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災 

 害防止対策の推進に関する法律第９条 

 第１項の土砂災害特別警戒区域 

 ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩 

  壊危険区域 

(9) 許可申請地は，原則として 農業振興地

域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域を含まないこと。 

(10) 予定建築物の名称は，「農産物直売所」

とすること。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２２

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２２ 使用済自動

車の再資源

化等に関す

る法律（平

成１４年法

律 第 ８ ７

号。以下「自

動車リサイ

クル法」と

いう。）第２

条第１３項

の「解体業」

又は第１４

項の「破砕

業」に係る

既存の解体

作業場等 

(1) 本基準の対象施設は，自動車リサイクル

法の許可制度の施行日（平成１６年７月１

日）前から,次のいずれかの事業を都市計

画法に適合して営む施設であって，自動車

リサイクル法の許可基準に適合する予定

建築物又は第１種特定工作物として，建築

物の建築等施設改善を目的とする開発行

為等とする。（開発区域は上記施行日時点

の事業所の範囲内とする。） 

ア 解体業に係る解体作業場 

イ 破砕業（解体自動車のみを処理するも

のとする。他の産業廃棄物の処理は行

わない。）に係る破砕施設 

ウ 破砕業（上記イと同様。）に係る破砕前

施設 

なお，上記の各項目の事業・施設には

次の付帯施設が含まれるものとする。 

① 廃油・廃液の処理・保管施設 

② 解体後の部品又は自動車破砕残さの

保管場所 

③ 管理事務所 

 

１ 「自動車リサイ

クル法 の許可基準

に適合する」とは，

同法の 許可申請書

が受理 され許可の

見込の あるものと

する。（平成１６年

６月末 まで廃掃法

の積替え・保管業の

許可を 取得してい

る業者 については

届出が 受理され許

可の見 込のあるも

の） 

 さらに，左記基準

(1)イ破砕施設につ

いては，廃掃法(処

理能力５トン以上)

又は関係条例（５ト

ン未満）の事前協議

終了通 知書が添付

されていること。 

  同様に，基準(1) 

①廃油 ・廃液の処

理・保管施設のうち

消防法 上の危険物

を扱う 施設にあっ

ては，危険物の規制

に関す る政令及び

柏市火 災予防条例

の技術 基準に適合

するも のであるこ

と。 

 また ，対象施設

は，既存の施設の施

設改善 を認めるも

のであって， 



 

 

１２３

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２２ 使用済自動

車の再資源

化等に関す

る法律（平

成１４年法

律 第 ８ ７

号。以下「自

動車リサイ

クル法」と

いう。）第２

条第１３項

の「解体業」

又は第１４

項の「破砕

業」に係る

既存の解体

作業場等 

(2) 開発区域が市の土地利用計画を勘案し 

 て支障がないものとして市関係部局との 

 協議が整っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば左欄(1)ア解

体業の 施設に同イ

破砕施 設を新規に

設置す ることを認

めるものではない。 

 なお，「都市計画

法に適 合して営む

施設」とは，線引き

前から 事業を行っ

ていた施設や（自動

車リサ イクル法の

許可制 度の施行日

（平成１６年７月 1

日）前から）屋外で

解体作 業を行って

いた施設である。 

 



 

 

１２４

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２３ 社会福祉施

設等 

冒頭の①から③に掲げる社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）第２条に規定する社会

福祉事業又は更生保護事業法（平成７年法律

第８６号）第２条第１項に規定する更生保護

事業の用に供する施設で，次の(1)から(3)に

掲げるすべての事項に該当するもの。 

 ① 社会福祉事業の用に供する施設（老人

福祉法第５条の３に規定する老人福祉

施設に限る。）であって，入所定員が３

０人以上であるもの。 

ア 養護老人ホーム 

イ 特別養護老人ホーム 

ウ 軽費老人ホーム 

エ その他これらに類する施設 

 ② 社会福祉事業の用に供する施設（①に

掲げる施設を除く。）であって，主とし

て入所系施設であるもの。 

ア 障害者支援施設 

イ 乳児院 

ウ 母子生活支援施設 

エ 児童養護施設  

オ 児童自立支援施設 

カ 共同生活援助事業所 

  (グループホーム) 

キ その他これらに類する施設 

 ③ 更生保護事業の用に供する更生保護

施設 

(1) 設置及び運営が国及び県の定める基準

に適合し，その位置，規模等からみて許可

申請地の周辺の市街化を促進 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  左欄の冒頭①

に掲げる施設であっ

て，入所定員が２９

人以下であるもの及

び通所系施設である

ものについては，都

市計画法第３４条第

１号により取り扱

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２５

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２３ 社会福祉施

設等 

 するおそれがなく，まちづくり及び福祉施

策等の観点から支障がないことについて，

関係部局と調整がとれたもののうち，以下

の①から③までのいずれかに該当するも

のであること。 

 ① 近隣に関係する医療施設，社会福祉施

設等が存在し，これらの施設と当該施設

のそれぞれがもつ機能とが密接に連携し

つつ立地又は運用する必要がある場合 

 ② 当該施設を利用する者の安全等を確

保するため立地場所に配慮する必要が

ある場合 

 ③ 当該施設が提供するサービスの特性

から，例えば，許可申請地周辺の優れた

自然環境が必要と認められる場合等，許

可申請地周辺の資源，環境等の活用が必

要である場合 

(2) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。 

(3) 予定建築物の名称は，冒頭の①から③に

掲げる施設名称や関係法令に規定する施

設名称を踏まえ，適切に設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 左欄(1)の「関

係部局」とは，市

都市計画部局，市

福祉部局及び市宅

地課等をいう 

 

(3) 「密接に連携

とは，当該社会福

祉施設等の事業内

容に応じて，医療

施設との提携契約

が得られたもので

あることをいう。 

 また，提携契約病

院等と の距離等に

ついて も考慮する

こと 



 

 

１２６

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２４ 医療施設 冒頭の①から③までのいずれかに該当す

る医療法第１条の５第１項に規定する病院

で，施設の設置及び運営が国及び県の定める

基準に適合するものであって，その位置・規

模等からみて許可申請地の周辺の市街化を

促進するおそれがなく，まちづくり及び医療

施策の観点から支障がないことについて関

係部局と調整がとれたもので，次の(1)から

(3)に掲げるすべての事項に該当するもの。 

① 救急医療（病院群輪番制に参画するこ

とが見込まれる場合を含む。），周産期

医療又は小児救急医療のほか，千葉県保

健医療計画に掲げる医療を提供する病

院であり，患者等の搬送手段の確保のた

め許可申請地の周辺の幹線道路等が整

備されている場合 

② 当該医療施設の入院患者等にとって，

許可申請地の周辺の優れた自然環境そ

の他の療養環境が必要と認められる場

合 

 ③ 市街化調整区域内に立地している既 

  存病院が，病床数の増加等により敷地を 

  拡大して一体的に増設する場合 

(1) 許可申請地は，原則として次の土地を含

まないこと。 

① 建築基準法第３９条第１項の災害危

険区域 

② 地すべり等防止法第３条第１項の地

すべり防止区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第９条

第１項の土砂災害特別警戒区域 

④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第３条第１項の急傾斜地崩

壊危険区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 左欄冒頭の 

「関係部局」は，

市都市計画部局，

市医療部局及び市

宅地課をいう。 

 

 

 

(2) 「幹線道路

等」とは，国・県

道，又は主要な市

道で幅員９メート

ル以上のものをい

い，当該施設から

容易にアクセスで

きるものをいう。 
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番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２４ 医療施設  (2) 許可申請地は，原則として農業振興地域 

 の整備に関する法律第８条第２項第１号 

 に規定する農用地区域を含まないこと。 

 (3) 予定建築物の名称は，「病院」とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２８

番号 提案基準 基準内容 留意事項 

２５ 学校 学校教育法第１条に規定する学校のうち

高校，中等教育学校，高等専門学校，大学，

特別支援学校（通学施設を除く。）で，次に

掲げるすべての事項に該当するもの。 

(1) その設置目的から，主として許可申請地

周辺の居住者以外の利用を想定している

学校のうち，教育環境の確保のため，許可

申請地周辺の資源，環境等が必要であるこ

となど，市街化調整区域に立地させること

がやむを得ないと認められるものであり，

その位置，規模等からみて許可申請地の周

辺の市街化を促進するおそれがなく，まち

づくり及び文教施策の観点から支障がな

いことについて，関係部局と調整がとれた

ものであること。 

(2) 予定建築物の用途が，土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第１０条第２項に規定する学校

又は避難の用に供する施設の場合は，許可

申請地に原則として次の土地を含まない

こと。 

① 建築基準法第３９条第１項の災害危

険区域 

② 地すべり等防止法第３条第１項の地

すべり防止区域 

③ 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第９条

第１項の土砂災害特別警戒区域 

  ④ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 

  関する法律第３条第１項の急傾斜地崩  

  壊危険区域 

(3) 許可申請地は，原則として農業振興地域

の整備に関する法律第８条第２項第１号

に規定する農用地区域を含まないこと。

(4) 予定建築物の名称は，「高校」，「中

等教育学校」，「高等専門学校」，「大学」， 

 「特別支援学校」とすること。 

 

 

(1) 左欄の冒頭の

特別支援学校のう

ち通学する施設に

ついては，都市計

画法第３４条第１

号により取り扱

う。 

 

 

 

 

 

(2) 左欄(1)の「関

係部局」とは，市

都市計画部局，市

文教部局及び市宅

地課をいう。 
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（ 別 表 ）  

 

 

 

 

 

 

    大 規 模 既 存 集 落 指 定 地 域 

大 字 字 

高 柳 

 

関根台の全部の区域 

槐原，高柳台，高野台，新堀，宮田原の各一部の区域 

藤ヶ谷 寂土，平作，戸崎，辺田山，子ノ神作，庚塚，向台，西谷台，馬

場，出山，宮下，兎堀込，中木戸，白幡台，城之堀の各全部の区

域 

寂土谷，中道，西谷，堂下，坊堤,文蔵，辺田，中上，滝谷，滝

谷台，割山，上人塚，矢ノ橋台，白砂，遠上，駒形の各一部の区

域 

柳 戸 二斗蒔，切返し，平台，大境，坂下の各全部の区域 

塙，柳下，六本松の各一部の区域 

泉 熊ノ山，山中，中城，馬場，辻前，桐返し，玄場，宮後，古内，

四ツ辻，サカイチ戸，高畑ケ，大堀込，庚申前，背中堀，北ノ作，

南原の各全部の区域 

山崎，熊ノ下，下夕田，南作，立ノ台，宮前，向寺の各一部の区

域 

手  賀 仲田，馬場の各全部の区域 

仲台，明坊地，西辺田，大田，宮前，柏作，下ノ房の各一部の区

域 

手賀新田 小樋，下江間の各一部の区域 

片 山 駒形，若志，根崎，山王台及び辻ノ内の各全部の区域 

納屋台，南台，片山下，溜田，北ノ作の各一部の区域 



 

 

１３０

１３ 許可申請の手続き及び事務処理 

   市街化調整区域内における開発行為の許可申請にあたっては，法第３

０条第２項及び省令第１７条に規定するもの及び柏市都市計画法開発

行為等の規制施行細則第５条で定めるもののほか，次に掲げるところに

よりそれぞれに定める図書を添付しなければならない。 

 (1) 法第３４条第１号に該当するもの 

  ア 許可書又は資格証明書 

    申請にかかる業種を営むに当たって，法令に基づく許可又は   

資格が必要なものにあっては，許可書又は資格証明書の写し。 

  イ 地図（縮尺２，５００分の１） 

    半径５００メートル以内に所定の戸数が存在することを表示   

したもの 

 (2) 法第３４条第１１号又は１２号若しくは１４号に該当するもの 

  ア 分家住宅 

  （添付図書） 

(ｱ) 住民票の写し（同一世帯構成員であることの証明） 

(ｲ) 戸籍謄本 

(ｳ) 名寄帳 

(ｴ) 農家であることの証明（農家分家に該当の場合） 

イ 収用対象事業の施行による移転に伴うもの 

  （添付図書） 

(ｱ) 起業者発行の収用対象事業の概要書等 

(ｲ) 起業者発行の移転理由書 

(ｳ) 移転前の位置図（縮尺１／５，０００以上） 

(ｴ) 移転前の付近見取図（縮尺１／２，５００以上） 

(ｵ) 移転前の敷地現況図（縮尺１／１００程度） 

(ｶ) 移転前の敷地求積図（縮尺１／１００以上） 

(ｷ）移転前の建築物の平面図・立面図（縮尺１／１００以上） 

(ｸ）移転前の建築物の建築面積，延べ面積算定表 

(ｹ）収用対象事業全体計画及び移転計画図 

   

ウ 社寺仏閣及び納骨堂 

  （添付図書） 

(ｱ) 当該申請地に立地する合理的事情を証する理由書 

(ｲ) 信者の名簿 

エ 既存集落内の土地におけるもの 

  （添付図書） 

(ｱ) 付近の見取図（縮尺１／２，５００以上） 



 

 

１３１

(ｲ) ４０戸以上の建築物が連たんしていることを記載した図 

  オ 公益的施設を建築する目的で行うもの 

  （添付図書） 

(ｱ) 施設の管理規程（町内会，自治会等のもの）又はこれと同等と認

められるもの 

(ｲ) 都市計画図（縮尺１／２，５００以上，施設利用者の範囲を示し

たもの） 

  カ 災害危険区域等の建築物の移転によるもの 

  （添付図書） 

(ｱ) 移転前の位置図（縮尺１／５，０００以上） 

(ｲ) 移転前の付近見取図（縮尺１／２，５００以上） 

(ｳ) 移転前の敷地現況図（縮尺１／１００程度） 

(ｴ) 移転前の敷地求積図（縮尺１／１００以上） 

(ｵ) 移転前の建築物の平面図・立面図（縮尺１／１００以上） 

(ｶ) 移転前の建築物の建築面積，延べ面積算定表 

(ｷ) 収用対象事業全体計画及び移転計画図 

  キ 既存の権利者の届出を怠った者が行うもの 

  （添付書類）  

    農地転用許可書の写し，その他既存の権利を有していたこと   

を証する書類 

  ク 宅地開発を目的として造成された区画内の土地におけるもの 

  （添付書類） 

    道路位置の指定を受けた敷地の範囲内である旨の証明書 

    「道路位置指定証明書」 
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 都市計画法上の新築，改築，増築及び建替えの定義「参考図」 

１ 新築 

 

 

 

 

２ 改築 

S１            S２  

 

 

 

 

  

 

 

 建  

 

 替  

３ 増築 

 S１            S２  

 

 

 

 

 

 

 

      ：除却部分 

 

※ 建替（改築，増築）にかかる法第４３条の取扱い。 

(1) S２≧1.5・S１又は，用途変更のとき，許可を要する。 

 (2) S２＜1.5・S１で用途変更のない場合,許可不要（申請にあたっては,

省令第６０条の証明が必要です｡） 
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５ 建築制限 
１ 建築制限等 

【法律】 

（建築制限等） 

第三十七条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの

間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当

するときは、この限りでない。 

 一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、 

  その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

 二 第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建 

  築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 

 

 (1) 「支障がない」とは，次に掲げる基準に適合している場合をいう｡ 

  ア  戸建て住宅及び兼用住宅以外の中高層建築物の建築または特   

定工作物の建設 

  イ  開発許可を受けた者が公的機関の融資を受けて行う一団の分   

譲住宅の建築 

  ウ  土地付住宅分譲（いわゆる建売住宅）を目的とする開発行為   

の 場 合 に お け る 展 示 用 モデ ル 住宅 の建 築 (一つ の 開発行 為 につ   

き一つの建築物を原則とする｡) 

  エ  自己の居住の用に供する住宅及び自己の業務の用に供する建   

築物を目的とする建築 

  オ 官公庁，地区センターなど公益施設の建築 

  カ  特定行政庁が建築基準法第８５条第４項の規定に基づき許可   

した仮設建築物であって，販売推進事務所その他の当該開発行   

為と密接に関連するもの等に供されるものの建築 

  キ 建築工事との一体施工が必要な宅地の造成工事で，宅地の造成工事

と建築工事とを分離して行うことが物理的に又は施工管理上・品質管

理上支障があるもの（非自己用の専用住宅を除く用途において，建築

物自体が雨水貯留機能を有する場合，建築物が擁壁を兼ねる場合，建

築物が擁壁・管路等の構造物に近接して施工される場合等） 

  ク  上記ア～キにおいて，申請者に当該建築又は建設を行うため   

に必要な資金があること｡ 

 (2) 承認に当たっては，次の条件を附するものとする｡ 

  ア 建築基準法第６条第１項に基づく確認を別途受けること 

  イ  都市計画法第３６条第３項の規定に基づく工事の完了公告の   

あるまで使用しないこと 

  ウ  (1)カ に該当する建築物については，都市計画法第３６条第   

１項及び都市計画法第２９条の規定に基づく工事完了届出書の   

提出までに撤去すること｡ 



 

 

１３４

２ 建築物の建ぺい率等の指定 

【法律】 

（建築物の建蔽率等の指定） 

第四十一条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為につ

いて開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地につい

て、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する

制限を定めることができる。 

２ 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内に

おいては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が

当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得

ないと認めて許可したときは、この限りでない。 

 

 (1) 制限の趣旨 

   市街化調整区域は，当分の間市街化を抑制すべき区域とされており，

用途地域等を原則として定めないこととされている。（法第１３条第１

項第２号後段）従って，用途地域を前提とした高度地区，容積率，高度

利用地区等も定めることは不可能である。 

  このため建築面積の敷地面積に対する割合，建築物の高さ等の制限をす

べてに課することは，原則として不可能である。しかし相当規模の開発

行為が市街化調整区域で行われる場合には，開発の目的，周辺の状況等

からこのような制限をいわば先行的に行うことが適当である場合が考

えられるので，開発行為について個別的に必要に応じてこのような制限

を定めこれを規制することとしたものである。 

  

 (2) 制限の内容 

   本条によって指定される制限の内容は次のようなものである。 

  ア 建ぺい率：建築基準法第５３条 

  イ 高  さ：建築基準法第５５条，第５６条，第５６条の２ 

  ウ 壁面の位置：建築基準法第４６条，第４７条 

  エ その他：建築物の敷地，構造，設備に関する制限 

    建築基準法第６１条，第６２条の防火地域，準防火地域内の   

構造制限，浄化槽に関する基準など本条の制限を定める場合と   

は，その地域に用途地域を定める必要のある場合であり，想定   

される用途地域（並びに用途地域を前提として定められる地域   

を含む）に関する建築物の敷地，構造及び設備に関する制限で   

ある。 

 

 (3) 制限の効力 

  ア  本条の制限は，開発登録簿に登録することによって一般に公   

知できることになっており特に別途公告の要はない。 



 

 

１３５

  イ  本条制限に課せられた区域が市街化区域に編入されたときは，   

その時に指定される用途地域制に応じて形態に関する地域，地区制が 

   総合的に定められ，本条の制限の必要がなくなり，この場合は登録簿 

   の制限内容を抹消する。 

 

 (4) 例外許可 

  ア  法第４１条第２項ただし書の許可の申請は，市街化調整区域   

内における建築物の特例許可申請書（細則第１５条）に細則第   

１３条第２項に掲げる図面）および市長が必要と認める図書を   

添付した申請書２部を提出して行う。 

  イ  許可の運用にあたって建築基準法第５３条，第５５条，第５   

６条，第５６条の２に規定する制限の例外の運用に準ずる取扱   

いを基準として行うものとする。 



 

 

１３６

３ 開発許可を受けた土地における建築等の制限 

【法律】 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第四十二条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告 

 があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新

設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建

築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進

上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したと

き、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に

該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、

この限りでない。 

２ 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協

議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。 

 

 (1) 制限の趣旨 

開発許可の申請に際しては，将来その開発区域に建築し又は建設する

予定の建築物等を申請させ，その建築物等がそれぞれの許可基準に適合

することによって許可があたえられる。従って予定建築物等以外の建築

物又は特定工作物が無制限に建築又は建設されることとなると，開発許

可制度による規制の効果は著しく失われるので，原則としてこれを認め

ないことにしたものである。 

ただし，その土地に用途地域等が定められた区域については，建築基

準法などにより用途が制限されているので本条の適用除外となってい

る。 

 

 (2) 制限の効力 

  ア  本条の制限は法第４１条制限と同様開発登録簿に登録するこ   

とによって一般に知らされる。 

  イ  本条の制限は建築物等の新設のみならず，用途の変更も規制   

している。なお本条制限はその土地（建築物の敷地）に付されたもの

であるが，従前の建築物等の用途を一にする増築については制限がな

い。従って本条ただし書の規定による許可を受けたのち，増築が行わ

れる場合には許可を要しない。 

   ウ 本条制限は法第４１条の制限と異なり，その土地に用途地域が指定

された場合には自動的に消滅する。 

 

 (3) 例外許可 

  ア 法第４２条第１項ただし書の許可の申請は予定建築物以外の建築

等許可申請書（細則第１６条）に細則第１３条第２項に掲げる図面及

びその他市長が必要と認める図書を添付した申請書２部を提出して
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行う。 

  イ 市街化調整区域における許可の運用にあたっては次のいずれかに

該当する場合に許可するものとする。 

（ｱ) 法第２９条第１項第２号及び第３号に規定する建築物 

（ｲ) 法第４３条第１項第１号から第３号まで，または第５号に該当す

る場合 

（ｳ) 法第３４条第１号から第１２号までに該当し，その用途が法第３

３条第１項を満足させる場合 

（ｴ) 既存適法建築物の用途変更を伴う増改築等に該当する場合 
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６ 市街化調整区域内の建築制限 
1 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限等 

【法律】 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、

都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物

以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、  

  また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物

以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又

は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。 

一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設 

三 仮設建築物の新築 

四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地

の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 

五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に

準じて、政令で定める。 

３ 国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定

工作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。）については、当該国の機関又は都道府県等と都

道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 

 

 

【政令】 

（その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこと

となる開発行為） 

第三十四条 法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

一 法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為 

二 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和三十九年法律第百六十号）第四条の認可を受けた住

宅地造成事業の施行として行う開発行為 

 

(1) 建築等の許可（法第４３条第１項） 

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域においては，市

長の許可を受けなければ，法第２９条第１項第２号又は第３号に規定する

建築物以外の建築物を新築し，又は第一種特定工作物を新設してはならず，

また，建築物を改築し，又は用途を変更して上記以外の建築物としてはな

らない。 

ア 法第２９条第１項第２号又は第３号に規定する建築物とは次のもの

をいう。 

(ｱ) 農林漁業従事者の住宅及び農林漁業用施設（法第２９条第１項第２

号） 
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(ｲ) 開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用

及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な施設（法第２９条

第１項第３号） 

イ 市街化調整区域において開発許可を受けていない土地について，次の

行為により法第２９条第１項第２号または第３号に規定する建築物以

外の建築物にしようとする者は，当該行為着手前に市長の許可を受けな

ければならない。 

(ｱ) 建築物の新築又は第一種特定工作物の新設 

(ｲ) 用途の変更を伴う改築 

(ｳ) 用途の変更を伴う増築 

(ｴ) 建築行為を伴わない用途の変更 

ウ 主たる目的が建築物の建築に係るものでないとして「開発行為」に該

当しないとされた区域（野外運動場等）内についても，建築物（クラブ

ハウス，更衣室等）の新築又は第一種特定工作物の新設に際しては，法

第４３条第１項の許可を受けなければならない｡ 

エ 本項の対象となる土地は，市街化調整区域内の宅地（宅地とみなす土

地を含む｡）である。 

 

(2) 適用除外（法第４３条第１項ただし書） 

 制限対象外の行為として，法第４３条第１項ただし書は，同第１号から

第５号までに掲げるものについて適用除外としている｡ 

 なお，法第２９条第１項第２号又は第３号に掲げる建築物とする場合に

は，許可を要しない｡ 

ア 都市計画事業の施行として行う行為（第１号） 

イ 非常災害時の応急建築物の建築等（第２号） 

ウ 仮設建築物（第３号） 

  ２開発行為２(4)通常の管理行為，軽易な行為等の項の適用と同様と

する。 

エ 一定の開発行為が行われた土地の区域内における行為（一定の開発行

為：政令第３４条）（第４号） 

  (ｱ) 政令第３４条第１号に規定される開発行為 

a 都 市 計 画 事業と し て行 った開 発行 為の区 域内に おけ る行為    

（法第２９条第１項第４号） 

b 土地区画整理事業として行った開発行為の区域内における行為（法

第２９条第１項第５号） 

c 市街地再開発事業として行った開発行為の区域内における行為（法

第２９条第１項第６号） 

d 住宅街区整備事業として行った開発行為の区域内における行為（法
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第２９条第１項第７号） 

e 防災街区整備事業として行った開発行為の区域内における行為（法

第２９条第１項第８号） 

f 公有水面埋立事業として行った開発行為の区域内における行為（法

第２９条第１項第９号） 

(ｲ) 政令第３４条第２号に規定される開発行為 

  旧住宅地造成事業に関する法律第４条の認可を受けた住宅地造成

事業の施行として行う開発行為 

※ 法第４３条第１項第４号については，法第２９条に規定する各事業

により造成分譲等された土地等において，その行為（建築等）の主体

を問わず適用除外となる｡ただし，当該土地について新たに開発行為

を行う場合は，開発許可を受けることが必要である｡ 

オ 通常の管理行為，軽易な行為（第５号） 

 

  【政令】 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為

その他の行為） 

第三十五条 法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 

二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メー

トル以内であるもの 

三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な

物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築

物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの（これらの業務の用に供する部分の延べ

面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。）の新築で、当該市街化調整区

域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの 

四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設 

 

(ｱ) 政令第３５条第１号に規定される行為 

既存建築物の敷地内における車庫，物置等附属建築物の建築 

(ｲ) 政令第３５条第２号に規定される行為 

 用途の変更を伴う改築，用途の変更を伴う増築，建築行為を伴わな

い用途変更で，その改築または用途の変更に係る床面積が１０平方

メートル以内のもの 

(ｳ) 政令第３５条第３号に規定される行為 

調整区域内居住者の自営する日常生活品の販売店等で延べ面積

(同一敷地内に２以上の建築物を建築する場合は，それぞれの延べ面

積の合計)が５０平方メートル以内のもの(業務用部分の延べ面積が

全体の延べ面積の５０パーセント以上のものに限る。)の新築 

※ 本号については「日常生活に必要な物品の販売，加工，修理等」
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に限られるので，「物品」にかかわらないサービス業等は本号に該

当しない。具体的には，１Ⅰ(2)表 4.1 の標準産業分類の表から，

「洗濯・理容・美容・浴場業（78）」を除いたものとなる。また，

立地等については法３４条第１号審査基準を満たすこと｡ 

(ｴ) 政令第３５条第４号に規定される行為 

土木事業その他の事業に一時的に使用するための第 1 種特定工作

物の新設 
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(3) 許可の基準 

【政令】 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準） 

第三十六条 都道府県知事（指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項に

おいて同じ。）は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一

項の許可をしてはならない。 

一 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準（用途の変更

の場合にあつては、ロを除く。）に適合していること。 

イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出す

るとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じな

いような構造及び能力で適当に配置されていること。 

（１） 当該地域における降水量 

（２） 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質 

（３） 敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

（４） 当該建築物又は第一種特定工作物の用途 

ロ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤

の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。 

二 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている

区域に限る。）内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が

当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。 

三 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。 

イ 法第三十四条第一号から第十号までに規定する建築物又は第一種特定工作物 

ロ 法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築す

る建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当しないも

の又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める

用途に該当しないもの 

ハ 建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認めら

れ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の

新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区

域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、

原則として、第二十九条の九各号に掲げる区域を含まないものとする。 

ニ 法第三十四条第十三号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目

的で建築し、又は建設する建築物又は第一種特定工作物（第三十条に規定する期間内に建

築し、又は建設するものに限る。） 

ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認

められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当

と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議

を経たもの 

２ 第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について

準用する。 

 

許可の基準は，政令第３６条第１項１号により敷地の基準を同項第３号

において建築物又は第一種特定工作物に係る基準を定めているので，申請

に係る敷地ならびに建築物がそれぞれの基準に適合した場合に許可する

こととなる。 
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ア 敷地の基準 

(ｱ) 排水路その他の排水施設が，降水量，敷地の規模，形状及び地盤の

性質，周辺の状況及び放流先の状況ならびに申請建築物の用途からみ

て，敷地内の下水を有効に排出するよう配置されていること｡ 

  なお，その排出によって周辺の土地に溢水等の被害を及ぼさないこ

と。 

※ 自己の居住用については，敷地内処理を認めるものとする｡ 

(ｲ) 地盤の沈下，崖崩れ，出水その他による災害を防止するため，地盤

の改良，擁壁の設置又は排水施設の設置その他安全上必要な措置がと

られていること｡ 

イ 建築物等に係る基準 

 申請にかかる建築物等が次のいずれかに該当すること｡ 

(ｱ) 法第３４条第１号から第１０号までに規定する建築物等（政令第３

６条第１項第３号イ） 

a 主として当該開発区域周辺地域に居住している者の日常生活のた

めに必要な店舗等の建築物（法第３４条第１号） 

b 鉱物，観光及び水資源の有効利用上必要な建築物（法第３４条第２

号） 

c 農林漁業用施設(令第２０条に掲げる施設を除く｡)及び農林水産物

の処理，貯蔵又は加工施設（法第３４条第４号） 

d 県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設（法第３４

条第６号） 

e 既存工場と密接な関連を有する工場等（法第３４条第７号） 

f 危険物の貯蔵又は処理施設（法第３４条第８号） 

g 災害危険区域等に存する建築物等移転等（法第３４条第８号の２） 

h 道路管理施設，休憩所又は給油所等及び火薬類の製造所（法第３４

条第９号） 

i 地区計画に適合する建築物等（法第３４条第１０号） 

※ 法第３４条第第３号は政令未制定のため該当施設なし，第５

号は本市においては該当なし。 

(ｲ) 法第３４条第１１号の条例で指定する区域における建築物等（政令

第３６条第１項第３号ロ） 

※ 本号の規定で柏市の条例で指定している土地の区域はありませ

ん。 

(ｳ) 市街化を促進するおそれがなく，かつ市街化区域に建築し又は建設

することが困難又は著しく不適当と認められるもので条例で区域，目

的，用途を限り定められたもの（政令第３６条第１項第３号ハ）柏市

開発行為等許可基準条例第５条に規定する建築物 
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(ｴ) 既存の権利者の届出(法第３４条第１３号)をした者が５年以内に

建築する自己用建築物等 (届出の目的とした建築物等（政令第３６条

第１項第１項３号ニ） 

(ｵ) 市街化を促進するおそれがなく，かつ市街化区域に建築し又は建設

することが困難または著しく不適当と認められるもので，あらかじめ，

開発審査会の議を経たもの（法第３４条第１４号に相当するｈもの)

（政令第３６条第１項第３号ホ） 

※ 本条の基準の運用については，法第３４条の基準に準ずるも   

のとする｡（４市街化調整区域の許可基準参照） 
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７ 許可の承継 

１ 一般承継 

【法律】 

（許可に基づく地位の承継） 

第四十四条 開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人

が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 

 

 (1) 法第４４条は開発許可を受けた者の一般承継人について，許可に基づ

く地位の承継を規定したものである｡ 

  ア 一般承継人とは相続人のほか，会社法第２条２７号から３０号まで

に規定された法人を指す｡ 

  イ  一般承継人は被承継人の有していた開発許可に基づく地位を   

当然引き継ぐものとする。 

  ウ 「許可に基づく地位」とは，許可を受けたことによって発生する権

利と義務の総体をいい，次のような事項がある｡ 

  （ｱ) 適法に開発行為又は法第４３条の建築等を行うことができる権原 

  （ｲ) 公共施設の管理者等の協議によって定められている公共施設の設

置，変更の権原 

  （ｳ) 法第４０条第３項の費用の負担を求めることを求めることができ

る権原 

  （ｴ) 土地所有者との関係において，工事につき同意を得ている地位 

  （ｵ) 工事完了，工事廃止の届出の義務 

  エ  一般承継のあったときは，次の承継したことを証する書類を   

添えて，その旨を許可一般承継承認届出書を柏市長に届け出な   

ければならない｡ 

  （ｱ) 相続にあっては被相続人の除籍謄本及び承継人の戸籍抄本その他

承継を証する書類 

  （ｲ) 法人の合併にあっては合併後の法人登録簿謄本，その他承継を証す

る書類｡ 

  オ  一般承継人に事業を継続する意思がないときは承継の届出と   

と も に 工 事 廃 止 届 を 提 出し な けれ ばな ら ない ｡こ の場合 ， 廃止   

に伴う防災工事等は当然行わなければならない｡ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１４６

２ 特定承継 

【法律】 

（許可に基づく地位の承継） 

第四十五条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関す

る工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者

が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

 

 (1) 法第４５条は開発許可を受けた者の特定承継人について，開発許可に

基づく地位の承継を規定したものである｡ 

  ア  特定承継人とは，開発許可を受けた者から開発区域内の土地   

所有権，その他工事を施行する権原を取得したものである｡ 

  イ 一般承継人と異なり，特定承継人は，柏市長の承認を得て，その地

位を承継することができる｡ 

  ウ  承継の承認を受けようとする者は開発許可特定承継承認申請   

書に次の書類を添えて申請しなければならない｡ 

  （ ｱ ) 承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開    

発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を    

施行する権原を取得したことを証する書類(土地登記簿謄本，    

売買契約書写し（印鑑証明添付）等) 

  （ｲ) 承継申請者の資力及び信用に関する書類 

  エ 承認の判断の主な基準は次のとおりとする。 

  （ｱ) 申請者が適法に当該開発区域内の土地の所有権その他工事を施行

する権原を取得しているか。 

  （ｲ) 当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用が

あるか｡ 

  ウ 承継の承認が与えられなかった場合は，当初に許可を受けたものが 

   廃止届を提出すること。 



Ⅱ．開発許可関係例規 

 目 次  

開発行為等に関する条例のあらまし 
 １  柏 市 開 発 行 為 等 許 可 基 準 条 例 の あ ら ま し        １  

 ２  柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例 の あ ら ま し      ５  

条例及び施行規則 
 ・  柏 市 開 発 行 為 等 許 可 基 準 条 例             ７  

 ・  柏 市 開 発 行 為 等 許 可 基 準 条 例 施 行 規 則        １ ４  

 ・  柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例          １ ５  

 ・  柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例 施 行 規 則      ２ ０  

施行細則 
 ・  柏 市 都 市 計 画 法 開 発 行 為 等 の 規 制 施 行 細 則      ２ ３  
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開発行為等に関する条例のあらまし 

 

  都市計画法に基づき，地域の自然的条件や土地利用の状況に応じて，開発行為

の許可の基準を条例で定めることができるようになりました。本市では『柏市開

発行為等許可基準条例』として平成１３年１２月２７日に公布し，平成１４年４

月１日から施行しました。 

  また，開発行為の設計の計画をしようとする際に，事前に関係部署との協議が

必要になります。その手続きを明らかにするため『柏市開発行為事前協議等手続

条例』も同日公布され，上記条例にあわせて施行されました。 

 

１ 柏市開発行為等許可基準条例のあらまし 

  柏市開発行為等許可基準とは 

 

   開発行為の技術基準及び立地基準に関することを定めています。 

 

(1) 住宅の建築を目的とした開発行為で，開発区域内に新設する道路の幅員(条例

第３条第１号)は，次のとおりとします。 

   

    通抜け道路 

   

  

 

 

 

 

 

 

(2) 公園，緑地又は広場の設置（条例第３条第２号及び第３号）については，次

のようになります。 

  

ア 開発区域の面積が０．３ｈａ以上５ｈａ未満で住宅の建築を目的とした開発

行為は，公園に限定して設置すること。(第２号ア) 

  

イ 共同住宅等の建築を目的とした開発行為の公園の面積は，開発区域の面積の

６％以上とすること。（第２号イ） 

 

延長距離 １２０ｍ未満 １２０ｍ以上２００ｍ未満 ２００ｍ以上 

幅  員 ５．０ｍ以上 ５．５ｍ以上 ６．０ｍ以上 

 

袋路状道路 

延長距離 ３５ｍ未満 ３５ｍ以上７０ｍ未満 ７０ｍ以上 

幅  員 ５．０ｍ以上 ５．５ｍ以上 ６．０ｍ以上 

 幅員は，いずれも転回広場の区域を除く。 
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ウ 開発行為が自己の居住用を除いた共同住宅等以外の住宅及び共同住宅等の建

築を目的とした場合は，公園の面積の算定にあたり，それぞれの開発行為に

供する部分を開発区域の面積とすること。（第２号ウ） 

  

エ 公共施設及び公益的施設が開発区域に含まれる場合は，原則として，共同住

宅等の建築を目的とした開発行為とみなすこと。（第２号ウ） 

  

オ 開発区域の面積が５ｈａ以上の場合は，公園等の面積を開発区域の面積の

６％以上として設置すること。(第３号) 

 

(3) 市街化区域内において住宅の建築を目的とした開発行為で，開発区域内に道

路を築造しない場合の取扱い(条例第３条第４号)は，次のとおりです。 

 

ア 開発区域に接する既存道路の幅員が４ｍ以上で６ｍ未満の場合は，次のよう

に取扱います。 

・ ５ｍ又は既存道路の中心線から水平距離で３ｍ後退した境界線を含む既存

道路の全体の幅員のいずれか長い方の距離まで，既存道路を拡幅すること。

(第４号ア) 

  

イ 開発区域に接する道路が２以上ある場合で，幅員４ｍ以上の道路が１以上あ

るとき(第４号イ)は，次のように取扱います。 

・ 幅員が６ｍ未満で，主要な道路については，５ｍ又は既存道路の中        

心線から水平距離で３ｍ後退した境界線を含む既存道路の全体の幅員のいず

れか長い方の距離まで拡幅すること。(第４号イ(ｱ)) 

 

・ 幅員が６ｍ未満で，主要な道路以外のものについては，４ｍ又は既存道路

の中心線から水平距離で３ｍ後退した境界線を含む既存道路の全体の幅員の

いずれかの長い方の距離まで拡幅すること。（第４号イ(ｲ)） 

 

(4) 専用住宅の建築を目的とした開発行為で，予定建築物に係る敷地面積の最低

限度(条例第４条)は，次のとおりとします。 

  

ア 市街化区域の場合は，１２０平方メートルとすること。(第１項第１号) 

 

イ ただし，立地の特性や公共施設との整合性が適正に図られている等の場合は，

１ヘクタール以上の開発行為を除いて，敷地面積の合計の１０％若しくは１宅

地を限度に，１００平方メートルとすることができます。(第２項) 
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ウ 特定既存集落において行う，第５条第６号の開発行為の場合は，３００平方

メートル以上とすること。 

   

(5) 市街化調整区域において行われる開発行為で，法第３４条第１２号の規定に

より条例で定める区域，目的，予定建築物の用途(条例第５条)は，次のとおり

です。 

 

ア 分家住宅を建築する目的で行う５００平方メートル未満の開発行為（第１

号） 

 

イ 自己の住宅を有しておらずかつ本人及びその親族が市街化区域内に分家住宅

等を建築することが可能な土地を所有していない者が，線引き以前から既存集

落内に所有している５００平方メートル未満の土地で行う開発行為 (第２号) 

  

ウ 線引きの日前から存する適法建築物の敷地内で行われる建替え等に伴う開発

行為 (第３号) 

 

エ 線引きの日以前に宅地開発が完了していることにより，給水、排水などの施

設が整備されている土地における自己の居宅建築を目的とした開発行為（第４

号） 

 

オ 本市内の市街化調整区域における収用対象事業の施行により移転し，又は除

却する必要がある場合に，同程度の規模の専用住宅を建築することを目的とし

て行う開発行為（第５号） 

 

カ 特定既存集落内において行う，専用住宅の建築を目的とする開発区域の面積

が５００㎡以内の開発行為（第６号） 

※ 特定既存集落 

特定既存集落とは，市街化調整区域における次のいずれにも該当する地域

をいいます。 

(ア) 集落の維持のために特に必要があると認めて市長が指定する地域で，

大字が布瀬・手賀・片山の地域 

(イ) 敷地間の距離が７５ｍの範囲内で４０以上の建築物が連たんしている

地域 

(ウ) 政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まない地域 

 

キ 優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づく柏市の認定を受けた優良田

園住宅（政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まないこと）の建設を目的と



 4

する開発行為（第７号） 

 

 ク 市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を  

  除く。）から１．１キロメートルの範囲内かつ既存集落内に存する土地の区域

（政令第２９条の９各号に掲げる区域を含まない土地の区域）で，かつ線引きの

日前から宅地である土地の区域において自己の居住の用に供するための専用住宅

の建築を目的として行う開発行為（８号） 

 

注 線引きの日とは、昭和４５年７月３１日をいいます。また，住宅はいずれも，

専用住宅とします。 

 

(6) 市街化調整区域において行われる建築行為で，政令第３６条第１項第３号ハ

の規定により条例で定める建築物(条例第６条)は，次のとおりです。 

 

第５条各号に規定する開発行為の要件に該当する建築物 

(市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ，市街化区域内において行う

ことが困難又は著しく不適当と認められる建築物であって，区域，目的又は用途

を限り定められたもの) 
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２  柏市開発行為事前協議等手続条例のあらまし 

  柏市開発行為事前協議等手続条例とは 

 

    開発行為の設計をする際に，そのための計画をたてますが， 

   その計画をする上で必要となる関係部署との協議等の手続き 

   を定めたものです。 

 

(1) 本市における良好な都市環境の総合的かつ計画的な形成及び保持を図り，本

市の地域の均衡ある発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的にしてい

ます。(条例第１条) 

 

(2) 事前協議の相手は，本市及び千葉県・国の公共施設及び公益的施設を管理し，

又は管理することとなる者になります。(条例第３条各号) 

 

(3) 開発行為の設計の計画協議については，計画協議願に必要とする書類及び図

書を添付して，市長に届け出るものとします。(条例第４条第１項，第２項) 

 

(3) 前条の届出をした場合，計画公開板を開発区域内の公衆の見やすい場所に設

置しなければなりません。(条例第５条第１項) 

 

(4) また，開発区域に隣接する土地の所有者，建築物の所有者等に対して，設計

の計画の基本的事項等を周知するため，説明しなければなりません。この説明

を実施する際，土地所有者等との間に紛争を生じないように努力しなければな

りません。(条例第５条第２項，第３項) 

 

(5) 計画公開板を設置し，説明を実施した場合は，その状況を市長に報告しなけ

ればなりません。(条例第５条第４項) 

 

(6) 開発行為の設計の計画協議があった場合には，市長は速やかに審査し，その

適否等について判断し，計画協議済書を届出した者に交付します。(条例第６

条) 

 

(7) 計画協議済書の交付を受けた者等に対して，市長は協定の申込みをするように

求めます。協定の申込みの求めを受けた者は，当該協定願に必要な書類及び図

書を添付して市長に提出することになります。(条例第７条第１項，第２項) 

 

(8) 協定を締結したものの，１年を経過してもなお，開発行為許可申請書を提出し

ないときは，当該協定は，経過日の翌日から，効力を失うことになります。(条
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例第７条第３項，第４項) 

 

(9) 事前協議を行わなかったり，設計の計画協議願を届け出なかったり，又は計画

公開板の設置をしなかったり，隣接した土地所有者等に説明をしなかったりす

る事業者に対して，市長は，期限を定めて，それぞれ必要な措置をとるよう勧

告することになります。(条例第８条) 

 

(10) また，前条の勧告を受けた事業者が正当な理由がなく，当該勧告に従わない

ときには，意見を述べる機会を与えられた上で，個人や法人の住所，氏名及び

勧告の内容を掲示場に公告され，また広報かしわへ掲載されて，公表されます。

(条例第９条) 

 

(11) 開発行為の設計の計画を変更しようとするときは，市長に届け出ることが必

要です。(条例第１０条) 

 

(12) 協議等をした事業者の相続人その他の一般承継人は，協議手続その他の行為

の地位を承継します。また，当該地位の権原を取得した者は，市長の承認を受け

れば，承継できます。それぞれの地位を承継した者は，市長に届け出なければな

りません。(条例１１条各項) 
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柏 市 開 発 行 為 等 許 可 基 準 条 例  

 

              平成１３年１２月２７日公布 

                柏市条例第４０号 

                 改正 平成１５年 ３月２７日条例第１０号  

                   平成１７年 ３月２２日条例第７９号  

                      平成１９年１０月 ５日条例第３６号  

                      平成１９年１２月２６日条例第４１号抄 

                      平成１９年１２月２６日条例第６７号  

                      平成２５年 ３月２９日条例第２０号  

                      平成３１年 ３月１８日条例第１２号  

令和 ４年 ３月２２日条例第１３号  

（趣旨） 

第１条 この条例は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第３３条第３項及び第４項並びに法第３４条第１２号並びに都市計画法施

行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第３６条第１項第３

号ハの規定により，開発行為の許可の基準及び開発行為の許可を受けた土地以外

の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 開発行為 法第４条第１２項に規定する開発行為であって，法第２９条第１

項の許可を受けなければならないものをいう。 

(2) 既存集落 市街化調整区域において，次のいずれかに該当する地域をいう。 

ア 半径１５０メートルの範囲内に４０以上の車庫，物置その他これらに類する

附属建築物以外の建築物（２０以上の車庫，物置その他これらに類する附属建

築物以外の建築物が市街化調整区域内に存している場合にあっては，市街化区

域内に存する車庫，物置その他これらに類する附属建築物以外の建築物を含む。

以下この号において同じ。）が連たんしている地域 

イ 敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の車庫，物置その他これらに類

する附属建築物以外の建築物が連たんしている地域であって，当該建築物の敷

地からの距離が５５メートルの範囲内であるもの 

 (3) 特定既存集落 市街化調整区域において，次のいずれにも該当する地域をい

う。 

ア 集落の維持のために市長が特に必要があると認めて指定する地域 

イ 敷地間の距離が 75 メートル以内で 40 以上の車庫，物置その他これらに類す

る附属建築物以外の建築物が連たんしている地域であって，当該建築物の敷地

からの距離が 75 メートルの範囲内であるもの 
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 (4) 線引き 法第７条第１項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に

関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分された

ことをいう。 

 (5) 線引きの日前の土地所有者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有する

者 

イ 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有して

いた者から当該線引きの日以後に相続により当該土地を所有する者 

 (6) 親族 線引きの日前の土地所有者の親族（民法（明治３１年法律第９号）第

７２５条に規定する親族をいう。）のうち，自己の居住の用に供する住宅を所

有していない者で当該線引きの日前の土地所有者と２年以上の同居の事実があ

るものをいう。 

(7) 共同住宅等 共同住宅，寄宿舎，下宿，長屋その他これらに類する用途に供す

る建築物をいう。 

 (8) 専用住宅 住宅であって，事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねる

住宅及び共同住宅等以外のものをいう。 

 （技術的細目に係る制限の強化又は緩和） 

第３条 法第３３条第３項の規定により条例で定める技術的細目に係る制限の強化

又は緩和は，次に掲げるものとする。 

(1) 政令第２５条第２号本文の技術的細目に定められた制限の強化は，市街化区域

内において主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（自己の居住の

用に供するための専用住宅の建築を目的として行うものを除く。）の開発区域内

に整備する道路のうち小区間で通行上支障がないものについて，次に掲げる道路

の区分に応じ，それぞれに定める道路の幅員を最低限度とすること。 

  ア 袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この号

において同じ。）でないもの 

(ｱ) 当該道路の区域の延長が１２０メートル未満であるもの ５メートル 

(ｲ) 当該道路の区域の延長が１２０メートル以上２００メートル未満であるも

の ５．５メートル 

(ｳ) 当該道路の区域の延長が２００メートル以上であるもの ６メートル 

イ 袋路状道路であるもの 

(ｱ) 当該道路の区域の延長が３５メートル未満であるもの ５メートル（転回

広場の区域を除く。） 

(ｲ) 当該道路の区域の延長が３５メートル以上７０メートル未満であるもの 

５．５メートル（転回広場の区域を除く。） 

(ｳ) 当該道路の区域の延長が７０メートル以上であるもの ６メートル（転回

広場の区域を除く。） 

 (2) 政令第２５条第６号本文の技術的細目に定められた制限の強化は，次に掲げ

るものとすること。 

ア 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（自己の居住の用に供

するための専用住宅の建築を目的として行うものを除く。）において設置すべ

き施設の種類は，公園に限定すること。 
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イ 共同住宅等の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置する公園の

面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は，６パーセントとする

こと。 

ウ 開発行為が共同住宅等以外の住宅（自己の居住の用に供するための専用住宅

を除く。）及び共同住宅等の建築の用に供する目的で行うものである場合にお

けるア及びイの規定の適用については，規則で定める。 

(3) 政令第２５条第７号の技術的細目に定められた制限の強化は，開発行為におい

て設置する公園，緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最

低限度を６パーセントとすること。 

(4) 政令第２５条第２号本文の技術的細目に定められた制限の緩和は，市街化区域

内において主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（自己の居住の

用に供するための専用住宅の建築を目的として行うものを除く。）の開発区域内

に新たに道路が整備されない場合について，次に掲げる道路の区分に応じ，それ

ぞれに定める道路の幅員を最低限度とすること。 

ア 当該開発区域に接する道路の幅員が４メートル以上である場合であって，当

該開発区域が当該道路以外の道路に接していないときの小区間で通行上支障が

ない道路以外のもののうち，幅員が６メートル未満の道路（当該道路に係る側

の境界線のうち当該開発区域に接する部分と当該部分に相当する当該道路の他

の側の境界線の部分との間に係る当該道路の区域（当該他の側ががけ地，川，

線路敷地その他これらに類するものに沿う当該道路の区域を除く。）に限

る。） 当該道路と一体的に機能する当該開発区域の周辺の道路の幅員（５メ

ートルを超える場合に限る。）又は当該道路の中心線から当該開発区域に接す

る当該道路の境界線に係る側に対し水平距離３メートルの線と当該開発区域に

接する境界線の部分に相当する当該道路の他の側の境界線の部分との間の距離

のうちいずれか長い距離 

 イ 当該開発区域に接する道路が２以上ある場合であって，当該道路の幅員が４

メートル以上であるものが１以上あるときの小区間で通行上支障がない道路以

外のもの 

  (ｱ) 幅員が６メートル未満の道路であって，整備されるべき主要なもの（当該

道路に係る側の境界線のうち当該開発区域に接する部分と当該部分に相当す

る当該道路の他の側の境界線の部分との間に係る当該道路の区域（当該他の

側ががけ地，川，線路敷地その他これらに類するものに沿う当該道路の区域

を除く。）に限る。） ５メートル（当該道路と一体的に機能する当該開発

区域の周辺の道路の幅員が５メートルを超える場合においては，当該周辺の

道路の幅員）又は当該道路の中心線から当該開発区域に接する当該道路の境

界線に係る側に対し水平距離３メートルの線と当該開発区域に接する境界線

の部分に相当する当該道路の他の側の境界線の部分との間の距離のうちいず

れか長い距離 

(ｲ) 幅員が６メートル未満の道路であって，整備されるべき主要な道路以外の

もの(当該道路に係る側の境界線のうち当該開発区域に接する部分と当該部

分に相当する当該道路の他の側の境界線の部分との間に係る当該道路の区域

(当該他の側ががけ地，川，線路敷地その他これらに類するものに沿う当該

道路の区域を除く。)に限る。) ４メートル（当該道路と一体的に機能する

当該開発区域の周辺の道路の幅員が４メートルを超える場合においては，当
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該周辺の道路の幅員）又は当該道路の中心線から当該開発区域に接する当該

道路の境界線に係る側に対し水平距離３メートルの線と当該開発区域に接す

る境界線の部分に相当する当該道路の他の側の境界線の部分との間の距離の

うちいずれか長い距離 

 （敷地面積の最低限度） 

第４条 法第３３条第４項の規定により条例で定める予定建築物に係る敷地面積の

最低限度は，次の各号に掲げる専用住宅の建築を目的として行う開発行為の区分

に応じ，それぞれ当該各号に定める面積とする。 

 (1) 市街化区域において行う開発行為 １２０平方メートル 

 (2) 次条第 6 号に規定する開発行為 ３００平方メートル 

 (3) 次条第 8 号に規定する開発行為（開発区域を２以上の区画に分割するものに

限る。）２００平方メートル 

２ 前項の規定にかかわらず，市街化区域において専用住宅の建築を目的として行

う開発行為（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）に関し，当該

開発行為に係る開発区域の立地の特性又は当該開発行為に係る開発区域及びその

周辺の地域において予定若しくは現に設置をされている公共施設との整合性が適

正に図られているものその他の総合的見地からの設計が定められている場合，当

該開発行為の予定建築物に係る敷地面積の最低限度は，１００平方メートルとす

る。ただし，当該敷地面積の合計は，当該開発行為の予定建築物に係る敷地面積

の合計の１０パーセントの面積を限度とする。 

３ 前項の場合において，当該開発行為の予定建築物に係る敷地面積の合計の１０

パーセントの面積が１００平方メートルに満たないときは，当該開発行為の予定

建築物に係る敷地のうち１の予定建築物に係る敷地に限り，当該予定建築物に係

る敷地面積の最低限度を１００平方メートルとすることができる。 

 （法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第５条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為は，次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

 (1) 市街化調整区域において，線引きの日前の土地所有者のうち当該線引きの日

前の土地所有者が所有する土地又はその周辺に居住しているもの（農業を営ま

ない者にあっては，当該線引きの日前から引き続き当該土地又はその周辺に居

住している者に限る。）及びその親族が市街化区域内に建築物の建築が可能な

土地を所有していない場合に，当該親族が婚姻等により当該線引きの日前の土

地所有者が所有する土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住

宅の建築を目的として行う開発行為であって，開発区域の面積が５００平方メ

ートル以下のもの 

(2) 既存集落内において，線引きの日前の土地所有者が自己の居住の用に供する

住宅を所有していない場合に，当該線引きの日前の土地所有者が所有する土地
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において自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発

行為であって，開発区域の面積が５００平方メートル以下のもの 

 (3) 市街化調整区域において，線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法

(昭和 25 年法律第 201 号)第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定により

建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は改築（当該専用住宅の敷地

及び用途を変更しないものに限る。）を目的とする開発行為 

 (4) 市街化調整区域において，線引きの日前に建築物の建築を目的として造成さ

れ，かつ，給水施設，排水施設等が整備されていると認められる土地に，自己

の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為 

 (5) 土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)その他の法令に基づく土地の収用をする

ことができる事業の施行により本市の市街化調整区域内に存する専用住宅を移

転し，又は除却する場合であって，従前と同規模の専用住宅の建築を目的とし

て行う開発行為 

 (6) 特定既存集落内の土地の区域（政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の

防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。）を含まな

い土地の区域に限る。）において，専用住宅の建築を目的として行う開発行為

であって，開発区域の面積が 500 平方メートル以下のもの 

 (7) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成 10 年法律第 41 号)第 3 条第 1

項の規定により本市が定める基本方針で定める土地の区域のうち政令第２９条

の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認め

られる区域を除く。）を含まない土地の区域において，同法４条第１項の規定

による認定を受け同法第２条に規定する優良田園住宅の建設を目的として行う

開発行為 

 （8）市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を

除く。）から１．１キロメートルの範囲内かつ既存集落内に存する土地の区域

（政令第２９条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を考慮して支

障がないと認められる区域を除く。）を含まない土地の区域に限る。）であっ

て，かつ，線引きの日前から宅地である土地の区域において，自己の居住の用

に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為 

 （政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物） 

第６条 政令第３６条第１項第３号ハの規定により条例で定める建築物は，前条各

号に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 この条例は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年条例第１０号） 

 （施行期日） 
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１ この条例は，平成１５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３０条第

１項の規定によりされている申請に係る開発行為（この条例による改正後の柏市

開発行為等許可基準条例第５条の２に規定する条例で定める開発区域の面積に係

るものに限る。）の許可の基準については，なお従前の例による。 

   附 則（平成１７年条例第７９条） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成１７年３月２８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条第４号の規定は，この条例の施行の日以後にされる都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３０条第１項の規定による申請（以下「申請」

という。）に係る開発行為の許可の基準について適用し，同日前にされた申請に

係る開発行為の許可の基準については，なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年条例第３６号） 

 この条例は，平成１９年１１月３０日から施行する。 

   附 則（平成１９年条例第４１号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年条例第６７号） 

 （施行期日） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年７月１日から施行する。ただし，第２条の改正規定，

第４条第１項に１号を加える改正規定及び第５条に３号を加える改正規定は，平

成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項第２号及び第４条の３の規定は，この条例の施行の日以

後にされる都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３０条第１項の規定によ

る申請に係る開発行為の許可の基準について適用し，同日前にされた当該申請に

係る開発行為の許可の基準については，なお従前の例による。 

（旧柏区域に係る法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域の特例） 

３ 平成１７年３月２７日における柏市の区域に相当する区域内に存する土地の区

域に関する改正後の第４条の２の規定の適用については，当分の間，同条第１号

中「土地の区域であって，当該開発区域の全部が市街化区域（工業専用地域及び

地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。）から１．１キロメートルの

範囲内に存するもの」とあるのは，「土地の区域」とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第４条第２項ただし書

の改正規定及び同条に１号を加える改正規定は，平成３１年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条第２項及び第３項の規定は，前項ただし書に規定する施行の日 

 以後にされる都市計画法(昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３ 

 ０条第１項の規定による申請に係る開発行為の許可の基準に適用し，同日前にさ 

 れた 当該申請に係る開発の許可基準については，なお従前の例による。 

３ 改正後の第４条の２第４号及び第４条の３の規定は，この条例の施行の日以後 

 にされる法第３０条第１項の規定による申請に係る開発行為の許可の基準につい 

 て適用し，同日前にされた当該申請に係る開発行為の許可の基準については，な 

 お従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項第３号及び第５条第６号から第８号までの規定は，この

条例の施行の日以後にされる都市計画法(昭和４３年法律第１００号）第３０条第

１項の規定による申請に係る開発行為の許可について適用し，同日前にされた当

該申請に係る開発行為の許可については，なお従前の例による。 

３ 平成１７年３月２７日における柏市の区域に相当する区域内に存する土地の区

域に関する改正後の第５条第８号の規定の適用については，当分の間，同号中

「市街化区域（工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除

く。）から１．１キロメートルの範囲内かつ既存集落内に存する土地の区域」と

あるのは，「既存集落内に存する土地の区域」とする。 
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 柏市開発行為等許可基準条例施行規則  

 

                 平成１４年３月１日公布 

                 柏市規則第８号     

 （趣旨）    

第１条 この規則は，柏市開発行為等許可基準条例（平成１３年柏市条例第４０号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （共同住宅等以外の住宅及び共同住宅等の建築の用に供する目的で行う開発行為

における技術的細目に係る制限の強化） 

第２条 条例第３条第２号ウに規定するア及びイの規定の適用は，次に掲げるとお

りとする。 

(1) 条例第３条第２号ウに規定する開発行為が共同住宅等以外の住宅（自己の居住

の用に供するための専用住宅を除く。以下同じ。）及び共同住宅等の建築の用に

供する目的で行うものである場合においては，同号アの規定は，当該目的を同号

アに規定する目的とみなして適用する。 

(2) 条例第３条第２号ウに規定する開発行為が共同住宅等以外の住宅及び共同住宅

等の建築の用に供する目的で行うものである場合においては，同号イの規定は，

次に掲げる区分に応じ，それぞれに定める面積の合計の面積を同号イに規定する

開発区域の面積とみなして適用する。 

ア 当該開発区域のうち，共同住宅等の敷地にかかる部分 当該敷地に係る部分

の面積 

イ 当該開発区域のうち，共同住宅等以外の住宅及び共同住宅等の敷地以外の部

分 当該敷地以外の部分（当該共同住宅等以外の住宅の居住者の利用にのみ供

する当該部分その他の市長が特に認める当該部分の全部又は一部を除く。）の

面積 

 （補則） 

第３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 
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柏市開発行為事前協議等手続条例  

 

               平成１３年１２月２７日公布 

               柏市条例第４１号      

                   改正 平成１９年１２月２６日条例第４１号 

 （目的） 

第１条 この条例は，開発行為の設計の計画に係る協議等の手続を定めることによ

り，本市における良好な都市環境の総合的かつ計画的な形成及び保持を図り，も

って本市の地域の均衡ある発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第

４条第１２項に規定する開発行為であって，法第２９条第１項の許可を受けなけ

ればならないものをいう。 

(2) 設計 開発行為に関する工事を実施するため必要な図面（現寸図その他これに

類するものを除く。）及び仕様書を作成することをいう。 

(3) 開発区域 法第４条第１３項に規定する開発区域をいう。 

(4) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建

築物をいう。 

(5) 特定工作物 法第４条第１１項に規定する特定工作物をいう。 

(6) 公共施設 法第４条第１４項に規定する公共施設をいう。 

(7) 公益的施設 ごみ収集場その他の公共の利益に資する施設（公共施設を除

く。）をいう。 

(8) 市街化調整区域 法第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。 

(9) 事業者 開発行為をしようとする者をいう。  

 （事前協議） 

第３条 次条第１項の規定による届出をしようとする者は，あらかじめ，次に掲げ

る者と協議をしなければならない。 

(1) 当該届出に係る開発行為に関係がある公共施設及び公益的施設の管理者 

(2) 当該届出に係る開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設

及び公益的施設を管理することとなる者 

(3) 前２号に掲げるもののほか，規則に定める者  

 （届出） 

第４条 事業者は，開発行為の設計を行うときは，あらかじめ，当該開発行為の設

計の計画について，市長に届け出なければならない。 
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２ 前項の規定による届出をしようとする者は，次に掲げる事項を記載した計画協

議願に，前条の協議に係る経過及び同意の有無を示す書面並びに規則で定める書

類及び図書を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所

在地並びに法人にあっては代表者の氏名 

(2) 開発区域の位置，区域及び面積 

(3) 開発区域内において計画する建築物又は特定工作物の用途 

(4) 前各号に掲げるもののほか，規則に定める事項 

 （計画公開板の設置等） 

第５条 前条第１項の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）は，規

則で定めるところにより，同条第２項第１号，第２号及び第３号に規定する事項

その他市長が必要と認める事項を記載した計画公開板を当該計画に係る開発区域

内の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。ただし，当該計画に係る開

発区域が市街化調整区域内であって５００平方メートル未満の面積であるときそ

の他当該計画公開板を設置する必要がないと市長が認めるときは，この限りでな

い。 

２ 届出者は，前項の規定により計画公開板を設置したときは，規則で定めるとこ

ろにより，当該計画に係る開発区域に隣接する土地の所有者及び規則に定める者

（以下この条において「所有者等」という。）に対し，前条第２項第１号，第２

号及び第３号に規定する事項その他開発行為の設計の計画の基本的事項を周知さ

せるための説明を実施しなければならない。ただし，当該所有者等が当該説明の

実施を求めない旨の意思を表示したとき及び当該計画に係る開発区域が市街化調

整区域内であって５００平方メートル未満の面積であるときその他当該説明を実

施する必要がないと市長が認めるときは，この限りでない。 

３ 届出者は，前項の規定による説明の実施に際しては，当該計画について，当該

所有者等との間に紛争の生じることのないよう努めなければならない。 

４ 届出者は，第１項の規定により計画公開板の設置をしたとき及び第２項の規定

により説明の実施をしたときは，規則で定めるところにより，当該設置及び実施

の状況を市長に報告しなければならない。 

５ 前条第１項の規定による届出に係る開発行為について，届出者が，柏市開発事

業等計画公開等条例（平成２１年柏市条例第１２号）第１１条第１項の規定によ

る設置をした場合は第１項の規定による設置をしたものと，同条例第１１条第３

項の規定による説明をした場合は第２項に規定する説明を実施したものと，同条

例第１１条第５項の規定による報告書の提出をした場合は前項の規定による報告

をしたものとみなす。 

 （届出の審査） 
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第６条 市長は，第４条第１項の規定による届出があったときは，開発行為の設計

の計画について速やかに審査し，次に掲げる事項を記載した計画協議済書を当該

届出をした者に対し交付するものとする。 

(1) 開発行為の設計の計画の適否 

(2) 開発行為の設計の計画が適当でない場合にあっては，その理由及び当該計画に

係る変更をすべき事項 

 (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

 （協定） 

第７条 市長は，第５条第４項の規定により計画公開板の設置及び説明の実施に係

る状況の報告（同条第５項の規定によりされたものとみなされた報告を含む。）

を受けたとき（届出者が前条の規定による計画協議済書の交付を受けているとき

に限る。）は，規則で定めるところにより，当該開発行為の設計の計画その他当

該開発行為に関する事項について，次に掲げる者に対し，協定の申込みをするよ

う求めるものとする。ただし，当該計画に係る開発区域が市街化調整区域内であ

って５００平方メートル未満の面積であるときその他市長が当該協定の申込みを

するよう求める必要がないと認めるときは，この限りでない。 

(1) 前条の規定により開発行為の設計の計画が適当である旨の計画協議済書の交付

を受けた者 

(2) 前条の規定により開発行為の設計の計画に係る変更をすべき旨の計画協議済書

の交付を受けた者であって，当該変更を行うもの 

(3) 前２号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

２ 前項の規定による申込みの求めを受けた者であって，市長と前項の協定を締結

しようとするものは，当該求めを受けた日から起算して３０日以内に，協定願に

規則で定める書類及び図書を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による協定願の提出があったときは，速やかに当該協定を

締結するものとする。ただし，当該協定に関する事情の変更その他当該協定を締

結する必要がないと市長が認めるときは，この限りでない。 

４ 前項の規定により締結された協定は，当該協定の締結の日から起算して１年を

経過する日までに，当該協定の締結の相手方（市長以外の者をいう。）が当該協

定に係る計画の設計と同一の設計の開発行為に係る法第３０条第１項の規定によ

る申請書の提出をしないときは，当該経過する日の翌日から，その効力を失うも

のとする。 

 （勧告） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し，期限を定めて，

必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

(1) 第３条の規定による協議を行わない者 

(2) 第４条第１項の規定による届出を行わない者 

(3) 第５条第１項の規定による計画公開板の設置を行わない者 
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(4) 第５条第２項の規定による説明の実施を行わない者 

 （公表） 

第９条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に

従わないときは，意見を述べる機会を与えた上で，柏市公告式条例（昭和２９年

柏市条例第３号）第２条第２項第１号に規定する市庁舎掲示場への掲示及び柏市

広報かしわ発行規則（昭和４７年柏市規則第３０号）に基づき発行する広報かし

わへの掲載により，次に掲げる事項を公表することができる。 

 (1) その者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法

人にあっては代表者の氏名 

 (2) 当該勧告の内容 

 （変更） 

第１０条 事業者は，第４条第１項の規定により届け出た開発行為の設計の計画を

変更しようとするときは，規則で定めるところにより，あらかじめ，市長に届出

を行うとともに，必要な措置をとらなければならない。ただし，軽微な変更その

他当該届出及び必要な措置を行う必要がないと市長が認めるときは，この限りで

ない。 

 （承継） 

第１１条 協議等（この条例に基づき事業者が行う手続その他の行為をいう。以下

この条において同じ。）をした者の相続人その他の一般承継人は，被承継人が有

していた当該協議等をした者の地位を承継する。 

２ 協議等をした者から当該協議等をした者の地位の権原を取得した者は，あらか

じめ市長の承認を受けることにより，当該協議等をした者が有していた当該地位

を承継することができる。 

３ 第１項の規定により地位を承継した者は，遅滞なく，これを市長に届け出なけ

ればならない。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成１４年４月１日から施行する。ただし，附則第３項の規定は，

公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次に掲げる開発行為の設計の計画については，この条例の規定は，適用しない。 

(1) この条例の施行の際現に法第２９条第１項の許可を受けている開発行為の設計

の計画 

(2) 前号に定めるもののほか，この条例の施行の際現に市長との間に締結されてい

る協定に係る開発行為の設計の計画 

 （準備行為） 
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３ 第３条の規定による協議，第４条第１項の規定による届出，第５条第１項の規

定による設置，同条第２項の規定による実施，同条第４項の規定による報告及び

第６条の規定による交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は，この条

例の施行の日前においても，第３条，第４条第１項，第５条第１項，同条第２項，

同条第４項及び第６条の規定の例により行うことができる｡ 

附 則(平成１９年条例第４１号抄) 

（施行期日） 

 1 この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第１２号抄） 

（施行期日） 

 １ この条例は，平成２１年７月１日から施行する。 

附 則（平成２２年条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 
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柏市開発行為事前協議等手続条例施行規則  

 

                 平成１４年３月１日公布 

                 柏市規則第９号     

        改正 平成２０年３月２８日規則第５９号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，柏市開発行為事前協議等手続条例（平成１３年柏市条例第４

１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事前協議） 

第２条 条例第３条第３号に規定する規則に定める者は，次に掲げる者とする。 

 (1) 柏市教育委員会教育長（条例第３条第１号又は第２号に規定する者に該当す

る場合を除く。) 

 (2) 柏市消防局長(条例第３条第１号又は第２号に規定する者に該当する場合を除

く。) 

 (3) その他市長が必要と認める者 

 （届出の書類等） 

第３条 条例第４条第２項に規定する協議に係る経過及び同意の有無を示す書面は，

指摘事項及び処理経過表とする。 

２ 条例第４条第２項に規定する規則で定める書類は，次に掲げるものとする。  

 (1) 計画施設の概要 

 (2) 開発行為計画協議・建築計画概要書 

３ 条例第４条第２項に規定する規則で定める図書は，次に掲げるものとする。 

 (1) 設計の計画に係る開発区域に関するもの 

  ア 位置図              

  イ  公図の写し 

   ウ  現況図 

  エ  土地利用計画図 

  オ 造成計画平面図 

  カ  給水施設計画平面図 

  キ 排水施設計画平面図 

ク  消防水利平面図（当該設計の計画に消防水利がある場合に限る。） 

  ケ  がけの断面図（当該設計の計画にがけがある場合に限る。） 

  コ  擁壁の断面図（当該設計の計画に擁壁がある場合に限る。） 

 (2) 設計の計画に係る市街化調整区域以外の区域に建築する専用住宅(住宅であっ

て，事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅及び共同住宅等以外

のものをいう。)以外の建築物及び特定工作物のうち市長が必要と認めるものに

関するもの 

  ア 平面図 
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  イ ２面以上の立面図及び断面図 

４ 条例第４条第２項第４号に規定する規則に定める事項は，前項に規定する図書

を作成した者の氏名，住所及び連絡先とする。 

 （計画公開板の設置等） 

第４条 条例第５条第１項本文の規定により規則で定める計画公開板の形状並びに

設置の時期，方法及び数は，次に掲げるものとする。 

 (1) 形状 縦の長さが６０センチメートル以上であって,横の長さが８０センチメ

ートル以上の長方形の形状であること。 

 (2) 設置の時期 条例第４条第１項の規定による届出の日から起算して３日(国民

の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日を含む。)以内

の日 

 (3) 設置の方法 計画公開板の対角線の交点が地盤面から１メートルの高さに位

置するように固定して設置すること。 

 (4) 設置の数 １以上で，当該設計の計画に係る開発区域の位置，面積等に応じ

て市長が定める数 

２ 条例第５条第２項本文の規定により実施する説明は，説明会の開催又は所有者

等に対して個別的に行う説明とする。 

３ 条例第５条第２項本文に規定する規則に定める者は,同項に規定する開発区域に

隣接する土地に係る建築物の所有権を有する者（建物の区分所有等に関する法律

(昭和３７年法律第６９号)第２条第２項に規定する区分所有者である場合であっ

て，同法第３条に規定する管理者が置かれているときは，当該管理者）とする。 

４ 条例第５条第４項の規定による市長への報告は,次の各号に掲げる区分に応じ，

それぞれ当該各号に定めるところにより速やかに行うものとする。 

 (1) 条例第５条第１項本文の規定による計画公開板の設置 当該設置の状況の写

真の提出 

 (2) 条例第５条第２項本文の規定による説明の実施 隣接土地所有者等名簿並び

に意見及び要望書を添付した隣接土地所有者等説明報告書の提出 

 （協定の申込み） 

第５条 条例第７条第１項本文の規定による協定の申込みの求めは，次の各号に掲

げる者に対し，それぞれ当該各号に定めるときに速やかに行うものとする。 

 (1) 同項第１号及び第２号に規定する者 同項に規定する報告を受けたとき。 

 (2) 同項第３号に規定する者 市長が必要と認めたとき。 

２ 条例第７条第２項に規定する規則で定める書類は，設計の計画に係る開発区域

の土地所有者の承諾書とする。 

３ 条例第７条第２項に規定する規則で定める図書は，次に掲げるものとする。 

 (1) 第３条第３項に規定する図書 

 (2) 実測図 

 (3) 造成計画断面図 



 22

 (4) 道路計画縦断図及び横断図 

 (5) 排水区域図 

 (6) 排水計画縦断図 

 （設計の計画の変更） 

第６条 条例第１０条本文の規定による設計の計画の変更に係る届出は，設計計画

変更届に当該変更に係る事項の書面，書類及び図書を添付して行うものとする。 

２ 条例第１０条本文の規定により事業者がとる必要な措置は，次の各号に掲げる

変更をしようとする時期の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるものとする。 

 (1) 条例第４条第１項の規定による届出を行った後から条例第５条第１項本文の

規定による計画公開板の設置及び同条第２項本文の規定による説明の実施(一部

の設置及び実施を含む。)をする前までの間 当該変更をしようとする事項に係

る条例第３条各号に規定する者との協議並びに当該協議に係る経過及び同意の

有無を示す書面の市長への提出 

 (2) 条例第５条第１項本文の規定による計画公開板の全部の設置及び同条第２項

本文の規定による説明の全部の実施が終了した後から当該計画の開発行為に係

る都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第２９条第１項に規定する許可を受

ける前までの間 次に掲げるもの 

  ア 当該変更をしようとする事項に係る条例第３条各号に規定する者との協議

並びに当該協議に係る経過及び同意の有無を示す書面の市長への提出 

  イ 条例第５条第１項本文の規定により設置した計画公開板の変更及び同条第

２項本文の規定による説明（当該設計の計画の変更をしようとする事項に限

る。）並びに当該計画公開板の変更及び当該説明の実施に係る条例第５条第４

項の規定の例による市長への報告 

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。 

   附 則  

 この規則は,平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年規則第５９号抄） 

 この規則は,平成２０年４月１日から施行する。 
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 柏市都市計画法開発行為等の規制施行細則  

 

               平成１４年３月２９日公布 

               柏市規則第４１号     

                   改正 平成１５年 ３月３１日規則第４６号 

                      平成１７年 ３月 ７日規則第 ５号 

                      平成１９年１１月３０日規則第９６号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は， 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 3

章第 1節に規定する開発行為等の規制に係る事務の施行に関し，法，都市計画法施行

令(昭和 44 年政令第 158 号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和 44

年建設省令第 49 号。以下「省令」という。)に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。 

第 2条 削除 

(平 15 規則 46) 

(設計説明書) 

第 3 条 省令第 16 条第 2 項に規定する設計説明書は，設計説明書とする。 

(資金計画書の添付書類) 

第 4 条 省令第 16 条第 5 項に規定する資金計画書には，次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

(1) 工事施行者が発行する工事費の内訳明細書 

(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類 

(開発行為許可申請書の添付書類) 

第 5 条 省令第 16 条第 1 項に規定する開発行為許可申請書には，次に掲げる図面及び書

類を添付しなければならない。 

(1) 開発区域を明らかにする公図の写し 

(2) 開発区域に含まれる土地及び開発行為に関する工事をしようとする土地の登記事

項証明書 

(3) 申請者の資力及び信用に関する書類 

(4) 工事施行者の能力に関する書類 

(5) 開発区域の求積図又は実測図 

(6) 道路縦断図，道路横断図及び構造図 

(7) 排水区域図並びに排水施設の縦断図及び構造図 

(8) 擁壁の構造図及び構造計算書(擁壁がある場合に限る。) 

(9) その他市長が必要と認める図面及び書類 

2 前項第 3号に規定する申請者の資力及び信用に関する書類は，次に掲げるもの(主と

して，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設



 24

の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が 1ヘクタール以上のものを除

く。)に係る開発行為許可申請書の場合にあっては，第 2号及び第 3号に掲げるものを

除く。)とする。 

(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては，当該法人の登記事項証明書) 

(2) 資産に関する調書及び当該申請をしようとする日の属する年度の前年度の所得税

に関する納税証明書(法人の場合にあっては，財務諸表及び法人税に関する納税証明

書) 

(3) 事業経歴書(申請者が法人の場合に限る。) 

3 第 1 項第 4 号に規定する工事施行者の能力に関する書類は，次に掲げるもの(主とし

て，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以

外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の

用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が 1ヘクタール以上のものを除く。)

に係る開発行為許可申請書の場合にあっては，第 3号に掲げるものを除く。)とする。 

(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては，当該法人の登記事項証明書) 

(2) 工事経歴書 

(3) 建設業者許可証明書 

4 省令第 17 条第 1 項第 3号に規定する書類は，開発行為施行同意書とし，当該同意書

に同意をした者の印鑑証明書を添付しなければならない。 

5 省令第 17 条第 1 項第 4号に規定する書類は，開発行為に関する工事の設計者の資格

申告書とし，省令第 19 条第 1 項に規定する資格を証する書類の写しを添付しなければ

ならない。 

(既存の権利者の届出) 

第 6 条 法第 34 条第 13 号の規定による届出は，既存の権利者の届出書により行わなけ

ればならない。 

(開発行為の許可又は不許可の通知) 

第 7 条 法第 35 条第 1 項の規定による許可の決定に係る同条第 2項の規定による通知は

当該許可する旨を記載した開発行為許可通知書により，同条第 1項の規定による不許

可の決定に係る同条第 2項の規定による通知は当該許可しない旨及びその理由を記載

した開発行為不許可通知書により行うものとする。 

(開発行為の変更の許可の申請) 

第 8 条 法第 35 条の 2 第 1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は，開発

行為変更許可申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する開発行為変更許可申請書には，次に掲げる図面及び書類を添付しなけ

ればならない。 

(1) 変更の理由及び内容を記載した図面及び書類 

(2) 第 5 条第 1 項に規定する図面及び書類のうち，開発行為の変更に伴いその内容が

変更されるもの 

(3) 設計変更説明図(開発行為の変更が設計の変更に係る場合に限る。) 
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(4) その他市長が必要と認める図面及び書類 

(開発行為の変更の許可又は不許可の通知) 

第 9 条 法第 35 条の 2 第 4 項において準用する同条第 1項本文の規定による変更の許可

の申請に対する法第 35 条第 1 項の規定による変更の許可の決定に係る同条第 2項の規

定による通知は当該許可する旨を記載した開発行為変更許可通知書により，当該法第

35 条第 1項の規定による変更の不許可の決定に係る同条第 2項の規定による通知は開

発行為変更不許可通知書により行うものとする。 

(開発行為に係る軽微な変更の届出) 

第 10 条 法第 35 条の 2第 3項の規定による届出をしようとする者は，開発行為変更届

出書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する開発行為変更届出書には，変更の理由及び内容を記載した図面及び書

類並びに次の各号に掲げる変更の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める図面及び書

類を添付しなければならない。 

(1) 省令第 28 条の 4 第 1 号に規定する変更 設計変更説明図 

(2) 省令第 28 条の 4 第 2 号に規定する変更 第 5条第 3項第 1号及び第 2号に規定す

る書類 

(工事の着手等の届出) 

第 11 条 開発許可を受けた者又は工事施行者は，当該開発行為に関する工事に着手しよ

うとするときは，開発行為に関する工事の着手届を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する開発行為に関する工事の着手届には，当該工事の現場管理者に関する

事項を記載するとともに，次に掲げる当該工事に関する図面及び書類を添付しなけれ

ばならない。 

(1) 案内図 

(2) 工程表 

(3) 着手前の現況写真 

(4) 特定建設作業実施届出書の写し(当該工事に伴い，特定建設作業を実施する場合に

限る。) 

(5) 当該開発許可を受けた旨を記載した標識の設置状況を示す写真 

3 前項に規定する現場管理者の変更をしたときは，現場管理者変更届を市長に提出しな

ければならない。 

(工事完了届出書の添付書類) 

第 12 条 省令第 29 条に規定する工事完了届出書には当該開発区域の全部の工事の完成

図(省令第 16 条第 4項に規定する土地利用計画図の例により作成したものをいう。こ

の条において同じ。)及び当該開発区域に含まれる土地の境界実測図を，公共施設工事

完了届出書には当該公共施設に関する工事により設置された公共施設の完成図及び当

該設置された公共施設の用に供する土地の境界実測図を添付しなければならない。 

(建築制限等の解除の承認) 
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第 13 条 法第 37 条第 1号の規定による承認を受けようとする者は，工事完了公告以前

の建築承認申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する工事完了公告以前の建築承認申請書には，次に掲げる図面及び書類を

添付しなければならない。 

(1) 建築物を建築し，又は特定工作物を建設しようとする土地の位置及び区域を表示

する図面 

(2) 前号に規定する土地内において建築しようとする建築物又は建設しようとする特

定工作物に係る平面図，位置を表示する図面並びに 2面以上の立面図及び断面図 

(3) その他市長が必要と認める図面及び書類 

3 市長は，第 1項の規定による申請書の提出があった場合，承認の可否を速やかに決定

し，当該承認する旨の決定をしたときはその旨を記載した工事完了公告以前の建築承

認通知書により，当該承認しない旨の決定をしたときはその旨及びその理由を記載し

た工事完了公告以前の建築不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。 

(工事の廃止の届出書の添付書類) 

第 14 条 省令第 32 条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には，次に掲げ

る書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 当該工事の廃止の理由を記載した書類 

(2) 当該工事を廃止した日における当該工事の廃止に係る土地の区域内の現況を明示

する写真 

(3) 当該工事の廃止に係る土地の区域内における当該工事を実施した公共施設の原状

回復及び当該区域内に講じた防災等の措置を記載した書類及び図面 

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面 

(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請及び通知) 

第 15 条 法第 41 条第 2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は，市街化調

整区域内における建築物の特例許可申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書には，第 13 条第 2

項に規定する図面を添付しなければならない。 

3 市長は，第 1項の規定による申請書の提出があった場合，許可の可否を速やかに決定

し，当該許可する旨の決定をしたときはその旨を記載した市街化調整区域内における

建築物の特例許可通知書により，当該許可しない旨の決定をしたときはその旨及びそ

の理由を記載した市街化調整区域内における建築物の特例不許可通知書により当該申

請者に通知するものとする。 

(予定建築物以外の建築等の許可の申請) 

第 16 条 法第 42 条第 1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は，予定建築

物以外の建築等許可申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する予定建築物以外の建築等許可申請書には，第 13 条第 2項に規定する

図面を添付しなければならない。 
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3 市長は，第 1 項の規定による申請書の提出があった場合，許可の可否を速やかに決定

し，当該許可する旨の決定をしたときはその旨を記載した予定建築物以外の建築等の

許可通知書により，当該許可しない旨の決定をしたときはその旨及びその理由を記載

した予定建築物以外の建築等の不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。 

(建築物の新築等の許可の申請書の添付書類及び通知) 

第 17 条 省令第 34 条第 1項に規定する建築物の新築，改築若しくは用途の変更又は第 1

種特定工作物の新設許可申請書には，次に掲げる図面及び書類を添付しなければなら

ない。 

(1) 第 13 条第 2 項に規定する図面及び書類 

(2) 建築物を新築し，改築し，若しくは用途を変更し，又は第 1種特定工作物を新設

しようとする土地の公図の写し及び登記事項証明書 

(3) その他市長が必要と認める図面及び書類 

2 市長は，前項の規定による申請書の提出があった場合，許可の可否を速やかに決定し，

当該許可する旨の決定をしたときはその旨を記載した建築物の新築，改築若しくは用

途の変更又は第 1種特定工作物の新設許可通知書により，当該許可しない旨の決定を

したときはその旨及びその理由を記載した建築物の新築，改築若しくは用途の変更又

は第 1種特定工作物の新設不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。 

(許可に基づく地位の承継の届出) 

第 18 条 法第 44 条の規定による承継をした者が市長に提出する書類は，許可承継届出

書によらなければならない。 

2 前項に規定する許可承継届出書には，当該地位を承継したことを証する書類その他市

長が必要と認める図面及び書類を添付しなければならない。 

(開発許可の地位の承継に係る承認の申請及び通知) 

第 19 条 法第 45 条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は，開発許可承

継承認申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項に規定する開発許可承継承認申請書には，承認を受けようとする者が開発許可を

受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行

する権原を取得したことを証する書類並びに第 5条第 1項第 3号及び第 4号に規定す

る書類を添付しなければならない。 

3 市長は，前項の規定による申請書の提出があった場合，承認の可否を速やかに決定し，

当該承認する旨の決定をしたときはその旨を記載した開発許可承継承認通知書により，

当該承認しない旨の決定をしたときはその旨及びその理由を記載した開発許可承継不

承認通知書により当該申請者に通知するものとする。 

(開発登録簿の調書) 

第 20 条 省令第 36 条第 1項に規定する調書は，開発登録簿調書とする。 

(開発許可済の標識の設置) 

第 21 条 開発許可を受けた者は，当該工事の期間中に当該開発区域内の見やすい場所に

開発許可済の標識を設置しなければならない。 



 28

(開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請及び通知) 

第 22 条 省令第 60 条の規定により同条に規定する適合していることを証する書面の交

付を受けようとする者は，開発行為又は建築に関する証明書交付申請書を市長に提出

しなければならない。 

2 前項の開発行為又は建築に関する証明書交付申請書には，次に掲げる書類及び図面を

添付しなければならない。 

(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては，当該法人の登記事項証明書) 

(2) 申請の内容を明らかにする書類 

(3) 案内図 

(4) 位置図 

(5) 土地利用計画図 

(6) 建築物の平面図並びに 2面以上の立面図及び断面図 

(7) 土地の登記事項証明書 

(8) 農地転用の許可書又は受理証明書の写し(農地転用の許可を要する場合に限る。) 

(9) その他市長が必要と認める書類及び図面 

3 市長は，第 1項の規定による申請に対して当該適合していることを証する書面を交付

する旨の決定をしたときは，その旨を記載した開発行為又は建築に関する証明書を当

該申請者に交付するものとする。 

(申請等の取下げ) 

第 23 条 法，政令，省令及びこの規則に基づき市長に対して行われた申請及び承認の取

下げをしようとする者は，あらかじめ市長に取下届を提出しなければならない。 

(身分証明書) 

第 24 条 法第 82 条第 2項に規定する身分を示す証明書は，立入検査証とする。 

(補則) 

第 25 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は，公布の日から施行する。 

(柏市都市計画法施行令に基づき開発区域の面積を定める規則の廃止) 

2 柏市都市計画法施行令に基づき開発区域の面積を定める規則(平成 13 年柏市規則第 56

号)は，廃止する。 

附 則(平成 15 年規則第 46 号) 

この規則は，平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則(平成 17 年規則第 5号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

 附 則（平成 19 年規則第 96 号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第 1条の改正規定は，平成２０年４月 1

日から施行する。 
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設 計 計 画 協 議 基 準  
 

 柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例 施 行 規 則 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ く

必 要 な 事 項 は ， 次 の と お り と す る 。 

 

１ 計画協議の内容 

 

 １  事 業 者 が 行 う 計 画 協 議 の 内 容 は ， 次 の と お り と す る 。 

 

(1) 開 発 行 為 等 で 中 高 層 建 築 物 を 建 築 す る 場 合 に は ， 柏 市 開 発 事 業

等 計 画 公 開 等 条 例 （ 平 成 ２ １ 年 柏 市 条 例 第 １ ２ 号 ） に 基 づ き 市 長

と 協 議 す る も の と す る 。 

(2) 工 業 地 域 内 に 居 住 用 の 開 発 行 為 を 行 う 場 合 に は ， 柏 市 工 業 地 域

内 の 住 宅 等 建 築 指 導 指 針 （ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） に 従 う も の

と す る 。 た だ し ， 当 該 地 域 内 の 工 場 ， 事 業 所 等 の 従 業 員 の た め の

居 住 用 の 開 発 行 為 に つ い て は ， こ の 限 り で な い 。 

(3) 開 発 行 為 等 は ， 関 係 法 令 に 適 合 す る と と も に ， 本 市 の 総 合 計 画

等 に 沿 っ て 計 画 す る も の と す る 。 

 ア  環 境 の 保 全 上 ， 災 害 の 防 止 上 ， 通 行 の 安 全 上 又 は 事 業 活 動 の

効 率 上 支 障 が 生 じ な い よ う な 規 模 及 び 構 造 で 道 路 ， 公 園 ， 広 場

そ の 他 の 公 共 の 用 に 供 す る 空 地 等 を 適 当 に 配 置 し た 事 業 計 画 を

策 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 当 該 空 地 に 関 す る 都

市 計 画 が 定 め ら れ て い る と き は ， こ れ に 適 合 す る よ う に し な け

れ ば な ら な い 。 

 イ  開 発 行 為 等 は ， 開 発 区 域 の 周 辺 地 域 の 自 然 環 境 及 び 居 住 環 境

に 配 慮 す る と と も に ， 公 共 施 設 及 び 公 益 施 設 等 の 整 備 状 況 に 配

慮 し て 施 行 す る も の と す る 。 

 ウ  柏 市 土 地 利 用 誘 導 委 員 会 の 方 針 が 示 さ れ た 場 合 は ， そ の 方 針

に 沿 っ て 計 画 す る も の と す る 。 

(4) 開 発 区 域 及 び そ の 周 辺 地 域 の 地 形 ， 地 質 ， 過 去 の 災 害 の 状 況 等

を 調 査 し ， が け 崩 れ ， 土 砂 の 流 出 ， 出 水 ， 浸 水 ， 地 盤 沈 下 そ の 他

開 発 行 為 等 に 起 因 す る 災 害 の 防 止 に 万 全 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な

ら な い 。 開 発 行 為 等 に 起 因 す る 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は ， 事 業 者
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は ， 直 ち に 適 切 な 措 置 を 講 じ る と と も に ， 市 長 に 報 告 す る も の と

す る 。 

(5) 開 発 区 域 内 の 予 定 建 築 物 の 敷 地 の 形 状 は ， 原 則 整 形 と す る 。 た

だ し ， 周 辺 状 況 等 に よ り や む を 得 ず 旗 状 の 敷 地 （ 道 路 に 接 す る 部

分 の 長 さ よ り 奥 行 き の 方 が 長 い 路 地 状 部 分 に よ り 接 道 し て い る 敷

地 ） と す る 場 合 は ， 別 途 ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(6) 市 民 の 利 用 す る 施 設 を 建 築 又 は 設 置 す る 場 合 に は ， 千 葉 県 福 祉

の ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 ８ 年 千 葉 県 条 例 第 1 号 ） 及 び 柏 市 福 祉 の 

ま ち づ く り の た め の 施 設 整 備 要 綱 （ 昭 和 ５ ９ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 制 定 ） 

に 基 づ き 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(7)  開 発 行 為 等 の 施 行 に あ た っ て は ， 公 害 防 止 関 係 法 令 及 び 柏 市 環

境 保 全 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 柏 市 条 例 第 ３ ２ 号 ） を 遵 守 し ， 市 長 と 協

議 す る も の と す る 。 

(8) 文 化 財 の 保 護 に つ い て は ， 本 市 教 育 長 を 経 て 千 葉 県 教 育 委 員 会

教 育 長 と 協 議 す る も の と す る 。 開 発 行 為 等 の 工 事 の 施 行 に 伴 い 埋

蔵 文 化 財 を 発 見 し た 場 合 ， 事 業 者 は ， 直 ち に 工 事 を 中 断 し ， 現 状

を 保 存 す る と と も に ， 文 化 財 を 保 護 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ

な け れ ば な ら な い 。 

(9) 既 存 樹 木 の 保 護 若 し く は 植 栽 等 に 配 慮 す る と と も に ， 積 極 的 に

緑 化 の 推 進 に 努 め る も の と し ， 柏 市 緑 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 ７

年 柏 市 条 例 第 ２ ３ 号 ） を 遵 守 し ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(10) 公 共 下 水 道 処 理 区 域 以 外 の 区 域 で 開 発 行 為 等 を 行 う 場 合 に は ，

柏 市 浄 化 槽 取 扱 指 導 要 綱 （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ７ 日 施 行 ） に 基 づ き 浄

化 槽 を 設 置 し ， し 尿 等 の 適 正 な 処 理 に つ い て 市 長 と 協 議 す る も の

と す る 。 

(11) 開 発 区 域 内 に 都 市 計 画 決 定 若 し く は 本 市 が 新 設 又 は 改 良 計 画 を

定 め て い る 道 路 ， 公 園 ， 排 水 そ の 他 の 公 共 施 設 が あ る 場 合 に は ，

そ の 計 画 に 基 づ き 用 地 を 確 保 し ， 必 要 な 整 備 を す る も の と す る 。 

こ の 場 合 に お い て ， 事 業 者 の 負 担 が 開 発 行 為 等 の 規 模 に 比 べ 均

衡 を 欠 く と き は ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(12) 開 発 行 為 等 （ 自 己 の 居 住 用 の も の を 除 く 。 ） に 係 る 道 路 計 画

（ 電 柱 用 地 を 含 む 。 ） が あ る 場 合 に は ， こ れ を 整 備 し 分 筆 の

上 ， 本 市 に 無 償 で 帰 属 す る も の と す る 。 
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(13) ０ ． ３ ヘ ク タ ー ル 以 上 の 開 発 行 為 等 （ 自 己 の 居 住 用 の も の を 除

く 。 ） に お い て は 公 園 を 整 備 し ， 当 該 用 地 を 分 筆 後 ， 本 市 に 無 償

で こ れ を 帰 属 す る も の と す る 。 

(14) 排 水 施 設 を 水 路 又 は 道 路 敷 以 外 の 土 地 に 設 置 す る 場 合 に は ， 当

該 排 水 施 設 の 維 持 管 理 に 必 要 な 用 地 （ 起 点 及 び 終 点 が 水 路 又 は 道

路 に 面 す る こ と ） を 確 保 す る と 共 に ， こ れ を 整 備 し 分 筆 の 上 ， 本

市 に 無 償 で 帰 属 す る も の と す る 。 

(15) 消 防 水 利 施 設 の 用 地 等 の 無 償 提 供 に つ い て は ， 消 防 局 長 と 協 議

す る も の と す る 。 

(16) 本 市 の 水 道 事 業 か ら 給 水 を 受 け る 場 合 に は ， 計 画 協 議 願 を 提 出

す る 前 に ， そ の 供 給 に つ い て 当 該 水 道 事 業 管 理 者 と 協 議 す る も の

と す る 。 

(17) 居 住 用 の 開 発 行 為 等 を 行 う 場 合 に は ， 【 別 表 第 １ 】 に 定 め る 基 

準 に 適 合 し た 防 犯 灯 の 設 置 に つ い て ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(18) 信 号 機 ， カ ー ブ ミ ラ ー ， 停 止 ラ イ ン 等 の 交 通 安 全 施 設 を 設 置 す

る 場 合 に は ， 千 葉 県 公 安 委 員 会 委 員 長 及 び 本 市 道 路 管 理 者 等 と 協

議 す る も の と す る 。 

(19) 開 発 行 為 等 に 係 る 農 地 転 用 等 に つ い て は ， 本 市 農 業 委 員 会 委 員

長 と 協 議 の 上 ， 必 要 な 手 続 き を 行 う も の と す る 。 

(20) 道 路 か ら 駐 車 施 設 へ の 出 入 り 口 に つ い て は ， 原 則 と し て 一 箇 所

と し ， 必 要 最 小 限 の 幅 員 と す る こ と 。 な お ， 共 同 住 宅 等 （ 有 料 老

人 ホ ー ム 等 を 除 く ） の 開 発 行 為 等 を 行 う 場 合 に は ， 【 別 表 第 ２ 】

に 定 め る 基 準 に 適 合 し た 自 動 車 を 収 容 で き る 駐 車 施 設 の 配 置 に つ

い て ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。   

(21) 共 同 住 宅 等 の （ 有 料 老 人 ホ ー ム 等 を 除 く ） 開 発 行 為 等 を 行 う 場

合 に は ， 【 別 表 第 ３ 】 に 定 め る 基 準 に 適 合 し た 自 転 車 等 の 駐 車 施

設 の 設 置 に つ い て ， 市 長 と 協 議 す る も の と す る 。 

(22) 開 発 行 為 等 で 中 高 層 建 築 物 を 建 築 す る 場 合 に は ， 【 別 表 第 ４ 】

に 定 め る 基 準 に 適 合 し た 消 防 施 設 の 設 置 に つ い て ， 本 市 消 防 局 長

と 協 議 す る も の と す る 。 
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２ その他の事項 

 

 １  開 発 行 為 調 整 会 議 等 に つ い て は ， 次 の と お り と す る 。 

 

(1) 市 長 は ， 柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例 第 ３ 条 に 基 づ く 事 前

協 議 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 に は ， 開 発 行 為 調 整 会 議 を 開 催 す る も

の と す る 。 た だ し ， 開 発 区 域 の 面 積 が ０ ． ６ ヘ ク タ ー ル 未 満 の 場

合 ， 或 い は ０ ． ６ ヘ ク タ ー ル 以 上 で あ っ て も 市 長 が 特 に 必 要 が な

い と 判 断 し た 場 合 は ， こ の 限 り で は な い 。 

(2) 事 業 者 は ， 事 前 協 議 に 係 る 事 項 に つ い て ， 開 発 行 為 調 整 会 議 に

出 席 し ， 説 明 す る も の と す る 。 

 

２  工 事 及 び 検 査 に つ い て 事 業 者 が 行 う こ と は ， 次 の と お り と す る 。 

 

(1) 開 発 行 為 等 に 係 る 工 事 に 着 手 し よ う と す る 場 合 に は ， 別 に 定 め

る 工 事 の 着 手 届 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。 

(2) 工 事 の 施 行 に あ た っ て は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な

ら な い 。 

 ア  付 近 の 建 築 物 及 び 施 設 に 被 害 を 及 ぼ さ な い よ う 事 前 に 調 査 を

す る こ と 。 

 イ  前 記 の 調 査 に 基 づ き ， 被 害 の 少 な い 工 法 を 選 ぶ こ と 。 

 ウ  振 動 ， 騒 音 ， 粉 じ ん ， 車 両 の 通 行 ， 工 事 資 材 及 び 土 砂 の 散 乱 

 等 に よ り 付 近 住 民 に 迷 惑 を か け な い よ う 必 要 な 対 策 を 講 じ る こ と 。 

 エ  ご み 及 び 残 材 を 適 切 に 処 理 す る こ と 。 

(3) 開 発 行 為 等 に 係 る 工 事 を 完 了 し た 場 合 に は ， 別 に 定 め る 工 事 の

完 了 届 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。 

(4) 事 業 者 は ， 市 長 が 必 要 に 応 じ て 行 う 工 事 の 中 間 検 査 及 び 完 了 検

査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 中 間 検 査 及 び 完 了 検 査 の 結 果 ， 工 事

に 不 備 が あ っ た 場 合 に は ， 速 や か に 是 正 し な け れ ば な ら な い 。 

 

 ３  帰 属 及 び 管 理 に つ い て 事 業 者 が 行 う 基 本 的 な 手 続 き は ， 次 の 

  と お り と す る 。 
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(1) 本 市 に 帰 属 （ 寄 附 行 為 を 含 む 。 以 下 同 じ ） す る こ と と な る 公 共

施 設 及 び 公 益 的 施 設 （ 以 下 「 帰 属 施 設 」 と い う 。 ） は ， 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

 ア  公 共 施 設 及 び そ の 用 に 供 す る 土 地 （ 協 定 書 に お い て 別 に 定 め

を し た も の は 除 く 。 ） 

 イ  公 益 的 施 設 及 び そ の 用 に 供 す る 土 地 で あ っ て ， 協 定 書 に お い

て 帰 属 す る こ と と し た も の 

(2) 本 市 へ の 帰 属 は ， 事 業 者 か ら の 無 償 譲 渡 に よ る も の と す る 。 

(3) 帰 属 施 設 の 用 地 と 民 地 の 境 界 を 明 確 に す る た め ， 本 市 が 指 定 す

る 境 界 石 を 埋 設 す る も の と し ， 道 路 境 界 石 の 埋 設 間 隔 に つ い て は

２ ０ メ ー ト ル を 標 準 と す る 。 

(4) 帰 属 施 設 の 用 地 に つ い て は ， 完 了 検 査 日 ま で に 分 筆 登 記 を 行 っ

た 上 ， 帰 属 手 続 き に 必 要 な 関 係 図 書 類 （ 帰 属 願 ， 所 有 権 移 転 登 記

関 係 書 類 ， 各 種 管 理 図 等 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

な お ， 帰 属 す る 土 地 に 抵 当 権 そ の 他 所 有 権 の 完 全 な 行 使 を 阻 害

す る 制 限 が あ る 場 合 に は ， 事 業 者 は ， そ の 制 限 の 全 部 を 除 去 し た

上 ， 市 長 に 関 係 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

(5) 帰 属 施 設 の 用 地 に つ い て ， 事 業 者 以 外 の 者 で 所 有 権 ， 抵 当 権 等

を 有 す る 者 が あ る 場 合 に は ， 事 業 者 は ， そ の 者 の 帰 属 同 意 を 都 市

計 画 法 第 ２ ９ 条 に 規 定 す る 許 可 の 申 請 時 ま で に 得 な け れ ば な ら な

い 。 ま た ， 帰 属 施 設 の 用 地 を 事 業 者 以 外 の 者 が 所 有 し て い る 場 合

に は ， 事 業 者 は ， 工 事 の 完 了 時 ま で に 当 該 土 地 の 所 有 権 を 取 得 す

る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 

(6) 帰 属 施 設 に 瑕 疵 が あ っ た 場 合 ， 帰 属 の 日 か ら ２ 年 経 過 す る ま で

は ， 事 業 者 の 負 担 に よ り 補 修 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 当 該

瑕 疵 が 事 業 者 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ る 場 合 は ５ 年 と す る 。 

  ま た ， 帰 属 関 係 図 書 に つ い て 帰 属 後 誤 り が 明 ら か に な っ た 場 合

に は ， 帰 属 の 日 か ら １ 年 間 は 事 業 者 の 負 担 に よ り 修 正 し な け れ ば

な ら な い 。 

(7) 開 発 行 為 等 に 係 る 工 事 の 材 料 に つ い て は ， そ の 品 質 管 理 に 努 め ， 

各 種 試 験 成 績 書 ， 工 事 記 録 簿 ， 工 事 写 真 等 を 工 事 完 了 公 告 の 日 か 

ら ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 

(8) 帰 属 を 受 け な い 公 共 施 設 若 し く は 公 益 的 施 設 及 び そ れ ぞ れ の 用



 ６

に 供 す る 土 地 は ， 柏 市 公 共 公 益 施 設 の 事 業 者 の 管 理 に 関 す る 基 準

（ 昭 和 ６ １ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） に 基 づ き ， 事 業 者 の 責 任 に お い て 維

持 管 理 し な け れ ば な ら な い 。 



 ７

【 別 表 第 １ 】 防 犯 灯 の 設 置 基 準 

１  照 明 器 具 

  照 明 器 具 は ， １ ０ Ｖ Ａ  Ｌ Ｅ Ｄ 自 動 点 滅 器 付 を 標 準 と す る こ と 。 

２  設 置 方 法 

   設 置 方 法 は 電 柱 供 架 を 原 則 と し ， 電 柱 が 設 置 さ れ な い 場 合 は 鋼

製 ポ ー ル を 建 柱 し ， 設 置 す る こ と 。 

  設 置 間 隔 は ， ３ ０ メ ー ト ル を 標 準 と す る こ と 。 

３  維 持 管 理 

   防 犯 灯 の 維 持 管 理 に つ い て は ， 地 元 町 会 と 協 議 の 上 移 管 す る こ

と 。 協 議 が 不 成 立 の 場 合 は ， 事 業 者 が 維 持 管 理 す る こ と 。 

 

【 別 表 第 ２ 】 自 動 車 駐 車 施 設 の 設 置 基 準 

１  設 置 台 数 

 ア  設 計 戸 数 の ５ ０ パ ー セ ン ト 以 上 の 台 数 の 自 家 用 自 動 車 を 収 容

で き る 駐 車 施 設 を 確 保 す る こ と 。 

  イ  上 記 ア の 規 定 に か か わ ら ず ， 開 発 区 域 に 係 る 用 途 地 域 の 区 分

が 商 業 地 域 及 び 近 隣 商 業 地 域 で あ る 場 合 は ， 計 画 戸 数 の ２ ０ パ

ー セ ン ト 以 上 の 台 数 を 確 保 す る こ と 。 

  ウ  上 記 ア の 規 定 に か か わ ら ず ， 共 同 住 宅 等 の 住 戸 の 専 有 面 積 が

２ ５ 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 場 合 は ， 計 画 戸 数 ３ 戸 に １ 台 の 割

合 以 上 の 台 数 を 確 保 す る こ と 。 

  エ  上 記 ア の 規 定 に か か わ ら ず ， 開 発 区 域 の 面 積 が １ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 場 合 は ， 計 画 戸 数 の ３ ０ パ ー セ ン ト 以 上

の 台 数 を 確 保 す る こ と 。 

２  設 置 場 所 

   自 動 車 駐 車 施 設 は ， 開 発 区 域 内 に 整 備 す る こ と 。 た だ し ， や

む を 得 な い 特 段 の 事 情 が あ る 場 合 で ， 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す

る も の に つ い て は ， 開 発 区 域 外 に 整 備 す る こ と を 認 め る 。 

 ア  必 要 設 置 台 数 の ６ ０ パ ー セ ン ト 以 上 は ， 開 発 区 域 内 に 確 保 さ

れ て い る こ と 

  イ  開 発 区 域 か ら ５ ０ ０ メ ー ト ル 以 内 の 場 所 で あ る こ と 。 

３  自 動 車 １ 台 当 た り の 区 画 及 び 構 造 

   長 辺 ５ メ ー ト ル 以 上 ， 短 辺 ２ ． ５ メ ー ト ル 以 上 を 標 準 と す る 。 



 ８

   ま た ， 仕 上 げ に つ い て は 原 則 透 水 性 舗 装 と し ， １ 台 当 た り ご

と に 区 画 線 を 設 け る こ と 。 た だ し ， 機 械 式 駐 車 施 設 の 設 置 に つ

い て は ， 別 途 協 議 す る こ と 。 

 

【 別 表 第 ３ 】 自 転 車 駐 車 施 設 の 設 置 基 準  

１  設 置 台 数 

   計 画 戸 数 の １ ０ ０ パ ー セ ン ト 以 上 の 台 数 の 自 転 車 を 収 容 で き

る 駐 車 施 設 を 確 保 す る こ と 。  

２  設 置 場 所 

   自 転 車 駐 車 施 設 は ， 開 発 区 域 内 に 整 備 す る こ と 。  

３  自 転 車 １ 台 当 た り の 区 画 及 び 構 造 

   長 辺 １ ． ９ メ ー ト ル 以 上 ， 短 辺 ０ ． ６ メ ー ト ル 以 上 を 標 準 と

す る 。 ま た ， 仕 上 げ に つ い て は 区 画 線 等 に よ り 明 示 す る も の と

し ， 案 内 標 識 を 設 け る こ と 。 た だ し ， ラ ッ ク 式 駐 車 施 設 の 設 置

に つ い て は ， 別 途 協 議 す る こ と 。  

 

【 別 表 第 ４ 】 消 防 施 設 の 設 置 基 準  

１  消 防 活 動 を 行 う た め の 空 地 等 

   高 さ １ ０ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 の 建 築 を 目 的 と す る 開 発 行

為 等 を 施 行 す る 事 業 者 は ， は し ご 付 消 防 自 動 車 等 が 当 該 建 築 物

に 接 近 し て 消 防 活 動 を 行 う の に 支 障 が な い と 認 め ら れ る 縦 ６ メ

ー ト ル 以 上 ， 横 １ ２ メ ー ト ル 以 上 の 空 地 及 び 当 該 空 地 ま で の 進

入 路 を 確 保 す る こ と 。 

２  屋 上 緊 急 離 発 着 場 等 

   高 さ が ４ ０ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 の 建 築 を 目 的 と す る 開 発

行 為 等 を 施 行 す る 事 業 者 は ， 当 該 建 築 物 の 屋 上 に ヘ リ コ プ タ ー

が 活 動 す る た め の 屋 上 緊 急 離 発 着 場 等 の 設 置 に つ い て ， 別 途 協

議 す る こ と 。 



 ９

柏市工業地域内の住宅等建築指導指針 

 

第 １  こ の 指 針 は ， 工 業 地 域 内 に お い て 事 業 者 が 住 宅 等 を 建 築 し よ  

う と す る 場 合 に ， 住 宅 入 居 者 と 隣 接 工 場 等 の 設 置 者 と の 間 に 生

ず る 紛 争 を 未 然 に 防 止 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 注 ） 工 業 地 域 ： 都 市 計 画 法 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 工 業 地   

   域 を い う 。  

 

第 ２  事 業 者 は ， 工 業 地 域 内 に 住 宅 等 を 建 築 す る 場 合 は ， 現 状 の 土  

地 利 用 状 況 及 び 隣 接 す る 地 域 地 区 と の 整 合 を 考 慮 し た 住 宅 建 築

計 画 を 策 定 し ， 計 画 協 議 願 を 提 出 す る 前 に 市 長 と 協 議 し な け れ

ば な ら な い  

 

第 ３  事 業 者 は ， 住 宅 建 築 に 係 る 開 発 行 為 等 の 計 画 協 議 願 を 提 出 す  

る 前 に ， 開 発 計 画 及 び 建 築 計 画 の 内 容 に つ い て ， 住 宅 等 の 予 定

地 域 に 隣 接 す る 工 場 等 の 設 置 者 等 に 説 明 し ， 紛 争 を 未 然 に 防 止

し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ４  事 業 者 は ， 住 宅 の 居 住 者 又 は 購 入 者 に 対 し ， 当 該 区 域 の 用 途  

及 び 隣 接 す る 工 場 等 の 業 種 並 び に 周 辺 の 環 境 に つ い て ， 販 売 時

に 物 件 概 要 説 明 書 等 に よ り 周 知 徹 底 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

  ま た ， 隣 接 す る 工 場 等 か ら の 法 令 に 定 め る 基 準 の 範 囲 内 の 騒 音 ，  

振 動 ， 臭 気 等 に 対 し て 緩 衝 緑 地 帯 ， 二 重 窓 構 造 等 の 適 切 な 措 置 を  

し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ５  事 業 者 は ， 第 ３ に 掲 げ る 事 項 に つ い て ， 計 画 協 議 願 の 提 出 時  

ま で に 経 過 及 び 結 果 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ６  事 業 者 は ， 第 ４ に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 物 件 概 要 説 明 書 又 は  

広 告 等 を ， 販 売 時 前 に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



 １０ 

柏市公共公益施設等の事業者の管理に関する基準 
 

（ 趣 旨 ）  

 設 計 計 画 協 議 基 準 に 定 め る 帰 属 で き な い 又 は ， 帰 属 を 受 け な い 公

共 施 設 及 び 公 益 的 施 設 の 管 理 等 に つ い て は ， 本 基 準 に よ る も の と す

る 。 な お ， 本 基 準 に お け る 公 共 施 設 及 び 公 益 的 施 設 に は ， そ の 用 に

供 す る 用 地 を 含 む も の と し ， 以 下 「 公 益 的 施 設 」 と い う 。  

 

（ 該 当 す る 公 益 的 施 設 ）  

１  本 基 準 に 該 当 す る 公 益 的 施 設 は ， 開 発 区 域 内 又 は 区 域 外 に あ っ   

 て ， 次 に 掲 げ る 施 設 の 用 に 供 す る も の と す る 。  

 ア  自 動 車 の 駐 車 施 設 ， 自 転 車 の 駐 車 施 設 ， 集 会 施 設 ， ご み 収 集   

場 等 の 清 掃 施 設 ， 排 水 に 関 す る 施 設 ， 社 会 福 祉 に 関 す る 施 設 ，   

そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 施 設 。  

（ 協 定 書 の 遵 守 ）  

２  事 業 者 は ， 上 記 １ に 掲 げ た 施 設 の 維 持 管 理 を 適 切 に 行 う こ と に  

つ い て ， 又 そ の 土 地 を 施 設 の 用 に 永 続 的 に 供 す る こ と に つ い て ，  

柏 市 開 発 行 為 事 前 協 議 等 手 続 条 例 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 協 定 を 締 結  

す る と 共 に ， 当 該 協 定 を 遵 守 す る も の と す る 。 

（ 公 益 的 施 設 の 譲 渡 ）  

３  事 業 者 は ， 公 益 的 施 設 を 他 の 第 三 者 に 譲 渡 又 は 貸 与 す る 場 合 は ，  

上 記 ２ の 協 定 事 項 を 譲 渡 又 は 貸 与 す る 者 に 継 承 さ せ る も の と す る 。  

（ 区 画 の 設 定 ）  

４  公 共 公 益 施 設 等 に つ い て は ， 境 界 を 明 確 に 判 断 で き る よ う 縁 石 ，  

柵 等 を 設 置 し ， 分 筆 等 に よ り 区 画 を 設 定 す る も の と す る 。  

（ 適 用 除 外 ）  

５  上 記 ４ に つ い て ， 区 画 の 設 定 が 事 実 上 困 難 で あ る と 市 長 が 認 め  

る も の に つ い て は ， こ の 限 り で な い 。  

（ 公 益 的 施 設 の 変 更 等 ）  

６  事 業 者 は ， 後 日 に お い て ， 公 益 的 施 設 の 位 置 及 び 形 状 等 を 変 更   

し よ う と す る と き ， 又 は 他 の 目 的 と 複 合 し て 公 益 的 施 設 を 利 用 し  

よ う と す る と き ， あ る い は 利 用 目 的 を 失 い 公 益 的 施 設 を 撤 去 し よ  

う と す る と き は ， 予 め そ の 旨 を 市 長 に 届 出 な け れ ば な ら な い 。  
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 ４ － ４  切 土                     ２ ２  

    （ 政 令 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 ， 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 ）  

 ４ － ５  渓 流 等 に お け る 盛 土              ２ ３  

    （ 政 令 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 ， 省 令 第 １ ２ 条 ）  

 ４ － ６  排 水 施 設 の 設 置 （ 政 令 第 １ ６ 条 ）        ２ ３  

 ４ － ７  大 規 模 造 成 盛 土 の 安 全 性 の 検 討         ３ １  

 ４ － ８  軟 弱 地 盤 等 で 行 う 宅 地 造 成           ３ ２  

 ５  擁壁に関する基準           ３３ 
 ５ － １  共 通 基 準                   ３ ４  

 ５ － ２  擁 壁 設 置 上 の 留 意 事 項             ３ ７  

 ５ － ３  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 擁 壁 構 造 基 準        ４ １  

 ５ － ４  練 積 み 造 擁 壁 構 造 基 準             ４ ７  

 ５ － ５  そ の 他                    ４ ８  

 ６  崖面崩壊防止施設に関する技術的基準  ４９         

  

  



 ７  崖面及びその他の地表面の保護 

   に関する基準             ５１         
 ７ － １  崖 面 及 び 地 表 面 の 保 護 （ 政 令 第 １ ５ 条 ）     ５ １  

 ８  土石の堆積に関する技術的基準      ５３ 
 ８ － １  土 石 の 堆 積 に 関 す る 基 本 事 項          ５ ４  

    （ 政 令 第 １ ９ 条 ， 省 令 第 ３ ３ 条 ）  

 ８ － ２  土 石 の 崩 壊 及 び 流 出 防 止 措 置          ５ ６  

    （ 省 令 第 ３ ２ 条 ， ３ ４ 条 ）  

 ９  土地の保全              ５８  
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Ⅳ 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する工事 

  の許可基準 

１ 宅地の定義について 

【宅地造成及び特定盛土等規制法】 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 宅地 農地、採草放牧地及び森林（以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農

地等」という。）並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されて

いる土地（以下「公共施設用地」という。）以外の土地をいう。 

 …（略）… 

 

【宅地造成及び特定盛土等規制法施行令】 

（公共の用に供する施設） 

第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。）第二条

第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防

護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する

施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運

動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるものとする。 

 

【宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則】 

（公共の用に供する施設） 

第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。）第二

条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施

設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる

施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和四

十九年法律第百一号）第二条第二項に規定する防衛施設とする。 

２ 令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓

地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業

集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 

 

１－１ 宅地（法第２条第１号） 

「宅地」とは一般に言われる宅地（建築物を建築するための敷地）だけでなく，

道路・公園・河川等の公共の用に供する敷地及び農地等（農地，採草放牧地及び森

林（森林法））を除く全ての土地が対象となる。 
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２ 宅地造成等に関する工事 

【法律】 

（定義） 

第二条 …（略）… 

 二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定め

るものをいう。 

 三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地

等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める

ものをいう。 

 四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの（一定期間の経過後に

当該土石を除却するものに限る。）をいう。 

 …（略）… 

（宅地造成等工事規制区域） 

第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等

又は土石の堆積（以下この章及び次章において「宅地造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそれ

が大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、

又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。）

であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域

として指定することができる。 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、

当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならな

い。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事に

ついては、この限りでない。 

 

【政令】 

（定義等） 

第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風

化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 

２ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 

３ 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を

含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の

崖は一体のものとみなす。 

４ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同

じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さ

とする。 

（宅地造成及び特定盛土等） 

第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 

 一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるも

の 

 二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるも

の 

 三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メート

ルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土

を除く。） 

 四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの 
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  五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五

百平方メートルを超えるもの 

（土石の堆積） 

第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。 

 一 高さが二メートルを超える土石の堆積 

 二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを

超えるもの 

 

２－１ 対象工事等 

①（法第２条第２号，第３号，第４号） 

「宅地造成」とは，「宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更」

をいう。 

「特定盛土等」とは，「宅地又は農地等において行う土地の形質の変更で，近接

する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの」をいう。 

「土石の堆積」とは，「宅地又は農地等において行う土石の堆積（一定期間の経

過後に当該土石を除去するものに限る。）」をいう。 

 ※なお，一定期間とは，許可日から５年以内とする。 

②（法第１０条第１項及び法第１２条第１項） 

 柏市が定める宅地造成等工事規制区域（柏市内全域）内において，後述する土

地の形質の変更を行う場合には，宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制

法」という。）の許可が必要となる。 

※なお，工事に関連して一体的に利用する土地についても申請区域に含むものと

する。（工事の一体性の考え方については「柏市開発行為審査基準」と同様の運

用とする。） 

③（政令第１条第３項） 

下の図において，図2-1-1 は一体の崖，図2-1-2 では別の崖と見なす。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2‐1‐1 一体の崖 

一体の崖

30°

崖ア

崖イ

別の崖

30°

30°

崖ア

崖イ

図 2‐1‐2 別の崖 
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 ④（政令第３条） 

許可を要する土地の形質の変更は次のものをいう。 

 

ア 盛土の場合で，その土地の部分に高さが

１メートルを超える崖を生じるもの（政

令第３条第１号） 

 

 

 

イ 切土の場合で，その土地の部分に高さが

２メートルを超える崖を生じるもの（政令

第３条第２号） 

 

 

ウ 盛土と切土を同時にする場合で， 

 盛土及び切土をした土地の部分に高さが

２メートルを超える崖を生じるもの（上記

ア，イに該当する場合を除く）（政令第３

条第３号） 

 

エ 上記のア，ウに該当しないが，盛土で 

 高さが２メートルを超えるもの（政令第

３条第４号） 

※「盛土の高さ」については，盛土のうち最

も高い部分と最も低い部分の高低差とす

る 

 

オ 上記のア，イ，ウ，エに該当しないが，盛土又は切土をする土地の面積の合計

が５００平方メートルを超えるもの 

 （政令第３条第５号） 

※高さが２メートル以下であって，盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が

３０センチメートル以下のものは除く。 

盛土

２ｍ超

３０°以下

２ｍ超

盛土

切土

１ｍ以下

2ｍ以下

切土

２ｍ超

１ｍ超

盛土

図 2‐1‐3 盛土で 1m を超える崖を生じるもの 

図 2‐1‐4 切土で 2m を超える崖を生じるもの 

図 2‐1‐5 盛土及び切土で 2m を超える崖を生 
       じるもの 

図 2‐1‐6 崖を生じない盛土で 2m を超えるもの 
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⑤（政令第４条） 

 許可を要する土石の堆積は次のものをいう。 

 

 ア 高さが２メートルを超える土 

  石の堆積（政令第４条第１号） 

 ※土石の堆積を行う土地の面積が３００

平方メートル以下のものは除く。 

 

 イ 上記のアに該当しないが，土 

  石の堆積を行う土地の面積が５００

平方メートルを超えるもの（政令第４

条第２号） 

 ※土石の堆積を行う土地の地盤面の標

高と堆積した土石の表面の標高差が３０センチメートル以下のものは除く。 

 

⑥政令第３条第１号から第４号に対する解釈：該当する例 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事は，後記の⑧のような宅地の違反状態の

発生を防止するため，原則，高低差すべてを一体の擁壁で覆うものであるが，次の

ア～ウは，やむを得ない理由等により，高低差すべてを擁壁で処理しない計画と

した場合の対象工事範囲の考え方について示したものである。 

 

ア 図 2-1-9 は，擁壁の見 

 え高さは１メートル以下だ

が，盛土により生じた崖全体

の高さが１メートルを超え

るため，政令第３条第１号に

該当する。 

 

土石

５００㎡超

３０ｃｍ超

土石

２ｍ超

３００㎡超

１ｍ超

盛土

３０°超

１ｍ以下

３０°

３０°以下

図 2‐1‐7 土石の堆積で 2m を超えるもの 

図 2‐1‐8 土石の堆積で 500 ㎡を超えるもの 

図 2‐1‐9 該当の判断例① 
  

 ※擁壁の見え高さは 1m 以下だが，崖全体の高低差 
   が 1m を超えるため該当 
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イ 図 2-1-10 は，擁壁の見 

 え高さは２メートル以下だ

が，切土により生じた崖全体

の高さが２メートルを超え

るため，政令第３条第２号に

該当する。 

 

 

ウ 図 2-1-11 は，擁壁の見え高

さは２メートル以下だが，盛

土及び切土により生じた崖

全体の高さが２メートルを

超えるため，政令第３条第３

号に該当する。 

 

 

⑦政令第３条第１号から第４号に対する解釈：該当しない例 

 

ア 図 2-1-12 は，崖下を盛土

したが，露出部分が地山であ

るため，政令第３条第１号に

は該当しない。 

 

 

 

イ 図 2-1-13 は，１メー 

 トルを超える高低差があり，

かつ「崖」であるが，盛土

をすることにより「崖」で

なくなるため，政令第３条

第１号には該当しない。 

（※２メートル以下のものに限る。） 

２ｍ以下

２ｍ超

切土

３０°

３０°以下

３０°超

２ｍ超

盛土

２ｍ以下

３０°

切土

切土

３０°以下

３０°超
盛土

１ｍ超
（２ｍ以下）

３０°超
３０°以下

盛土

図 2‐1‐10 該当の判断例② 
  

 ※擁壁の見え高さは 2m 以下だが，崖全体の高低差 
   が 2m を超えるため該当 

図 2‐1‐11 該当の判断例③ 
  

 ※擁壁の見え高さは 2m 以下だが，崖全体の高低差 
   が 2m を超えるため該当 

図 2‐1‐12 該当しない判断例① 
  

 ※盛土だが，露出の部分が地山となるため該当しない 

図 2‐1‐13 該当しない判断例② 
  

 ※盛土で 1m を超えるが 30°以下となるため該当しない 
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ウ 図 2-1-14 は，崖上を 

 切土したが，露出部分が

地山であるため，政令第

３条第２号には該当しな

い。 

 

 

 

エ 図 2-1-15 は，２メー 

 トルを超える高低差があ

り，かつ「崖」である

が，切土をすることによ

り「崖」でなくなるた

め，政令第３条第２号に

は該当しない。 

 

 

オ 図 2-1-16 は，崖下を

盛土し，崖上を切土した

が，露出部分が地山であ

るため，政令第３条第３

号には該当しない。 

 

 

  

切土

３０°超

２ｍ超

３０°以下
３０°超

切土

盛土

切土

３０°超

図 2‐1‐14 該当しない判断例③ 
  

※切土だが，露出部分が地山となるため 

図 2‐1‐15 該当しない判断例④ 
  

※切土で 2m を超えるが 30°以下となるため 

図 2‐1‐16 該当しない判断例⑤ 

※盛土及び切土をしたが露出部分が地山となるため 
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⑧既存擁壁の築造替えにおいての判断基準 

ア 擁壁の高さ，構造，位置，擁壁前後の地盤面の高さがそれぞれ既

存と変更が生じない場合の築造替えにおいて，擁壁の高さが２メー

トルを超える場合，本法による許可を要しないが，建築基準法の許

可を別途要する。また，擁壁除却の際には，法第２１条第３項の届

出を提出すること。 

なお，この場合においては，既存擁壁が過去に許可を取得し，検

査済みであり，かつその後においても築造時の諸条件と同一でなけ

ればならない。 

従って，既存構造物が許可を未取得であるコンクリートブロック

造等であれば，新規に本法の許可を要することとなる。 

また，検査済み後に下記の違反状態としたときは，検査時の状態

に戻すか，新規に本法の許可を得て，これら違反状態を解消しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

  

 

 

２ｍ超 ２ｍ超

許可擁壁

増し積み擁壁の例

許可擁壁

盛土地盤

現地盤

完了検査後に
無許可で築造

図 2‐1‐16 擁壁やり替えパターン①（許可不要） 
  

 ※盛土規制法の許可を要しない：同位置，同形状でのやり替え（建築基準法上の工作物申請に該当）  
 ただし，盛土規制法に適合しない既存擁壁（CB 等）は「ない」ものとして扱う 

図 2‐1‐17 許認可後のやり替えパターン② 
      （積み増し擁壁の違反例） 
  

図 2‐1‐18 許認可後のやり替えパターン③ 
      （2 段擁壁の違反例） 
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イ 既存擁壁が練積み擁壁等で，Ｌ型擁壁等に築造替えする場合に

は，下図の部分に盛土が生じるため，１メートルを超える場合に

本法の許可を要する。 

 

 

 

ウ 既存擁壁がＬ型擁壁等で，練積み擁壁等に築造替えする場合に

は，下図の部分に切土が生じるため，２メートルを超える場合に

本法の許可を要する。 

 

 

 

図 2‐1‐19 許認可後のやり替えパターン④ 
      （地盤高の変更による違反例） 
  

図 2‐1‐20 許認可後の擁壁やり替えパターン⑤ 
  

 ※盛土規制法による許可を要する：擁壁角度が大きくなるため，「盛土」に該当 

図 2‐1‐21 許認可後の擁壁やり替えパターン⑥ 
  

 ※盛土規制法による許可を要する：擁壁角度がゆるくなるため，「切土」に該当 

許可擁壁

盛土地盤

現地盤

完了検査後に
無許可で盛土

３０°

完了検査後に
無許可で切土

１ｍ超 １ｍ超

許可擁壁

盛土

Ｌ型擁壁
に布設替

２ｍ超 ２ｍ超

許可擁壁

切土

間知擁壁
に布設替
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⑨（政令第３条第５号関連） 

 盛土又は切土をする面積は以下のとおりとする。 

 

 

  上記の算定面積が５００平方メートルを超える場合には，盛土又

は切土の高さに係わらず本法の許可が必要となる。（高さが２メー

トル以下であって，盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が３

０センチメートル以下のものは除く。） 

  図は，本法による許可のみを要する場合のものであり，開発行為

等により道路のセットバックの基準がより大きい場合は，そちらを

優先するものとする。 

 

 

 

 

 

 

  

盛土

切土

切土

浸透層

浸透層

面積算定範囲

整地（３０ｃｍ以下の盛土・切土）
の範囲ならば，面積控除可能

２項道路中心線

２項道路中心線

盛土

２ｍ以上

２ｍ以上

図 2‐1‐22 切土又は盛土の面積算定範囲 
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２－２ 許可が不要となる工事等 

【政令】 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等） 

第五条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。 

 一 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届

出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しく

は第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実

施に係る工事 

 二 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第

二項（同法第八十七条において準用する場合を含む。）若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは

第二項の規定による認可を受けた者（同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項

又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。）が行う当該届出又は認可に

係る施業案の実施に係る工事 

 三 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定によ

る認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七

の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

 四 砂利採取法（昭和四十三年法律第七十四号）第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を

受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管

理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

 五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事

として主務省令で定めるもの 

 

【省令】 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第八条 令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 

 一 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五

条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事 

 二 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若し

くは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二

条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届

出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

 三 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二十一条第一項若しくは第四項（同法第四

十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る

工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項（同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあ

る物品の埋却に係る工事 

 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第七条第六項若しくは第十

四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託（非常災害時における市町村から委託を受けた

者による委託を含む。）を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に

係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の

許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

 五 土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当

該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当

該許可に係る工事 

   六 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出 

   された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第 
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    十五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項（同法第十八条 

   第五項において準用する場合を含む。）の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第 

   三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三 

   十九条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事 

 七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

 八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 

  イ 地方住宅供給公社 

  ロ 土地開発公社 

  ハ 日本下水道事業団 

  ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

  ホ 独立行政法人水資源機構 

  ヘ 独立行政法人都市再生機構 

 九 宅地造成又は特定盛土等（令第三条第五号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さが

二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル（都道

府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）を超えない盛土又は切土をするもの 

 十 次に掲げる土石の堆積に関する工事 

  イ 令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超

えないもの 

  ロ 令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石

の表面の標高との差が三十センチメートル（都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）

を超えないもの 

  ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で

発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの 

 

① 災害の発生のおそれがないものと認められる工事（政令第５条及び

省令第８条） 

  以下に掲げる工事については災害の発生のおそれがないと認められる

ため，許可不要となる。 

 

 ・鉱山保安法に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工事等） 

 ・鉱業法に基づく鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事） 

 ・採石法に基づく岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事） 

 ・砂利採取法に基づく砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事） 

 ・土地改良法に基づく土地改良事業（農業用用排水施設の新設等），土地改良事

業に附帯する事業，土地改良事業に準ずる事業 

 ・火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 

 ・家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却 

 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等 

 ・土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の排出又は処理等 



13 

 

 ・平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置

法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分 

 ・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

 ・国，地方公共団体又は省令第８条第８号に掲げる法人が非常災害のために必要

な応急措置として行う工事 

 ・高さ２メートル以下かつ面積５００平方メートル超の盛土又は切土（政令第３

条第５号の盛土又は切土に限る。）であって，盛土又は切土をする厚さが３０

センチメートルを超えないもの 

 ・政令第４条第２号の土石の堆積であって，土石の堆積をする厚さが３０センチ

メートルを超えないもの 

 ・工事の施行に付随して行われる土石の堆積（ 注 １ ）であって，当該工事に使用す

る土石（ 注 ２ ）又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場（ 注 ３ ）又はその付

近（ 注 ４ ）に堆積するもの 

 

 （注１）「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは，主となる本体工事

があった上で，当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石

を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で，

本体工事に係る主任技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）等が本体

工事の管理と併せて一体的に管理するものをいう。 

 （注２）「工事に使用する土石」とは，工事で行う盛土や埋立等の恒久物に用い

る土石を指すが，これに加え，工事用道路等の仮設構造物を構築するた

めに用いるものを含む。 

 （注３）「工事の現場」とは，工事が行われている土地を指す。なお，請負契約

を伴う工事にあっては，請負契約図書，工事施工計画書その他の書類に

工事の現場として位置付けられた土地（本体の工事が行われている土地

から離れた土地を含む。）については，工事の現場として取り扱う。 

 （注４）「工事の現場の付近」とは，本体工事に係る主任技術者等が本体の工事

現場と一体的な安全管理が可能な範囲として，容易に状況を把握し，到

達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当する。 
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② 土地の形質を維持する行為（通常の営農行為） 

  以下に掲げる，土地利用のために土地の形質を維持する行為につい

て，一定の規模を超えない範囲においては，災害の危険性を増大させな

いことから，許可不要となる。 

  なお，通常の営農行為に該当するかの判断については，担当課と協議

する。 

 

 

 

③ 規制対象とならない土石の堆積 

  以下に掲げる土石の堆積については，盛土規制法の規制対象外とし

て取り扱うため，許可不要となる。 

 

 ・試験，検査等のための試料の堆積 

 ・屋根及び壁で囲まれた空間等の閉鎖された場所における土石の堆積 

 ・岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が３０度以下のもの 

補足事項主な行為区分

（注１）土砂を含まない土壌改良剤は土石の扱い
とならない。

（注２）作物生産のために耕起，施肥等が行われ
る土層である表土が，降雨によって流出した場合
や，特定の作物栽培上で表土の厚さが不足する場
合に行う補充を想定。

（注３）表土を補充する前後の土地の地盤面の標
高差が３０センチメートルを超えないもの。

耕起，代かき，整地，畝立て土
地
の
形
質
の
維
持
に
該
当
す
る
行
為

（
通
常
の
営
農
行
為
）

⇒

盛
土
規
制
法
の
規
制
対
象
外

土地改良剤（たい肥等）の投入（注１）

表土の補充（注２）・（注３）

けい畔の新設・補修・除去

農業用暗渠排水の新設・改修

樹園地における樹木の改植

耕作道の維持管理

盛土・切土を伴わない荒廃農地の再生
（伐根，整地等）

ほ場の大区画化・均平・勾配修正土
地
の
形
質
の
変
更
に
該
当
す
る
行
為

⇒

盛
土
規
制
法
の
規
制
対
象
と
な
り
う
る
行
為

盛土を伴う田畑転換

盛土・切土を伴う荒廃農地の整備

農業用施設用地の整備

農道の整備

表2-2-1 通常の営農行為等の主な行為

盛土

切土

ほ場の大区画化のイメージ

盛土

道 畑

（田）

盛土を伴う田畑転換のイメージ



15 

 

 

 ・主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内に

おいて堆積された，商品又は製品の原材料となる土石の堆積 

  

 ※主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等に

ついては，敷地内において商品又は製品の原材料となる土石を堆積

する場合や，商品又は製品である土石を堆積する場合のいずれにつ

いても，盛土規制法の規制対象となる。 

 

３ 許可申請に関する手続き等について 

【法律】 

（許可の特例） 

第十五条 …（略）… 

２ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事

規制区域の指定後に都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項又は第二項の許可を受け

たときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたもの

とみなす。 

（変更の許可等） 

第十六条 …（略）… 

５ 前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等

に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当

該工事に係る第一項の許可又は第二項の規定による届出とみなす。 

 

３－１ みなし許可 

  都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる宅地造成又は特定盛土

等に関する工事については，盛土規制法の許可を受けたものものとみな

す。同様に，都市計画法に基づく，変更許可，変更届についても盛土規

制法によるものとみなすことができる。 

  そのため，許可後の手続き及び規制については，都市計画法の規定の

みならず，盛土規制法の規定も適用されることとなるため，留意が必要

である。（中間検査，定期報告，監督処分，罰則等） 

 

※なお，許可後の「標識の掲示」については，盛土規制法に基づく標識に

不足する項目を追記することで，開発許可済の標識と兼用可能。 
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３－２ 住民への周知 

【法律】 

（住民への周知） 

第十一条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところによ

り、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅

地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

 

【省令】 

（住民への周知の方法） 

第六条 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための

必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規

定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条及び次条第一項において「指定都市」と

いう。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条及び次条第一項において「中核

市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。）の条例若しくは

規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。 

 一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。 

 二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民

に配布すること。 

 三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示す

るとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。 

 四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法 

 

■周知の方法と範囲 

  工事の許可を申請する際には，あらかじめ工事の施行に係る土地の周

辺地域の住民に対し，工事の内容を周知させるための措置を講じること。 

  実際に周知を行ったことを確認するため，許可申請の際には，添付書

類として「周知措置報告書」を提出すること。 

 

［周知の方法］ 

  次のいずれかの方法により周知を行うこと。ただし，宅地造成に伴い

災害が生ずるおそれが特に大きい土地（４－５渓流等における盛土）に

おいて，高さが１５メートルを超える盛土をする場合は，①の方法によ

るものとする。 

  ①説明会の開催 

  ②書面の配布 

  ③工事の施行に係る土地又はその周辺での掲示＋ウェブページに掲載 

 ※ 周知の範囲については，表 3-2-1 参照 
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［周知の範囲］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■周知する工事の具体的内容 

  周知する工事の具体的な内容については，次の内容を含むこととする。 

 

 ①工事主の氏名又は名称 

 ②工事が施行される土地の所在地 

 ③工事施行者の氏名又は名称 

 ④工事の着手予定年月日及び完了予定年月日 

 ⑤盛土又は切土の高さ / 土石の堆積の最大堆積高さ 

 ⑥盛土又は切土をする土地の面積 / 土石の堆積を行う土地の面積 

 ⑦盛土又は切土の土量 / 土石の堆積の最大堆積土量 

 ⑧周知した工事に関する関係者の問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
盛土等の
最大高さ

ｈ

盛土等

住民への周知を行う範囲
（境界からの水平距離）

Ｉ≦５ｈ

I

表3-2-1 住民への周知を行う範囲

盛土等

地盤勾配１/１０以下

L

L≦２ｈ

L

盛土等の
最大高さ
ｈ

住民への周知を行う範囲
（境界からの水平距離）

住民への周知を行う範囲盛土等の区分

・施行区域の隣接土地
・盛土等の境界から盛土等の最大高さｈに対して水平距離２ｈ以内の範囲

・平地盛土
・切土
・土石の堆積

・施行区域の隣接土地
・盛土等の境界から盛土等の最大高さｈに対して水平距離５ｈ以内の範囲

・渓流等における盛土
・谷埋め盛土
・腹付け盛土
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４ 宅地造成等に関する工事の技術的基準 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書

に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委

任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令

で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措

置が講ぜられたものでなければならない。 

２ …（略）… 

 

４－１ 適用 

 「宅地造成等に関する工事」にあっては，盛土規制法の法令及び施行令，

施行規則のほか，「盛土等防災マニュアルの解説」に定められた内容による

ものとする。 

 なお，本基準（Ⅳ編 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する工事の許

可基準）は，「審査基準」として特に留意すべき事項を記載するものとする。 

 

４－２ 基本事項 

 「宅地造成等に関する工事」にあたっては，原則，地盤調査を行うもの

とする。 

【定義】 

 「地盤調査」 

 主として，宅地造成等が行われる土地の地層，土質，地下水位，地

盤の支持力・水平反力・沈下量などを調べるために行うボーリング調

査等の原位置調査をいう。 

 「土質試験」 

 主として，設計計算等に用いる土質諸定数を求めるために現地で

採取した乱さない試料を用いて行う，三軸圧縮試験等の物理試験の

ことをいう。 

 

■地盤に関する技術的基準 

【政令】 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）

の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設

（擁壁を除く。）で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして
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 主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカ

ーその他の土留とする。 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ず

る措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水

等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずるこ

と。 

  イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、

これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。 

  ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用

いて透水層を設けること。 

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の

土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

  二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが

接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準の

うち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部

分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水

その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

 二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが

特に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合

においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安

定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。 

 三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り

抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関す

るものは、次に掲げるものとする。 

 一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に

生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

  イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるも

のに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

   （１） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

   （２） その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端

から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

  ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁

の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

  ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

  二 …（略）… 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ

（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は

連続しているものとみなす。 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置
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に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるお

それがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当

するものを設置することとする。 

 一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

 二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする

措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合にお

いては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機

能を有するものとすることができる。 

 三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるもの

であること。 

 四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所

に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

  イ 管渠の始まる箇所 

  ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

  ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当

な箇所 

 五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

 六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜が設けられているものであること。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面か

ら盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該

地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置

することとする。 

 

【省令】 

（宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地） 

第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主

務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 

 一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

 二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土

地 

 三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水

が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

４－３ 盛土（政令第７条第１項及び２項） 

■盛土の計画及び施工の留意事項について 

(1) 盛土法面（この場合，駐車場，庭先等の造成仕上げ面を含む）の勾配

は，高さ，盛土材料，土質にかかわらず，３０度以下とすること。 

(2) 盛土法面は原則として，芝張，モルタル吹き付け工，コンクリート吹

き付け工，法枠工又は法面緑化工法により当該法面を保護すること。 

(3) 高さが３メートルを超える盛土法面が生ずるときは，高さ３メート

ル以内ごとに幅１～２メートル以上の小段（下段の法と反対方向に流
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れるように勾配をとること。）を設け，各々の法の下端に排水施設（小

段排水層及び排水溝）を設置すること。 

(4) 盛土を行う原地盤は，盛土に緩みや有害な沈下が起こらないよう腐

植土の要因となる草木の伐開・除根を行い，また，腐植土のある場合は

除去すること。 

(5) 原地盤の勾配１５度（約１：４）程度以上の傾斜地盤上に盛土をする

ときは，原地盤を段切りし，盛土を原地盤にくい込ませること。段切り

の寸法は高さ５０センチメートル，幅１メートル以上とし，段切り面に

は排水のために勾配を設け有孔管による暗渠を設けるよう努めること。 

 この場合，許可申請書（都市計画法第２９条許可を含む）に，その概

ねの範囲を図示すること。 

 また，旧谷部などの地下水位が高くなる箇所では，地盤の傾斜が緩く

ても段切りを必ず行うこと。 

(6) 盛土法面の高さが５メートルを超える場合は，「盛土等防災マニュア

ルの解説」を準拠し，法面の安定計算を行い、安全性を検討すること。

この際，安全率が常時で１．５以上，地震時（大地震時）で１．０以上

とし，計算を行うこと。 

(7) 盛土材料は，有機質土等を除いた良質土を使用すること。 

  また，盛土工事については，地表水等（雨水その他の地表水又は地下

水）の浸透による緩み，沈下，崩壊又は滑りが生じないように，まき出

し厚約３０センチメートルごとに，ローラーその他これに類する建設

機械を用いて締め固めを行うこと。 

 

■盛土の際の原地盤の把握 

 盛土の設計に際しては，地形・地質調査等を行って，盛土の基礎地盤

の安定性を検討することが必要である。特に，盛土の安定性に影響を及

ぼす傾斜地盤，軟弱地盤及び地下水位の状況については入念に地盤調査

を行うこと。 

 

■盛土の分類 

  盛土のタイプにより，災害を防止するために必要な措置が異なるため，

適切に盛土の分類を行った上で基準への適合性等を判断すること。 



22 

 

(1) 谷埋め盛土 

   谷や沢を埋め立てて行う盛土をいう。 

(2) 平地盛土 

   勾配１/１０以下の平坦地において行われる盛土で，谷埋め盛土に

該当しないものをいう。 

(3) 腹付け盛土 

   勾配１/１０超の傾斜地盤上において行われる盛土で，谷埋め盛土

に該当しないものをいう 

 

４－４ 切土（政令第７条第２項第３号，政令第８条第１項第１号） 

 (1) 擁壁を設置しない切土崖面は，次によるものとする。 

 ア 土質調査を行わない切土崖面は，３０度以下とすること。 

 イ 土質調査を行った結果，切土崖面の勾配が，その土質に応じ，次の

表 4-4-1 による崖面。 

表 4-4-1 切土面の勾配 

         法高 

法面の土質 

① Ｈ＞５ｍ 

(がけの上端からの垂直距離) 

② Ｈ≦５ｍ 

(がけの上端からの垂直距離) 

軟岩（風化の著しいも

のを除く。） 
６０度以下 ８０度以下 

風化の著しい岩 ４０度以下 ５０度以下 

砂利、まさ土、関東ロー

ム、硬質粘土、その他こ

れらに類するもの 

３５度以下 ４５度以下 

 ただし，浸食に弱い土質の場合，のり面に湧水が多い場合，がけの

上端面が雨水が浸透しやすい場合等はこれによらず，十分に安定性の

検討を行うこと。 

 ウ 表中の角度以下であっても，３０度を超える切土のり面は，崖面を

のり面保護工で保護すること。 

(2) 高さが５メートルを超える切土法面が生ずるときは，高さ５メートル

以内ごとに幅１～２メートル以上の小段（下段の法と反対方向に地表水

が流れるように勾配をとること。）を設け，各々の法の下端に排水施設を

設置すること。 
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４－５ 渓流等における盛土（政令第７条第２項第２号，省令第１２条） 

■渓流等の考え方について 

  渓流等における盛土は，盛土内にまで地下水が上昇するおそれがあり，

崩壊発生時に大規模な災害となりうることから極力避ける必要がある。 

  やむを得ず渓流等において盛土を行う場合には適切な措置を講ずるこ

と。特に盛土の高さが１５メートルを超える場合は，土質試験等を行っ

た上で，安定計算を実施し，盛土の安定性を確認すること。  

 

〈渓流等の範囲〉 

  渓床勾配１０度以上の勾配を呈し，０次谷※を含む一連の谷地形の底

部の中心線からの距離が２５メートル以内の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方」（国土交通省） 令和 5 年 5 月  p17）  

 

 ※０次谷とは，常時流水のない谷型の地形を指し，

地形図の等高線の凹み具合から，等高線群の間

口よりも奥行が小さくなる地形のこと。 

 

(出典：「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方」（国土交通省） 令和 5 年 5 月  p17）  

 

４－６ 排水施設の設置（政令第１６条） 

■盛土における地下水排除工について 

  盛土崩壊の原因の多くが湧水，地下水，降雨等の浸透水によるもので

あること，また盛土内の地下水が地震時の滑動崩落の要因になることか

ら，次項４－７大規模造成盛土の安全性の検討に該当するもののほか，

下記のような場所については盛土内に地下水排除工を設置して，原地盤

図 4‐5‐1 渓流等の範囲 
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からの湧水や地下水の上昇を防ぐことにより，盛土の安定を図ること。 

ア 盛土をすることとなる土地で，谷筋等で地表水の集中する部分

など，雨水その他の地表水又は地下水の浸透・上昇による緩み，沈

下，崩壊又は滑りが生ずるおそれのある箇所 

イ 湧水のある部分 

 

■排水施設の設置に関する技術的基準（政令第１６条） 

 盛土又は切土をする場合において，地表水等により崖崩れ又は土砂の流

出が生ずるおそれがあるときは，その地表水等を排除することができるよ

う，以下に該当する排水施設を設置すること。 

 (1)排水工の構造（政令第 16 条第 1 項） 

  ア 排水工は，堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

  イ 排水工は，陶器，コンクリート，れんがその他の耐水性の材料で 

   造られ，かつ，漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられている 

   ものであること。 

  ウ 管渠の勾配及び断面積は流量計算により求めること。 

  エ 雨水その他の地表水を排除すべき排水工は，その暗渠である構造 

   の部分の次にげる箇所に，ます又はマンホールが設けられているも 

   のであること。 

   (ｱ) 管渠が始まる箇所 

   (ｲ) 排水の流下方向又は勾配が著しく変化する箇所 

   (ｳ) 管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない範囲の長さごとの管 

    渠の部分のその清掃上適当な場所 

   (ｴ) 排水工が合流する場所 

  オ ますの底に，深さ 150mm 以上の泥だめが設けられていること。 

  カ ます又はマンホールに，蓋が設けられているものであること。 

  キ 排水工の流末は，当該排水工からの排水を適切に流下することがで 

   きる施設に接続すること。 

 

 (2)表面排水工（政令第 16 条第 1 項） 

  ア 法肩排水工 

   (ｱ) 法肩より上部に斜面地が続くなど，法肩に外部から地表水等の  
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    流入が想定される場合は，法肩排水溝を設置すること。 

   (ｲ) 法肩上部の自然斜面地等，外部からの地表水は排水溝に流れる  

    ようにすること。 

  イ 小段排水工 

   (ｱ) 小段や盛土を挟んだ平坦地には，原則として小段排水溝を設置 

    すること。 

   (ｲ) 小段排水溝は，小段からみて上部側の法面の下端に沿って設置 

    すること。 

   (ｳ) 小段排水溝に水が流れるよう，小段に下り勾配を付すこと。 

  ウ 縦排水工 

   (ｱ) 法肩排水溝又は小段排水溝を設置する場合，原則として縦排水 

    溝を設置すること。 

   (ｲ) 縦排水溝は，20ｍ程度の間隔で設置すること。 

   (ｳ) 縦排水溝を設置の際は，原則として地形的に凹地の水の集まり 

    やすい箇所を選定すること。 

   (ｴ) 法長 3ｍ程度の間隔で，縦排水溝下部にすべり止めを設置する 

    こと。 

   (ｵ) 縦排水溝の側面は勾配をつけ，芝張りや石張りを施すこと。 

   (ｶ) 縦排水溝は，水が漏れたり飛び散ることのない構造とすること。 

    特に法尻等の勾配変化点では，排水溝への跳水防止版の設置，排 

    水溝の外側への保護コンクリート等の措置を講じること。 

  エ 法尻排水工 

   (ｱ) 法尻には，原則として法尻排水溝を設置すること。 

   (ｲ) 法尻排水溝の流末は，排水能力のある施設に接続するよう設計 

    すること。 

  オ 法尻工 

   (ｱ) 盛土末端が洗堀や浸食で不安定化する恐れのある箇所は，法尻 

    工を設置すること。 

   (ｲ) 法尻工の標準的な仕様は，表 4-6-8 のとおりとする。 

 

 (3)表面排水工の断面（政令第 16 条第 1 項） 

  ア 計画流出量の算定 
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   (ｱ) 排水施設の計画に用いる計画流出量Ｑは，次式により算出する 

    こと。 

 

 

 

 

 

 

 

   a 流出係数 C は，土地利用の目的等に応じ，表 4-6-2 および表 4-6- 

      2 を参考に，適切な値を用いること。 

    また，複数の土地利用がある箇所において，宅地造成など，地表 

   の被覆状態が細かく把握できる場合には，排水区域全体を加重平均 

   して求めること。 

    なお，森林法第５条の規定により策定された地域森林計画対象民 

   有林における盛土等については,原則として表 4-6-1 を用いて算出 

   すること。 

表 4-6-1 工種別基礎流出係数標準値 

 

 

 

 

表 4-6-2 林地等地表状態別の流出係数 

    区 分 

 地表状態 
浸透能小 浸透能中 浸透能大 

林 地 0.6～0.7 0.5～0.6 0.3～0.5 

草 地 0.7～0.8 0.6～0.7 0.4～0.6 

耕 地 － 0.7～0.8 0.5～0.7 

裸 地 1.0 0.9～1.0 0.8～0.9 
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 b 設計降雨強度 I は，下表 4-6-3 を用いて算出するものとし，確率 

   年は 10 年，降雨継続時間は 10 分間の降雨強度とすること。 

 

表 4-6-3 確率別降雨強度式及び確率雨量（我孫子地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 流下能力の算定計画流出量の算定 

  (ｱ) 流下能力Ｑ1 は，次式により算出すること。 

  (ｲ) 流速Ｖは 0.8m/s～3.0m/s となるよう，排水路勾配Ｉを決定する 

   こと。 

 

 

 

 

 

 

 

   a 粗度係数 n は表 4-6-4 の値を用いて算出すること。 

 

表 4-6-4 粗度係数 

 

 

 

 

千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引き（巻末資料抜粋） 
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   b 径深Ｒは次式により算出すること。 

   R=A/S 

         Ａ : 流水断面積（㎡） 

         Ｒ : 径深（m） 

         Ｓ : 潤辺長（m） 

 

表 4-6-5 潤辺長Ｓの求め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)暗渠排水工（政令第 16 条第 2 項） 

  原地盤の谷部や湧水の顕著な箇所等，その他盛土をする前の地盤面か  

 ら盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは暗渠排水管を設置 

 すること。 

  ア 標準仕様 

   暗渠排水工の標準的な仕様は表 4-6-6 のとおりとする。 

 

表 4-6-6 暗渠排水工の標準的な仕様 

項 目 仕 様 

管  径 

本管 

・300mm 以上（流域等が大きい場合は流量計算により決定する） 

補助管 

・200mm 以上 

配  置 

・暗渠排水工は，盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に設置 

・原地盤の谷部・湧水等の顕著な箇所等を対象に樹枝状に設置 

補助管 

・設置間隔は，40m以内（渓流等をはじめとする地下水が多いことが想定さ

れる場合等は20m以内ごと） 
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流末処理 
・維持管理や点検が行えるように，ます，マンホール，かご工等で保護を行

うこと 

構  造 

本管 

・管材を使用すること 

補助管 

・管材又は砕石構造とすること 

共通 

・暗渠排水管等の上面や側面には，粗朶（そだ）や砂利等によるドレーン材

を敷設して土で埋め戻すこと 

 

 (5)基盤排水層 

  原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所，その他盛土をする前の地盤面か 

 ら盛土の内部に地下水が侵入するおそれがあるときは基盤排水層を設置 

 すること。 

 ア 標準仕様 

  基盤排水層の標準的な仕様は，表 4-6-7 のとおりとする。 

 

表 4-6-7 基盤排水層の標準的な仕様 

項 目 仕 様 

配  置 ・湧水等の顕著な箇所等に設置 

層  厚 
・標準：0.5mを標準とする（渓流等における盛土をはじめとする地下水

が多い事が想定される場合等は1.0m以上） 

材  料 ・透水性が高い材料 

 

 (6)法尻工 

  原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所，その他盛土末端が洗堀や侵食で 

 不安定化する恐れのある箇所は，法尻工を設置すること。 

  ア 標準仕様 

    法尻工の標準的な仕様は，表 4-6-8 のとおりとする。 

 

表 4-6-8 法尻工の標準的な仕様 

項 目 仕 様 

配  置 
・法尻部に設置 

・地下水排除工等と併用 
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材  料 

・ふとんかご 

・じゃかご工 

・透水性の高い岩塊 

  

 (7)水平排水層 

  盛土に対して地表水や、原地盤の谷部や湧水の顕著な箇所等で地下水 

 が浸透することにより、崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあると 

 きには、水平排水層を設置すること。 

  ア 標準仕様 

    水平排水層の標準的な仕様は，表 4-6-9 のとおりとする。 

 

表 4-6-9 水平排水層の標準的な仕様 

項 目 仕 様 

層  厚 30cm 以上 

配置間隔 小段ごとに設置 

層の長さ 小段高さの 1/2 以上 

排水勾配 5～6％ 

材  料 透水性が高い材料（砕石，砂など） 

 

 (8)排水施設の流末処理 

  盛土又は切土をする土地の面積が５００㎡を超える工事において設置 

 する排水施設にて集められた地表水等は，放流先の管理者の同意を得た 

 うえで，当該工事箇所が下水道法による排水区域である場合には公共下 

 水道又は都市下水路に，その他の場合には従来その土地の地表水の放流 

 先であった河川，池沼又はその他の水路に対して，土砂を含まないよう 

 に排除すること。 

  放流先の管理者等から調整池等の設置や放流等に関して特段の指示が 

 ある場合には，（9）調整池等の基準に適合することを確認したうえで， 

 その指示に従うこと。 

 

（9）調整池等（運用上の留意点） 

  施工区域が１㏊以上の工事においては，「柏市雨水抑制技術基準」及び 
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 「盛土防災マニュアルの解説」により適切に調整池等の設置を行うこと。 

 

※排水施設等の設置については「盛土等防災マニュアルの解説」を参照

すること。 

 

■浸透槽の設置禁止箇所 

 雨水浸透施設は，法面，擁壁及び盛土等の崩壊を引き起こすおそれが

あるため，下記の場所には設置しないこと。 

  ア 法面又は崖面等の斜面地(斜面角度３０度以上)及びその周辺 

  イ 擁壁の周辺 

  ウ 著しい盛土内（盛土内に底面を設置する浸透施設，谷筋等の集水

地形などの盛土内，次項に掲げる大規模造成盛土等） 

 

４－７ 大規模造成盛土の安全性の検討 

 (1) 盛土の規模が次に該当する場合は，盛土全体の安全性を検討するも

のとする。 

ア 谷埋め型大規模盛土造成地 

  盛土をする土地の面積が３，０００平方メートル以上であり，かつ，

盛土をすることにより，当該盛土をする土地の地下水位が盛土をす

る前の地盤面の高さを超え，盛土の内部に浸入することが想定され

るもの。なお，地下水位の測定は盛土予定区域の最上端，最下端及び

その他必要な場所において，ボーリング孔跡等を用いて行うこと。 

イ 腹付け型大規模盛土造成地 

 盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし，

かつ，盛土の高さが５メートル以上となるもの。 

 (2) 大規模盛土造成地となる場合は，全体の盛土造成地の安定性につい

て，常時で安全率１．５以上かつ大地震時（設計水平震度 kh=0.25）で

安全率１．０以上となることを確認すること。この確認については，谷

埋め型大規模盛土造成地は二次元の分割法，腹付け型大規模盛土造成

地は二次元の分割法のうち簡便法によることを標準とする。 

なお，安定計算に用いる粘着力(Ｃ)及び内部摩擦角(φ)の設定は，盛

土に使用する土を用いて，現場含水比及び現場の締固め度に近い状態
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で供試体を作成し，せん断試験を行うことにより求めること。 

 (3) 大規模盛土造成地には，暗渠工などによる地下水排除工の設置及び

盛土内に水平排水層の設置を行い，盛土内に間げき水圧が発生しない

よう対策を行うこと。 

 

４－８ 軟弱地盤等で行う宅地造成 

平地部や台地の谷部等で，軟弱地盤が存在する土地において宅地造成

を行う場合は，沈下や安定性の検討を行い，必要に応じ対策を行うこと。 

なお，軟弱地盤の判定の目安，検討及び対策については「盛土等防災

マニュアルの解説」により行うこと。 
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５ 擁壁に関する基準 

【法律】 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし

書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則

に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他

の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため

必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

２ …（略）… 

 

【政令】 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定

める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面

を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同

じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関

するものは、次に掲げるものとする。 

 一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分

に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

  …(略)… 

 二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み

造のものとすること。 

２ …(略)… 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算

によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

 一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によつて

擁壁が破壊されないこと。 

 二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

 三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。 

 四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

 一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容

応力度を超えないことを確かめること。 

 二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確か

めること。 

 三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵

抗力の三分の二以下であることを確かめること。 

 四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめる

こと。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐ

いの許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

 一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土

の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができ
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る。 

 二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準

法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条

及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計

算された数値 

 三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算され

た数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いるこ

とができる。 

（練積み造の擁壁の構造） 

第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところ

によらなければならない。 

 一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁

の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合

し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に

該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメー

トル以上であること。 

 二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体

の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

 三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがある

ときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

 四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される

地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分

の十五（その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他

のものであるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、

四十五センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリ

ート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六

条の三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七

十九条の規定を準用する。 

（擁壁の水抜穴） 

第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、

壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管そ

の他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必

要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらな

い擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについて

は、これらの規定は、適用しない。 

 

５－１ 共通基準 

■擁壁の基礎 

 (1) 擁壁の基礎は，直接基礎を原則とすること。 

  擁壁に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え，鉛直荷重を基礎底面下の地

盤のみで支持できるよう，良質な支持層上に直接設置すること。 
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(2) 必要地耐力が得られない場合，支持層までの置換又はセメント系固化材を用い

た改良地盤上に擁壁の基礎を設置すること。ただし，鉄筋コンクリート造擁壁に

おいて，直接基礎によることが困難な場合は，杭基礎を考慮するものとする。 

 

■地盤改良計画 

(1) 地盤改良計画 

 擁壁設置地盤の支持力や盛土のせん断定数（Ｃ，φ）を増加させる等のため，地

盤改良を行う場合は，改良計画（計算）をおこない許可申請書に添付するものと

する。 

(2) 地盤改良の種類 

   ・置換工法 

 所定の地耐力が確保されるまでの範囲内を，砂，砂利，砕石等に置き換え，必

要な地盤の許容応力度を確保する工法。 

  ・浅層混合処理工法 

所定の地耐力が確保されるまでの範囲内を，セメント系固化材等を混合しな

がら，地盤を固化処理する工法。 

  ・深層混合処理工法 

支持層が深い位置にある場合に，セメント系固化材を用いて土中を混合しな

がら柱状の改良体を良好な支持層まで形成する工法。 

(3) 計画及び施工にあたっての留意事項 

・地盤改良を計画する場合，ボーリング調査等の地盤調査及び土質試験を行い，

設計に必要な土質定数を得ること。 

・置換工法及び浅層混合処理工法において，あらかじめ改良体底面となる原地盤

の許容応力度を測定し，必要な許容応力度を有しているかを確認すること。 

・浅層混合処理工法及び深層混合処理工法の「改良体の設計基準強度」は，室内配

合試験等による一軸圧縮強度に基づいて設定すること。 

・浅層混合処理工法の改良厚は２メートル程度までを原則とする。 

・深層混合処理工法の水平抵抗の検討にあたっては，擁壁構造において求められ

るレベル（常時・地震時）に合わせて検討を行うものとする。 

※ 上記の他，セメント系固化材を使用した改良地盤の設計については，「建築物の

ための改良地盤の設計及び品質管理指針（日本建築センター）」によるものとする

こと。 
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■盛土上等の擁壁計画 

擁壁の直接基礎は，良質な支持層上に設けることが原則となる。したがって，比

較的浅い位置に良質な支持層がある場合は，根入れの深さを支持層まで深くするこ

と。（この場合の「良質な支持層」とは，地盤調査による性質が確認がされたもので

あること。） 

 ただし，土地利用上やむを得ず盛土地盤上に擁壁を設置する場合は，下記による

こと。 

(1) 原地盤の良質な支持層まで地盤の安定処理（浅層混合処理工法や，深層混合処

理工法等）又は置換の措置を講じ，その上に擁壁を設置すること。（置換の場合

は１メートル程度までを限度とすること。置換と安定処理工法の併用は不可とす

る。） 

(2) 良質な支持層が比較的深い位置にある場合は，杭基礎とすること。 

(3) 浅層混合処理工法による地盤の安定処理，又は置換によって築造した改良地盤

に設置する直接基礎における改良 

 幅は，擁壁底面からの荷重の分散 

 を考慮し，荷重が及ぶ範囲以上の 

 幅（B+2Z･tanθ）を確保すること 

 を基本とすること。B：基礎底面幅， 

 Z：擁壁底面からの深さ，θ：荷重 

 の分散角（３０度以下とする） 

 

 

  ただし，申請区域界に擁壁を設置す 

 る場合は，施工範囲を区域に含まなけ 

 れば，応力の分散効果を見込むことはできない。（この場合，下部地盤に作用する応

力が大きくなるので留意すること。） 

■擁壁の水抜穴（政令第１２条） 

 (1) 擁壁の水抜穴は，内径７５ミリメートル以上の塩ビ管その他これに類する耐水 

   材料を用い，壁面の面積３平方メートルごとに１箇所以上設けること。 

 (2) 前号の規定による水抜穴の設置は，次のとおりとするよう努めること。 

ア 千鳥配置とすること。 

図5‐1‐1 直接基礎における改良幅 
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イ 擁壁の断面に対し排水方向に勾配をとること。 

 (3) 擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には，砂利等で厚さ３００ミリメ

ートル以上の透水層を設け，透水層の最下段部には，厚さ５０ミリメートル以上

の止水コンクリートを水抜穴の方向に流れるように勾配をとって設置すること。 

 透水層の材料として，「砂利等」のほか，特性に応じた適切な使用方法による場

合には，石油系素材を用いた「透水マット」も使用できるものとする。 

(4) 透水マットについては，高さ５メートル以下の鉄筋コンクリート擁壁に使用で

きるものとする。高さが３メートルを超える擁壁に透水マットを用いる場合には，

下部水抜穴の位置に，厚さ３０センチメートル以上，高さ５０センチメートル以

上の砂利又は砕石の透水層を全長にわたって設置すること。 

  上記の他，「擁壁用透水マット技術マニュアル」（公益社団法人 全国宅地擁壁技

術協会）を参照するものとする。 

 

５－２ 擁壁設置上の留意事項 

①斜面に近接してその上部に新たな擁壁を設置する場合 

 下図のように，申請地外の斜面上部に擁壁を設置する場合は，崖下端からの３０度

ラインより，更に擁壁の高さの０．４倍以上かつ１．５メートル以上後退した箇所に

擁壁（基礎前端部）を設置しなければならない。 

 また，後退した箇所は，コンクリート打ち等により風化侵食の恐れのない状態にし

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5‐2‐1 斜面上に擁壁を設置する場合（例） 
  

30°

Ｈ

0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上かつ350mm以上

または

20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

コンクリート打ち

5～10cm厚

許可

申請地
別地権者
所有地等
の事業地外
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②斜面に近接してその下部に新たな擁壁を設置する場合 

 下図のように，申請地外の斜面下部に擁壁を設置する場合は，崖上から３０度の土

圧を想定した構造としなければならない。 

 

 

③水路等に接する又は近接する場所に擁壁を設ける場合 

 下図のように水路等に接する箇所に擁壁を設ける場合は，水路等の河床を崖下の地

盤高と見なした構造としなければならない。また，近接する場合は水路境界から３０

度ラインより下部に必要な根入れ高さを考慮した構造としなければならない。 

 ただし，水路等の管理者が，擁壁等を要しないと認めた場合にはこの限りでない。 

  

Ｈ

15/100H以上かつ350mm以上

または
20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

許可
申請地

上載荷重を

加味した構造

別地権者
所有地等
の事業地外

３０°

H.W.L

河床

接する
場合

15/100H以上かつ350mm以上
または

20/100H以上かつ450mm以上
（基礎地盤が軟弱な場合）

H.W.L

河床
30°

近接する
場合

15/100H以上かつ350mm以上
または

20/100H以上かつ450mm以上
（基礎地盤が軟弱な場合）

図5‐2‐2 斜面下に擁壁を設置する場合（例） 
  

図5‐2‐3 水路等に接する場所に設ける擁壁（例） 
  

図5‐2‐4 水路等に近接する場所に設ける擁壁（例） 
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④多段擁壁を設ける場合 

 右図のように，多段擁壁を設

ける場合は，一体の崖とならな

いよう，所定の離隔を設けなけ

ればならない。 

 また，下部擁壁の下端からの

３０度ラインより上部擁壁の下

端が更に深い位置となるよう

に，擁壁を設置しなければなら

ない。 

 上部と下部の離隔が十分設け 

られなく，一体の崖となる場合

には，一体構造の擁壁を設ける

など，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

  

30°

Ｈ
0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上かつ350mm以上

または
20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

30°

Ｈ

0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上かつ350mm以上

または
20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

30°

図5‐2‐5 多段擁壁（例） 上部・下部共に擁壁を間知積みで築造する場合 
  

図5‐2‐6 多段擁壁（例） 上部・下部共に擁壁を鉄筋コンクリートで築造する場合 
  

図5‐2‐7 一体構造の擁壁（例） 
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⑤既存擁壁の崖下を造成する場合 

 下図のように，既存の許可擁壁の崖下を切土する場合には，既存擁壁築造時の条件

と異なることから，新たな擁壁を築造する必要がある。 

 この場合，崖上の上載荷重を考慮することはもちろん，既存擁壁がない条件下で

の設計をしなければならない。 

 

 

 

⑥既存擁壁の崖上を造成する場合 

 下図のように，既存の許可擁壁の崖上を盛土する場合には，既存擁壁築造時の条件

と異なることから，既存擁壁を撤去し新たな擁壁を築造する必要がある。 

 

 

 

既存擁壁は

ないものとし

て計算

既存の

許可擁壁

許可

申請地

切土
15/100H以上かつ350mm以上

または
20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

エラスタイト

等で充填

水抜き穴を

接続する

別地権者
所有地等
の事業地外

既存擁壁を

撤去して

新たに築造 盛土

15/100H以上かつ350mm以上

または
20/100H以上かつ450mm以上

（基礎地盤が軟弱な場合）

既存の

許可擁壁

別地権者
所有地等
の事業地外

許可
申請地

図5‐2‐8 既存擁壁の崖下を切土する場合（例） 
  

図5‐2‐9 既存擁壁の崖上を盛土する場合（例） 
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５－３ 鉄筋コンクリート造擁壁構造基準 

■土圧（政令第９条第３項第１号） 

 (1) 土圧算定に用いる土質諸定数は，土質試験により求めた数値によること。ただ

し，一様な盛土の場合は，盛土の土質に応じ、次の表によることができる。 

 表 5-3-1  土の単位体積重量及び土圧係数 政令別表第２より  

土質 単位体積重量 土圧係数 

砂利又は砂 18 キロニュートン 0.35 

砂質土 17 キロニュートン 0.40 

シルト，粘土又はそれらを多

量に含む土 
16 キロニュートン 0.50 

 (2) 背面土の粘着力については，考慮しないこと。 

 (3) 土圧算定式は，クーロンの土圧式または試行くさび法によるよう努めること。 

 

■擁壁に作用する滑り抵抗力（政令第９条第３項第３号） 

 擁壁に作用する滑り抵抗力は，土質試験により求めた数値による擁壁の基礎底面と，

基礎地盤との間に生じる最大摩擦抵抗力によるものとする。 

 また，基礎底面と基礎地盤の摩擦係数については，原則として原位置の土質試験結

果に基づき，次式により求めるものとする。 

  μ＝tanφ 

   μ：擁壁底面と基礎地盤面の摩擦係数（０．６を超えないこと） 

   φ：基礎地盤の内部摩擦角 

 地盤調査の結果，土質に応じて表 5-3-2 による摩擦係数を用いることもできる。（こ

の場合も，原位置の地盤調査を行うことが原則。） 

 ※ 当該地と地形が相似している近隣の土質結果を用いる場合は，事前に設計時に

市と協議すること。 

      表 5-3-2 土の摩擦係数 政令別表第３より  

土質 摩擦係数 

岩，岩屑，砂利又は砂 0.5 

砂質土 0.4 

シルト，粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少

なくとも 15 センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き

換えた場合に限る。） 

0.3 
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 基礎地盤の粘着力(Ｃ)については，できる限り考慮しないものとするが，考慮する

場合，許可申請時までに対象地の土質試験を行った上で十分な粘着力が出ることを確

認するものとする。 

 

■擁壁の安定照査（政令第９条第２項第２～４号） 

 擁壁の安定照査は、次の各号によること。 

 (1) 擁壁の転倒モーメントに対する安定モーメントの割合(安全率)が，１．５以上

であること。 

 (2) 土圧力の水平成分に対する滑り抵抗力の割合(安全率)が，１．５以上であるこ

と。この場合，擁壁の基礎には突起を設けないこと。 

(3) 擁壁の地盤に生じる応力度の最大値が，当該地盤の長期許容応力度を超えない

こと。 

  基礎地盤の許容応力度は，土質試験又は原位置の地盤調査データを用い，国土

交通省告示第１１１３号第２に基づき定めるか，下表の地盤の種類に応じた数値

により設計するものとする。 

      表 5-3-3 地盤の許容応力度（建築基準法施行令９３条より） 

地 盤 長期応力に対する許容応力度（kN/㎡） 

岩盤 1000 

固結した砂 500 

土丹盤 300 

密実な礫層 300 

密実な砂質地盤 200 

砂質地盤 50 

堅い粘土質地盤 100 

粘土質地盤 20 

堅いローム層 100 

ローム層 50 

 ただし，当該地と地形が相似している近隣の土質結果で上記の数値を用いて設

計を行う場合は，事前に設計時に市と協議したうえで用いることができるものと

する。 

 この場合は，工事着手後，基礎の根切り時に（設置箇所が広範囲或いは複数箇
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所にある場合は，原位置の土質条件ごとに行うこと。）平板載荷試験により地盤の

許容支持力を確認すること。 

 

■構造部材の設計（政令第９条第２項第１号，政令第１１条） 

 (1) 擁壁の構造部材の断面算定は，許容応力度法により決定し，土圧等によって擁

壁の各部に生ずる応力度が，擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの長期許容

応力度を越えないことを確かめること。 

 (2) 擁壁の構造部材の設計は，次に掲げる事項によるよう努めること。 

ア 根入れ深さは，３５センチメートル以上かつ擁壁の高さの１００分の１５以

上とすること。 

イ 縦壁と基礎底版の元端の厚さは，部材長さの１０分の１以上かつ１５センチ

メートル以上とすること。 

 ウ 縦壁引張側と基礎底版の交差部分には，縦壁の元端の厚さ以上のハンチを設

けること。   

エ 控え壁形式の擁壁の縦壁の厚さは，２０センチメートル以上とすること。 

オ 鉄筋の径は，１３ミリメートル以上とし，間隔は３０センチメートル以下と

すること。 

カ 高さが１メートルを超える場合の縦壁及び基礎底版の元端は，複配筋とする

こと。 

キ 主鉄筋は，配力鉄筋の外側に配置すること。 

ク 引張り鉄筋の定着長さは，鉄筋径の４０倍以上とすること。（図 5-3-1 参照） 

ケ 竪壁の用心鉄筋および主鉄筋の配力鉄筋量は，それぞれの主鉄筋量の６分の

１以上を確保すること。 
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■耐震設計 

  擁壁の高さが５メートルを超える場合は，次の各号により構造計算に大地震時に

おける検討を加えること。 

 (1) 設計水平震度（Kh）は，０．２５とすること。 

 (2) 地震時荷重によって各部材に生ずる応力が，当該各部材における終局耐力（設

計基準強度及び基準強度）を超えないこと。 

 (3) 地震時荷重による擁壁の転倒モーメントに対する安定モーメントの割合（安全

率)が，１．０以上であること。 

 (4) 地震時荷重による擁壁の滑り出す力に対する滑り抵抗力の割合（安全率）が， 

１．０以上であること。 

 (5) 地震時荷重によって擁壁の地盤に生じる応力度が，当該地盤の極限支持力度を

超えないこと。 

 ※ ２メートルを超える擁壁について，中地震の検討を加える場合においては「盛

土等防災マニュアルの解説」を参照するものとする。 

  

４０ｄ以上

Ｌ型擁壁 主筋の定着⾧

４０ｄ以上

竪壁主筋

４０ｄ以上 底版主筋

逆Ｔ型擁壁 主筋の定着⾧

４０ｄ以上

４０ｄ以上

４０ｄ以上

竪壁主筋

４０ｄ以上

４０ｄ以上

４０ｄ以上
底版主筋

図5‐3‐1 配筋図 



45 

 

■擁壁の基礎ぐい（政令第９条第３項第２号） 

 擁壁の基礎ぐい（以下「基礎杭」という。）は，次の各号により設計すること。 

(1) 構造計算により次に掲げる事項を確かめること。 

ア 土圧等によって基礎杭に生ずる応力が，当該基礎杭の長期許容支持力以下で

あること。 

(ｱ) 擁壁の基礎杭は，杭先端が良質な支持層によって支持される支持杭とし，

摩擦杭は不可とする。 

(ｲ) 常時において，基礎杭に引抜き力が生じないようにすること。 

※ 基礎杭の許容支持力は，国土交通省告示第１１１３号 第５・第６に定め

られている。 

イ 基礎杭の部材に生ずる応力度が，当該基礎杭の杭体に用いる材料の長期許容

応力度以下であること。 

(ｱ) 鉛直力・水平力は基礎杭に負担させること。 

※ 基礎杭の杭体に用いる材料の許容応力度は，国土交通省告示第１１１３号 

第８によるものとする。 

(ｲ) 杭頭の水平変位量が，許容水平変位量以下であることを確認するものとす

る。 

(ｳ) 杭頭変位，杭頭曲げモーメント，杭の地中部最大曲げモーメント及びその

発生深さは，基礎杭に作用する水平力により求めるものとする。 

※ 「地震力に対する建築物の基礎の設計指針」（日本建築センター）において

は，曲げモーメントを求める際の水平地盤反力係数を推定する提案式が多数

示されているが，多くが杭頭の変位を１センチメートルとしたときのものと

して整理されている。 

ウ 擁壁の底板と基礎杭の接合部が，当該基礎杭の杭頭部に生ずる押込み，引抜

き力，水平力及びモーメントによって破壊されないこと。 

(ｱ) 基礎杭の接合部の設計に当たっては，上記ア及びイの検討を行うほか，杭

頭処理方法及び鉄筋の定着長等の検討を行うこと。 

※ 杭頭の接合方法は，「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」（(社)日本道路

協会）等において示されている。（従来方法 B と呼ばれていた接合法：底板

内への杭の埋め込み長さを１０センチメートルとし，鉄筋補強する方法が示

されている。） 
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(2) 基礎杭の配置については，次によること。 

ア 杭の配列は，擁壁断面に対して２列以上配置し，各列の本数は等しくするこ

と。 

イ 常時において，基礎杭に引抜き力が生じないよう配置すること。 

ウ 杭の最小中心間隔は杭の直径の２．５倍とすること。これを満たさない場合

は群杭として設計を行うこと。また，底版縁端と杭中心との最小距離は，(1)

ウの検討において確認すること。 

(3) 擁壁の高さが５メートルを超える場合は，前各号について，地震時荷重を考慮

すること。 

(4) 原則，プレキャストコンクリート擁壁及び大臣認定擁壁は，杭基礎を行わない

こと。やむを得ず杭基礎として行う場合は，擁壁底板下に杭で支持されたコンク

リートスラブを設け，これらの擁壁を設置すること。コンクリートスラブは，擁

壁からの荷重（鉛直力，水平力）と杭反力を受ける板として設計を行うこと。 

※ 上記(1)～(4)号の他，具体的な杭基礎の設計は，「建築基礎構造設計指針」（日本

建築学会），「地震力に対する建築物の基礎の設計指針」（日本建築センター），「道路

橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」（(社)日本道路協会），「杭基礎設計便覧」（(社)日

本道路協会）等を参考に行うこと。 
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５－４ 練積み造擁壁構造基準 

■間知石等練積み擁壁の形状及び使用材料（政令第１０条） 

(1) 練積み造擁壁の厚さは，擁壁背面の土質並びに擁壁の高さ及び勾配に応じ，政

令第１０条に定める基準以上の厚さとすること。 

  なお，本市では「構造図集擁壁」（日本建築士会連合会編）などの標準図を参照

する。 

(2) 練積み造擁壁の根入れ深さは，３５センチメートル以上かつ擁壁の高さの１０

０分の１５以上とし，下部に一体の基礎を設けること。 

(3) 組積材は，石材を用いる場合は，硬質なもの，あるいはこれらと同等以上の比

重，重量，強度及び耐久性をもつものとし，間知ブロックの場合は，４週圧縮強度

が１平方ミリメートルにつき１８ニュートン以上でコンクリートの比重２．３以

上かつ壁面１平方メートルにつき３５０キログラム以上の重量を有するものであ

ること。 

(4) 組積材の控え長さは３０センチメートル以上とすること。 

(5) 胴込め及び裏込めに使用するコンクリートは，４週圧縮強度が１平方ミリメー

トルにつき１８ニュートン以上であること。 

(6) 裏込め砕石に使用する栗石，砂利又は砂利混じり砂は再生材でないこと。 
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■天端上にのり面を設ける場合の練積み造擁壁の構造 

  天端上にのり面（切土のり面のみとする）を設ける場合の練積み造擁壁は，図

5-4-1 のとおり，のり高を含めた高さを５．０メートル以下とし，図示のような仮

定した高さ（通称：頭切り）の擁壁構造とすること。 

  本項目については，盛土規制法第１２条許可工事で隣接地の土地所有者が第三

者の場合など，物理的に真にやむを得ないものに適用する。 

 

 

また，これによらない切土地山における練積み擁壁については，本市に確認を

すること。 

 

５－５ その他 

■大臣認定擁壁（政令第１７条） 

  国土交通大臣が認める擁壁については，その認定条件によること。 

  土質条件については，支持地盤（滑り抵抗力含む）として設計条件を満たして

いる地層であることを確認すること。 

 また，現地の地盤の調査の上で，当該地と地形が相似している近隣の土質結果

を用いる場合は，事前に設計時に宅地課と協議すること。 

 型枠ブロック擁壁等は，完了検査の前にメーカー検査の上，認定プレート（大

臣認定表示）をとり付けること。 

■任意擁壁について 

 任意擁壁にコンクリートブロックを使用する場合は，土圧のかかる部分のブロ

ック積高さは３段（６０センチメートル）以下とすること。 

※必要地耐力も仮想擁壁高さ H＝H1＋H2 で見込むこと。 

図5‐4‐1 練積み擁壁で天端上にのり面を設ける場合の構造 



49 

 

６ 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準 

【政令】 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定

める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面

を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同

じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止

施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

 一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号におい

て同じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定に

より擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内

部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令

で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防

止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

 二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

  イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構

造であること。 

  ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

  ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

 

【省令】 

（崖面崩壊防止施設） 

第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造

の施設その他これに類する施設とする。 

（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 

第三十一条 令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主

務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。 

 一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

 二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

 三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

 

■崖面崩壊防止施設とは 

 盛土又は切土により生じた崖面については，擁壁で崖面を覆うことを原則としま

すが，設置する地盤等の条件から擁壁の機能及び性能の維持が困難な場合に，擁壁

の代替施設として崖面崩壊防止施設を設置することができる。崖面崩壊防止施設は，

地盤の変動が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができ，地

下水を有効に排除することが可能な構造を有する。 

 

■崖面崩壊防止施設の適用条件 

 地盤の支持力が小さく不同沈下等により地盤の変動が懸念される場合や，湧水の
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影響等により地下水や浸透水等を排除する必要がある場合に適用するものとする。 

 ただし，住宅地等の地盤の変形が許容されない土地には利用できない。 

※崖面崩壊防止施設設置後に，土地利用方法が当該施設を適用できないものに変更

される場合には，宅地課に報告すること。 

 

■崖面崩壊防止施設の構造基準 

 崖面崩壊防止施設は，地盤の変形に追従することができるとともに背面地下水を

有効に排除することができる透水性を有した構造であること，土圧，水圧及び自重

等により，損壊，転倒，滑動又は沈下しないことを構造計算等で確認すること。 

 

■崖面崩壊防止施設の種類と選定 

 省令第１１条における，「鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充填された構造の

施設その他これに類する施設」の代表的な３つの工種として，①鋼製枠工，②大

型かご枠工，③ジオテキスタイル補強土壁工があり，選定にあたっては自然条

件，施工条件，周辺の条件等を十分に調査し，工種ごとの特性を参考に行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崖面崩壊防止施設項目

ジオテキスタイル補強土壁工大型かご枠工鋼製枠工代表工種

中程度高い中程度変形への追従性

相対的に中程度の土圧相対的に小さい土圧耐土圧性

中程度
（一般に排水施設を設置する）

高い
（中詰め材を高透水性材料とすること

で施設全面からの排水が可能）
透水性

表6-1 崖面崩壊防止施設の種類
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７ 崖面及びその他の地表面の保護に関する基準 

【政令】 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について

講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖

面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、

モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。 

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした

後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる措置

に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、

板柵工その他の措置を講ずることとする。 

 一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

 二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 

７－１ 崖面及び地表面の保護（政令第１５条） 

■のり面保護工の基本的な考え方 

 盛土又は切土に伴って生じる崖面については，擁壁で覆うことを原則としつ

つ，擁壁等で覆わない場合には，その崖面が風化，侵食等により不安定化するこ

とを抑制するため，のり面緑化工又は構造物によるのり面保護工で崖面を保護す

るものとする。 

 また，盛土又は切土に伴って生じる崖面以外の地表面についても，（次に掲げる

場合を除く。）侵食や洗堀により不安定化することを抑制するため，のり面緑化工

等により地盤面を保護するものとする。 

 

［保護の必要がない地盤面］ 

・崖の反対方向に勾配を付した土地の地表面 

・道路の路面部分 

・その他保護が必要ないことが明らかな地表面 

 

■のり面保護工の選定 

(1) のり面の安定勾配が確保され，かつ表層の部分的な滑落等のおそれのないも

ので植生に適するものの場合，のり面緑化工の選定を基本とする。ただし，の

り面が植生の生育に適さない地盤特性を有している場合，勾配が安定勾配より

急勾配である場合，表層の部分的な滑落等のおそれがある場合においては，構

造物によるのり面保護工を選定するものとする。 
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※ 本項の安定勾配とは，切土においては４－４項表 4-4-1 の土質に応じた角

度とし，盛土及び土質調査を行わないものについては３０度とする。 

(2) のり面保護工の設計については，「盛土等防災マニュアルの解説」を参照する

ものとする。 

 

■のり面排水工の検討 

  崖の上端に続く地表面には，その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れる

よう，地盤に勾配を付すこと。ただし，崖の反対方向へ地盤の勾配を付すことが

困難な場合は，のり面へ雨水その他の地表水が入らないように，側溝等の排水施

設を設置すること。 
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８ 土石の堆積に関する技術的基準 

【政令】 

（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるも

のとする。 

 一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を

除き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。 

 二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそ

れがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

 三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める

空地（勾配が十分の一以下であるものに限る。）を設けること。 

  イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合当該高さを超える幅の空地 

  ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合当該高さの二倍を超える幅の空地 

 四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設け

ること。 

 五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有

効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置

を講ずること。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置すること

その他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令

で定める措置を講ずる場合には、適用しない。 

 

【省令】 

（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条 令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令

で定める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下である

ものに限る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動す

る堆積した土石を支えることができる措置とする。 

（柵その他これに類するものの設置） 

第三十三条 令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）に規定する

柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに

立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設ける

ものとする。 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定め

る措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

 一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板

等」という。）を設置すること 

 二 次に掲げる全ての措置 

  イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表

水が浸入することを防ぐための措置 

  ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾

斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造で

なければならない。 
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８－１ 土石の堆積に関する基本事項（政令第１９条，省令第３３条） 

■土石の定義 

 「土石」とは，「土砂」若しくは「岩石」又はこれらの混合物を指す。 

(1) 「土砂」 

  ①地盤を構成する材料のうち，粒形７５ミリメートル未満の礫，砂，シルト及び

粘土（以下「土」という。） 

  ②地盤を構成する材料のうち，粒形７５ミリメートル以上のもの（以下「石」と

いう。）を破砕すること等により土と同等の性状にしたもの 

  ③地盤を構成する材料のうち，土に植物遺骸等が分解されること等により生じた

有機物が混入したもの 

  ④土にセメント，石灰若しくはこれらを主材とした改良剤，吸水効果を有する有

機材料又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良剤を混合等

したもの 

  ⑤建設廃棄物等の建設副産物を土と同等の性状にしたもの 

 

(2) 「岩石」 

  「岩石」とは，石のほか，建設副産物を石と同等の性状にしたものをいう。 

 

■堆積箇所の選定 

①地盤の勾配 

  土石全体の流動化防止のため，土石の堆積を行う土地の地盤面（空地を含む）

の勾配は１０分の１以下とすること。また，現地盤に極端な凹凸や段差がある場

合には，堆積に先がけてできるだけ平坦にかき均すこと。 

 

②地盤の処理 

  地表水等による緩み，沈下，崩壊，滑り等が生じないよう，必要に応じて樹木

等の伐開除根及び除草を行うこと。また，土質調査等の結果により十分な支持力

が得られない場合には，地盤改良等の措置を講ずること。 
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■設計基準 

①空地の確保 

  土石を堆積する高さに応じて以下の空地を，堆積土石の周囲に設けること。 

 (1)堆積する土石の高さが５メートル以下の場合⇒当該高さを超える幅の空地 

 (2)堆積する土石の高さが５メートル超の場合⇒当該高さの２倍を超える幅の空地 

 

②排水施設の設置 

  雨水その他の地表水により土石が崩壊しないよう，空地の外側に側溝等を設置

すること。 

※「側溝等」は，地表水の流出入を防止できるようであれば素掘り側溝等の簡素な

措置とすることも可能とする。 

 

③柵等の設置 

  土石の堆積を行う土地への第三者の侵入を防止し，土石が崩壊した際に人的被

害が生じないよう，区域の外側に柵等を設け，区域内への侵入を禁止する旨の掲

示を行うこと。 

※「柵等」は，区域内に人がみだりに立ち入らないようにする施設であり，ロープ

等も適用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積を行う区域 空地

堆積する土石の高さH
（５メートル超）

２Hを超える幅の確保

H

地表水を排除する措置 地表水を排除する措置

土石

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
（１/１０以下）

空地

柵等柵等

土石の堆積を行う区域空地 空地

堆積する土石の高さH
（５メートル以下）

Hを超える幅の確保

H

地表水を排除する措置 地表水を排除する措置

土石

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
（１/１０以下）

柵等柵等

図8‐1‐1 堆積する土地の基準（高さ5m以下） 

図8‐1‐2 堆積する土地の基準（高さ5m超） 
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８－２ 土石の崩壊及び流出防止措置（省令第３２条，３４条） 

■地盤の勾配が１０分の１を超える場合の措置 

 土石の堆積を行う土地の地盤面（空地を含む）の勾配が１０分の１を超える場

合は，堆積を行う面（鉄板等を使用したものであって，勾配が１０分の１以下で

あるものに限る）を有する構台等の堅固な構造物を設置すること。 

 設計においては，想定される最大堆積高さの際に発生する土圧，水圧，自重の

ほか，必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造とすること。 

※ 詳細な設計方法については「乗入れ構台設計・施工指針」（日本建築学会），

「道路土工 - 仮設構造物工指針」（日本道路協会）を参考に行うこと。 

 

 

■空地を設けない場合の措置 

 ①鋼矢板等の設置 

   堆積した土石の周囲に，その高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設を設

置すること。 

   設計においては，想定される最大堆積高さの際に発生する土圧，水圧，自重

のほか，必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造とすること。 

※ 詳細な設計方法については「道路土工 - 仮設構造物工指針」（日本道路協会）

を参考に行うこと。 

 

土石の堆積を行う区域 空地

堆積する土石の高さH

政令の規定に
基づく幅を確保

H

地表水を排除する措置

地表水を排除する措置

土石

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

人工構造物により基礎勾配を
１/１０以下で確保

空地

柵等

柵等

土石の堆積を行う区域

H

地表水を排除する措置 地表水を排除する措置

土石

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
（１/１０以下）

空地

柵等柵等

政令の規定に
基づく幅を確保

堆積する土石の高さH

倒壊等しないよう十分な構造耐力を有する
鋼矢板等を設置（地上高H超）

図8‐2‐1 地盤の勾配が10分の1を超える場合の措置 

図8‐2‐2 空地を設けない場合の措置 
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 ②堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護 

   堆積した土石の斜面の勾配を，土質に応じた安定を保つことができる角度以

下とし，堆積した土石を防水性のシートで覆うこと等により，雨水その他の地

表水が浸入することを防ぐこと。 

   斜面の勾配については，下記の表 8-2-1 の値を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

  

勾配盛土高（ｍ）盛土材料

１：１.５～１：１.８５ｍ以下粒度の良い砂（Ｓ）

１：１.８～１：２.０５～１５ｍ礫及び細粒分混じり礫（G）

１：１.８～１：２.０１０ｍ以下粒度の悪い砂（SG）

１：１.５～１：１.８１０ｍ以下
岩塊（ずりを含む）

１：１.８～１：２.０１０～２０ｍ

１：１.５～１：１.８５ｍ以下砂質土（SF），硬い粘質土，硬
い粘土（洪積層の硬い粘質土，

粘土，関東ローム層など） １：１.８～１：２.０５～１０ｍ

１：１.８～１：２.０５ｍ以下火山灰質粘性土（V）

土石の堆積を行う区域

土質に応じた勾配を規定

H

地表水を排除する措置 地表水を排除する措置

土石

地表水等による地盤の
緩み等が生じない措置

土地の勾配θ
（１/１０以下）

柵等柵等

堆積する土石の高さH

表面シート養生

※（ ）の統一分類は代表的なものを参考に示す

表8‐2‐1 盛土材料及び盛土高に対する斜面の勾配の目安 

図8‐2‐3 堆積勾配の規制及び防水シート等による保護 
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９ 土地の保全 

【法律】 

（土地の保全等） 

第二十二条 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等（宅地造成

等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。）に伴う災害が

生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のた

め必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者

に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを

勧告することができる。 

（改善命令） 

第二十三条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に

伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石

の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、

これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場

合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当

であると認められる限度において、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管

理者又は占有者（次項において「土地所有者等」という。）に対して、相当の猶予期限を付けて、擁

壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ず

ることができる。 

２ 前項の場合において、土地所有者等以外の者の宅地造成等に関する不完全な工事その他の行為に

よつて同項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者（その行為が隣

地における土地の形質の変更又は土石の堆積であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項

において同じ。）に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これ

を行わせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした

者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。 

３ 第二十条第五項から第七項までの規定は、前二項の場合について準用する。 

 

■土地の保全義務 

  宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者，管理者又は占有者は，災害防止の

ため，その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。なお，

必要な安全措置が取られていない場合，その他災害防止のため必要があると認め

られる場合において，許可権者は，その土地の所有者，管理者又は占有者に対し

て，勧告又は改善命令を行うことができる。（当該盛土等を行った造成主や工事施

工者，過去の土地所有者等も，原因行為者として，是正措置等の命令の対象にな

り得る。） 
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